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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　制御処理プログラムに基づき遊技機における制御を実行する制御用ＣＰＵが内蔵された
制御用マイクロコンピュータと、
　前記制御用マイクロコンピュータに内蔵又は外付けされ、乱数値となる数値データを生
成する乱数回路と、
　所定状況を検出し、検出信号を出力する検出手段と、
　を備え、
　前記乱数回路は、
　数値データを予め定められた手順により更新する数値更新手段と、
　前記数値更新手段により更新された数値データを格納する乱数値格納手段と、
　を含み、
　前記制御用マイクロコンピュータは、
　前記乱数値格納手段に格納されている数値データを読み出す処理を行う読出処理手段と
、
　前記読出処理手段により読み出された数値データに基づいて所定の決定を行う制御決定
手段と、
　前記検出信号の入力に基づいて前記数値更新手段により更新された数値データが前記乱
数値格納手段に格納されたときに所定フラグをオン状態にして新たな数値データの格納を
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制限する一方、前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記読出処理手段により読
み出されたときに前記所定フラグをオフ状態にして新たな数値データの格納を許可する制
御手段と、
　前記検出信号の入力に基づいて入力データを更新する入力データ更新手段と、
　を含み、
　前記読出処理手段は、前記入力データが前記検出手段により所定状況が正常に検出され
たことを示す検出状態であるときに数値データを読み出し、
　前記入力データは、前記制御用ＣＰＵによる制御が開始されるときに前記検出状態以外
の状態となるように初期化され、
　前記所定フラグは、前記制御用ＣＰＵによる制御が開始されるときにオフ状態になる、
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機やスロットマシンなどの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機では、所定の契機で抽選を行い、その抽選に当選することで大当りなど
遊技者にとって有利な状態に制御するものが一般的である。抽選を行う方法としては、一
定の範囲で数値を更新するカウンタと、抽選契機となる事象を設け、抽選契機となる事象
が検出された際に、カウンタの数値を抽出し、抽出した値を乱数として用いる方法がある
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１５２２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の遊技機のように、カウンタの数値を抽出して抽選を行う方法では、
抽選契機となる事象が検出されてカウンタの数値を抽出した後、信号線にノイズがのるこ
とによって再度カウンタから数値が抽出された場合、抽選契機となる事象の検出によって
抽出された数値とは異なる数値によって抽選が行われてしまうこととなる。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたものであり、本来の契機とは異なるタ
イミングで抽出された数値を用いて決定が行われてしまうことを防止できる遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　制御処理プログラムに基づき遊技機における制御を実行する制御用ＣＰＵが内蔵された
制御用マイクロコンピュータと、
　前記制御用マイクロコンピュータに内蔵又は外付けされ、乱数値となる数値データを生
成する乱数回路と、
　所定状況を検出し、検出信号を出力する検出手段と、
　を備え、
　前記乱数回路は、
　数値データを予め定められた手順により更新する数値更新手段と、
　前記数値更新手段により更新された数値データを格納する乱数値格納手段と、



(3) JP 6212597 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

　を含み、
　前記制御用マイクロコンピュータは、
　前記乱数値格納手段に格納されている数値データを読み出す処理を行う読出処理手段と
、
　前記読出処理手段により読み出された数値データに基づいて所定の決定を行う制御決定
手段と、
　前記検出信号の入力に基づいて前記数値更新手段により更新された数値データが前記乱
数値格納手段に格納されたときに所定フラグをオン状態にして新たな数値データの格納を
制限する一方、前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記読出処理手段により読
み出されたときに前記所定フラグをオフ状態にして新たな数値データの格納を許可する制
御手段と、
　前記検出信号の入力に基づいて入力データを更新する入力データ更新手段と、
　を含み、
　前記読出処理手段は、前記入力データが前記検出手段により所定状況が正常に検出され
たことを示す検出状態であるときに数値データを読み出し、
　前記入力データは、前記制御用ＣＰＵによる制御が開始されるときに前記検出状態以外
の状態となるように初期化され、
　前記所定フラグは、前記制御用ＣＰＵによる制御が開始されるときにオフ状態になる
　ことを特徴としている。
【０００８】
　本発明の手段１に記載の遊技機は、
　所定の遊技を行うことが可能な遊技機（スロットマシン１）であって、
　数値データを更新する数値更新手段（乱数列変更回路５５５）と、
　所定の信号（スタートスイッチ７のｏｎ）が入力されたことに基づいて前記数値更新手
段（乱数列変更回路５５５）によって更新された数値データを乱数値として抽出し、数値
データ格納領域（乱数値レジスタＲ１Ｄ）に格納する乱数抽出手段（乱数ラッチセレクタ
５５８Ａ）と、
　前記所定の信号（スタートスイッチ７のｏｎ）が入力されたことに基づき前記数値デー
タ格納領域（乱数値レジスタＲ１Ｄ）に格納されている数値データを読み出す数値データ
読出手段（ゲーム開始時の数値データの読み出し）と、
　前記数値データ読出手段が読み出した数値データを用いて遊技に関連する決定を行う遊
技関連決定手段（内部抽選）と、
　前記数値データ格納領域（乱数値レジスタＲ１Ｄ）に前記乱数抽出手段（乱数ラッチセ
レクタ５５８Ａ）により数値データが格納された後、該格納されている数値データが読み
出されるまでは、前記乱数抽出手段（乱数ラッチセレクタ５５８Ａ）により新たな数値デ
ータが格納されることがなく、該格納されている数値データを保持する数値データ保持手
段（新たな数値データのラッチの禁止）と、
　電力供給が停止しても電力供給停止前の制御状態に復帰させるためのバックアップデー
タ（ＲＡＭ５０７の格納データ）を保持するバックアップデータ保持手段（バックアップ
電源）と、
　電断条件（電圧低下信号の検出）が成立したときに前記バックアップデータ（ＲＡＭ５
０７の格納データ）に基づいて復帰可能とするための電断処理（電断処理（メイン））を
実行する電断処理実行手段と、
　前記電断処理（電断処理（メイン））の実行後、電力供給が停止せずに一定時間継続し
た場合に起動命令（ユーザリセット）を行う起動命令手段と、
　前記起動命令（ユーザリセット）を契機に前記バックアップデータ（ＲＡＭ５０７の格
納データ）に基づいて制御状態を復帰させる制御状態復帰手段と、
　前記電断処理（電断処理（メイン））の実行後、電力供給が停止するのを待機している
期間において、前記数値データ格納領域（乱数値レジスタＲ１Ｄ）に数値データが格納さ
れているか否かを判定し、前記数値データが格納されていると判定した場合に、該格納さ
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れている数値データを読み出すことにより、前記数値データ保持手段による数値データの
保持を解除する保持解除手段（数値データのダミー読み出し）と、
　を備える
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、所定の信号の入力により抽出された数値データが数値データ格納領
域に格納された後、該格納された数値データが読み出されるまでは、格納されている数値
データが保持され、新たな数値データによって上書きされてしまうことがないので、静電
気などにより信号線にノイズがのっても数値データが変わってしまうことがなく、このよ
うな場合であっても所定の信号が入力されたタイミングで抽出された数値データと異なる
数値データを用いて入賞の発生を許容するか否かの決定が行われてしまうことがない。
　また、瞬停などにより一時的に電圧が低下して電断処理が実行された場合には、一定時
間が経過しても電力供給が停止しない場合に起動命令が行われ、もとの状態に復帰すると
ともに、電力供給の停止を待機している期間において数値データ格納領域に格納された場
合には、その数値データが読み出され、数値データ保持手段による数値データの保持が解
除されるようになっており、瞬停など、一時的に電圧が不安定となり、信号線にノイズが
のって数値データが数値データ格納領域に格納され、その状態が保持されたままの状態と
なっても、すぐに読み出されて数値データ格納領域に新たな数値データを格納可能な状態
となるため、瞬停などの復帰後、その間にノイズなどによって保持されていた数値データ
を用いて遊技に関連する決定が行われしまうことがなく、本来の抽選契機とは異なるタイ
ミングで抽出された数値を用いて抽選が行われてしまうことを防止できる。
　尚、数値データ保持手段は、前記数値データ格納領域に前記乱数抽出手段により数値デ
ータが格納された後、該格納されている数値データが読み出されるまで、前記乱数抽出手
段による数値データの新たな抽出を禁止することにより、数値データ格納領域に格納され
ている数値データを保持するようにしても良いし、前記数値データ格納領域に前記乱数抽
出手段により数値データが格納された後、該格納されている数値データが読み出されるま
で、前記乱数抽出手段により数値データの抽出が行われても数値データ格納領域への格納
を禁止することにより、数値データ格納領域に格納されている数値データを保持するよう
にしても良い。
【０００９】
　本発明の手段２に記載の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
　前記数値データ読出手段は、前記所定の信号（スタートスイッチ７のｏｎ）が所定期間
（約２．２４ｍｓ）継続して入力されたことを条件に、前記数値データを読み出す
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、静電気などのノイズによって所定の信号の入力が誤って検出された
にも関わらず、数値データが読み出されて遊技に関連する決定が行われてしまうことを防
止できる。
【００１０】
　本発明の手段３に記載の遊技機は、手段２に記載の遊技機であって、
　前記数値データ格納領域（乱数値レジスタＲ１Ｄ）に前記乱数抽出手段（乱数ラッチセ
レクタ５５８Ａ）により数値データが格納されたときに、数値データが新たに格納された
旨を示す格納情報（乱数ラッチフラグ）を設定する格納情報設定手段（乱数ラッチフラグ
レジスタＲＤＦＭ）を備え、
　前記数値データ読出手段は、前記所定の信号（スタートスイッチ７のｏｎ）が所定期間
（約２．２４ｍｓ）継続して入力され、かつ前記格納情報（乱数ラッチフラグ）が設定さ
れていることを条件に、前記数値データを読み出す
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、乱数抽出手段により数値データが抽出されていない状態であるにも
関わらず、数値データが読み出されて遊技に関連する決定が行われてしまうことがなく、
本来の抽選契機のタイミングで抽出された数値データを用いて遊技に関連する決定を行う
ことができる。
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【００１１】
　本発明の手段４に記載の遊技機は、手段１～３のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記遊技機毎に個別に割り当てられた識別符号（ＩＤナンバー）が記憶される不揮発性
メモリ（ＲＯＭ５０６）を備え、
　前記遊技機は、電力供給が開始したときに前記不揮発性メモリ（ＲＯＭ５０６）に記憶
されている識別符号（ＩＤナンバー）に基づいて初期数値データ（数値データのスタート
値）を生成する初期数値データ生成手段（乱数回路設定処理）をさらに備え、
　前記数値更新手段（乱数列変更回路５５５）は、電力供給が開始したときに前記初期数
値データ生成手段（乱数回路設定処理）により生成された初期数値データ（数値データの
スタート値）から前記数値データの更新を開始する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技機毎に個別に割り当てられた識別符号に基づいて生成された初
期数値データから数値データの更新が開始されるので、遊技機毎に初期数値データが異な
り、初期数値データを特定することが困難となるため、特定の数値データのタイミングを
狙って開始操作手段の操作を検出させる不正を効果的に防止できる。
【００１２】
　本発明の手段５に記載の遊技機は、手段１～４のいずれかに記載の遊技機であって、
　遊技の制御を行う遊技制御手段（ＣＰＵ５０５）を備え、
　前記数値データ更新手段（乱数列変更回路５５５）は、前記遊技制御手段（ＣＰＵ５０
５）を動作させるための動作クロック（制御用クロック）とは周期の異なる動作クロック
（乱数用クロック）を入力して前記数値データを更新する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技制御手段の動作と数値データの更新周期とが同期することによ
り、遊技関連決定手段により用いられる乱数値に偏りが生じてしまうことを防止できると
ともに、遊技制御手段に不正基板が接続されても遊技制御手段の動作から数値データの更
新周期を特定することは不可能となるため、特定の数値データのタイミングを狙って所定
の信号を入力させる不正を効果的に防止できる。
【００１３】
　本発明の手段６に記載の遊技機は、手段１～５のいずれかに記載の遊技機であって、
　発光ダイオードにて構成されるＬＥＤ表示器と、
　カウンタ値に基づいて計時を行う計時手段（ウォッチドッグタイマ４９ａ）と、
　前記ＬＥＤ表示器をダイナミック点灯させる駆動信号の入力に基づいて前記計時手段（
ウォッチドッグタイマ４９ａ）のカウンタ値を初期化(クリア)するカウンタ値初期化手段
と、
　を備え、
　前記電断処理（電断処理（メイン））は、前記ＬＥＤ表示器をダイナミック点灯させる
駆動信号の出力を停止させる処理（出力ポートの初期化）を含み、
　前記起動命令手段は、前記計時手段（ウォッチドッグタイマ４９ａ）によるカウンタ値
が初期化されずに予め定められた閾値に到達した場合（オーバーフローした場合）に前記
起動命令（ユーザリセット）を行う
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、ＬＥＤ表示器の駆動信号を監視するのみで正常に動作しているか否
かを監視することが可能となる。
【００１４】
　本発明の手段７に記載の遊技機は、手段１～６のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記遊技機は、電力供給が開始したときに初期数値データ（乱数の初期値）を生成する
初期数値データ生成手段をさらに備え、
　前記数値更新手段は、電力供給が開始したときに前記初期数値データ生成手段により生
成された初期数値データ（乱数の初期値）から前記数値データの更新を開始するが、前記
電断処理の実行後、電力供給が停止するのを待機している期間においても前記数値データ
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の更新を継続し、前記電断処理の実行後、電力供給が停止せずに前記起動命令（ユーザリ
セット）により前記制御状態復帰手段が制御状態を復帰させる場合には、前記初期数値デ
ータ（乱数の初期値）を用いずに前記数値データの更新を継続する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、意図的に起動命令を行わせても数値データの更新は継続するため、
数値データの更新が開始されるタイミングを特定することは困難となり、特定の数値デー
タのタイミングを狙って所定の信号を入力させる不正を効果的に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明が適用された遊技機の一例であるスロットマシンの正面図である。
【図２】スロットマシンの内部構造図である。
【図３】リールの図柄配列を示す図である。
【図４】スロットマシンの構成を示すブロック図である。
【図５】メイン制御部の構成を示すブロック図である。
【図６】メイン制御部におけるアドレスマップの一例を示す図である。
【図７】プログラム管理エリア及び内蔵レジスタの主要部分を例示する図である。
【図８】ヘッダ及び機能設定における設定内容の一例を示す図である。
【図９】第１乱数初期設定、第２乱数初期設定及び割込み初期設定における設定内容の一
例を示す図である。
【図１０】セキュリティ時間設定における設定内容の一例を示す図である。
【図１１】内部情報レジスタの構成例等を示す図である。
【図１２】乱数回路の構成例を示すブロック図である。
【図１３】乱数列変更レジスタの構成例等を示す図である。
【図１４】乱数列変更回路による乱数更新規則の変更動作を示す説明図である。
【図１５】乱数列変更回路による乱数更新規則の変更動作を示す説明図である。
【図１６】乱数値取込レジスタの構成例等を示す図である。
【図１７】乱数ラッチ選択レジスタの構成例等を示す図である。
【図１８】乱数値レジスタの構成例を示す図である。
【図１９】乱数ラッチフラグレジスタの構成例等を示す図である。
【図２０】乱数割込み制御レジスタの構成例等を示す図である。
【図２１】入力ポートレジスタの構成例等を示す図である。
【図２２】入賞として定められた役の構成及び遊技状態別の内部抽選の対象役を示す図で
ある。
【図２３】メイン制御部が起動時に実行する起動処理（メイン）の制御内容を示すフロー
チャートである。
【図２４】メイン制御部が実行するセキュリティチェック処理の制御内容を示すフローチ
ャートである。
【図２５】メイン制御部が実行する乱数回路設定処理の制御内容を示すフローチャートで
ある。
【図２６】メイン制御部が実行する乱数回路異常検査処理の制御内容を示すフローチャー
トである。
【図２７】メイン制御部がエラー発生時に実行するエラー処理の制御内容を示すフローチ
ャートである。
【図２８】メイン制御部が実行する設定変更処理の制御内容を示すフローチャートである
。
【図２９】メイン制御部が設定変更処理後に実行するゲーム処理の制御内容を示すフロー
チャートである。
【図３０】メイン制御部が実行するＢＥＴ処理の制御内容を示すフローチャートである。
【図３１】メイン制御部が実行するＢＥＴ処理の制御内容を示すフローチャートである。
【図３２】メイン制御部が実行するＢＥＴ処理の制御内容を示すフローチャートである。
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【図３３】メイン制御部が一定間隔毎に実行するタイマ割込処理（メイン）の制御内容を
示すフローチャートである。
【図３４】メイン制御部が一定間隔毎に実行するタイマ割込処理（メイン）の制御内容を
示すフローチャートである。
【図３５】メイン制御部がタイマ割込処理（メイン）において実行するスイッチ入力判定
処理の制御内容を示すフローチャートである。
【図３６】メイン制御部がタイマ割込処理（メイン）において電断を検出したことに応じ
て実行する電断処理（メイン）の制御内容を示すフローチャートである。
【図３７】乱数回路における動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図３８】スタートスイッチの操作と乱数値レジスタの関連を示すタイミングチャートで
ある。
【図３９】スタートスイッチの操作と乱数値レジスタの関連を示すタイミングチャートで
ある。
【図４０】スタートスイッチの操作と乱数値レジスタの関連を示すタイミングチャートで
ある。
【図４１】スタートスイッチの操作と乱数値レジスタの関連を示すタイミングチャートで
ある。
【図４２】スタートスイッチの検出状況を示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施例を以下に説明する。
【実施例】
【００１７】
　本発明が適用された遊技機の一例であるスロットマシンの実施例を図面を用いて説明す
ると、本実施例のスロットマシン１は、前面が開口する筐体１ａと、この筐体１ａの側端
に回動自在に枢支された前面扉１ｂと、から構成されている。
【００１８】
　本実施例のスロットマシン１の筐体１ａの内部には、図２に示すように、外周に複数種
の図柄が配列されたリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ（以下、左リール、中リール、右リール）が
水平方向に並設されており、図１に示すように、これらリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒに配列さ
れた図柄のうち連続する３つの図柄が前面扉１ｂに設けられた透視窓３から見えるように
配置されている。
【００１９】
　リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの外周部には、図３に示すように、それぞれ「黒７」、「網７
（図中網掛け７）」、「白７」、「ＢＡＲ」、「リプレイ」、「スイカ」、「黒チェリー
」、「白チェリー」、「ベル」、「オレンジ」といった互いに識別可能な複数種類の図柄
が所定の順序で、それぞれ２１個ずつ描かれている。リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの外周部に
描かれた図柄は、透視窓３において各々上中下三段に表示される。
【００２０】
　各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒは、各々対応して設けられリールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３
２Ｒ（図４参照）によって回転させることで、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの図柄が透視窓
３に連続的に変化しつつ表示されるとともに、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を停止さ
せることで、透視窓３に３つの連続する図柄が表示結果として導出表示されるようになっ
ている。
【００２１】
　リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの内側には、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒそれぞれに対して、基準
位置を検出するリールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒと、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを背面
から照射するリールＬＥＤ５５と、が設けられている。また、リールＬＥＤ５５は、リー
ル２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの連続する３つの図柄に対応する１２のＬＥＤからなり、各図柄をそ
れぞれ独立して照射可能とされている。
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【００２２】
　前面扉１ｂの各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの手前側（遊技者側）の位置には、液晶表示器
５１（図１参照）の表示領域５１ａが配置されている。液晶表示器５１は、液晶素子に対
して電圧が印加されていない状態で、透過性を有するノーマリーホワイトタイプの液晶パ
ネルを有しており、表示領域５１ａの透視窓３に対応する透過領域５１ｂ及び透視窓３を
介して遊技者側から各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが視認できるようになっている。また、表
示領域５１ａの透過領域５１ｂを除く領域の裏面には、背後から表示領域５１ａを照射す
るバックライト（図示略）が設けられているとともに、さらにその裏面には、内部を隠蔽
する隠蔽部材（図示略）が設けられている。
【００２３】
　前面扉１ｂには、メダルを投入可能なメダル投入部４、メダルが払い出されるメダル払
出口９、クレジット（遊技者所有の遊技用価値として記憶されているメダル数）を用いて
メダル１枚分の賭数を設定する際に操作される１枚ＢＥＴスイッチ５、クレジットを用い
て、その範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の賭数のうち最大の賭数（本
実施例では遊技状態がＲＢ（ＢＢ）の場合には２、通常遊技状態では３）を設定する際に
操作されるＭＡＸＢＥＴスイッチ６、クレジットとして記憶されているメダル及び賭数の
設定に用いたメダルを精算する（クレジット及び賭数の設定に用いた分のメダルを返却さ
せる）際に操作される精算スイッチ１０、ゲームを開始する際に操作されるスタートスイ
ッチ７、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ
８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ、が遊技者により操作可能にそれぞれ設けられている。
【００２４】
　また、前面扉１ｂには、クレジットとして記憶されているメダル枚数が表示されるクレ
ジット表示器１１、後述するＢＢ中のメダルの獲得枚数やエラー発生時にその内容を示す
エラーコード等が表示される遊技補助表示器１２、入賞の発生により払い出されたメダル
枚数が表示されるペイアウト表示器１３が設けられている。
【００２５】
　また、前面扉１ｂには、賭数が１設定されている旨を点灯により報知する１ＢＥＴＬＥ
Ｄ１４、賭数が２設定されている旨を点灯により報知する２ＢＥＴＬＥＤ１５、賭数が３
設定されている旨を点灯により報知する３ＢＥＴＬＥＤ１６、メダルの投入が可能な状態
を点灯により報知する投入要求ＬＥＤ１７、スタートスイッチ７の操作によるゲームのス
タート操作が有効である旨を点灯により報知するスタート有効ＬＥＤ１８、ウェイト（前
回のゲーム開始から一定期間経過していないためにリールの回転開始を待機している状態
）中である旨を点灯により報知するウェイト中ＬＥＤ１９、後述するリプレイゲーム中で
ある旨を点灯により報知するリプレイ中ＬＥＤ２０が設けられている。
【００２６】
　ＭＡＸＢＥＴスイッチ６の内部には、１枚ＢＥＴスイッチ５及びＭＡＸＢＥＴスイッチ
６の操作による賭数の設定操作が有効である旨を点灯により報知するＢＥＴスイッチ有効
ＬＥＤ２１（図４参照）が設けられており、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの内部に
は、該当するストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒによるリールの停止操作が有効である旨
を点灯により報知する左、中、右停止有効ＬＥＤ２２Ｌ、２２Ｃ、２２Ｒ（図４参照）が
それぞれ設けられている。
【００２７】
　前面扉１ｂの内側には、所定のキー操作により後述するエラー状態及び後述する打止状
態を解除するためのリセット操作を検出するリセットスイッチ２３、後述する設定値の変
更中や設定値の確認中にその時点の設定値が表示される設定値表示器２４、メダル投入部
４から投入されたメダルの流路を、筐体１ａ内部に設けられた後述のホッパータンク３４
ａ（図２参照）側またはメダル払出口９側のいずれか一方に選択的に切り替えるための流
路切替ソレノイド３０、メダル投入部４から投入され、ホッパータンク３４ａ側に流下し
たメダルを検出する投入メダルセンサ３１を有するメダルセレクタ（図示略）、前面扉１
ｂの開放状態を検出するドア開放検出スイッチ２５（図４参照）、通常時においてはエラ
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ー状態や後述の打止状態を解除するためのリセットスイッチとして機能し、後述の設定変
更状態においては後述する内部抽選の当選確率（出玉率）の設定値を変更するための設定
スイッチとして機能するリセット／設定スイッチ３８が設けられている。
【００２８】
　筐体１ａ内部には、図２に示すように、前述したリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ、リールモー
タ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒのリール基準位置をそれぞれ検出
可能なリールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒ（図４参照）からなるリールユニット２、外
部出力信号を出力するための外部出力基板１０００、メダル投入部４から投入されたメダ
ルを貯留するホッパータンク３４ａ、ホッパータンク３４ａに貯留されたメダルをメダル
払出口９より払い出すためのホッパーモータ３４ｂ、ホッパーモータ３４ｂの駆動により
払い出されたメダルを検出する払出センサ３４ｃからなるホッパーユニット３４、電源ボ
ックス１００が設けられている。
【００２９】
　ホッパーユニット３４の側部には、ホッパータンク３４ａから溢れたメダルが貯留され
るオーバーフロータンク３５が設けられている。オーバーフロータンク３５の内部には、
貯留された所定量のメダルを検出可能な高さに設けられた左右に離間する一対の導電部材
からなる満タンセンサ３５ａが設けられており、導電部材がオーバーフロータンク３５内
に貯留されたメダルを介して接触することにより導電したときに内部に貯留されたメダル
貯留量が所定量以上となったこと、すなわちオーバーフロータンクが満タン状態となった
ことを検出できるようになっている。
【００３０】
　電源ボックス１００の前面には、後述のＢＢ終了時に打止状態（リセット操作がなされ
るまでゲームの進行が規制される状態）に制御する打止機能の有効／無効を選択するため
の打止スイッチ３６ａ、後述のＢＢ終了時に自動精算処理（クレジットとして記憶されて
いるメダルを遊技者の操作によらず精算（返却）する処理）に制御する自動精算機能の有
効／無効を選択するための自動精算スイッチ３６ｂ、設定変更状態または設定確認状態に
切り替えるための設定キースイッチ３７、電源をＯＮ／ＯＦＦする際に操作される電源ス
イッチ３９が設けられている。
【００３１】
　本実施例のスロットマシン１においてゲームを行う場合には、まず、メダルをメダル投
入部４から投入するか、或いはクレジットを使用して賭数を設定する。クレジットを使用
するには１枚ＢＥＴスイッチ５またはＭＡＸＢＥＴスイッチ６を操作すれば良い。遊技状
態に応じて定められた規定数の賭数が設定されると、入賞ラインＬ１～Ｌ５（図１参照）
が有効となり、スタートスイッチ７の操作が有効な状態、すなわち、ゲームが開始可能な
状態となる。本実施例では、規定数の賭数として遊技状態がＲＢ（ＢＢ）では２枚、通常
遊技状態では３枚が定められている。尚、遊技状態に対応する規定数のうち最大数を超え
てメダルが投入された場合には、その分はクレジットに加算される。
【００３２】
　入賞ラインとは、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの透視窓３に表示された図柄の組合せが入
賞図柄の組合せであるかを判定するために設定されるラインである。本実施例では、図１
に示すように、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの中段に並んだ図柄に跨って設定された入賞ラ
インＬ１、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの上段に並んだ図柄に跨って設定された入賞ライン
Ｌ２、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの下段に並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインＬ３
、リール２Ｌの上段、リール２Ｃの中段、リール２Ｒの下段、すなわち右下がりに並んだ
図柄に跨って設定された入賞ラインＬ４、リール２Ｌの下段、リール２Ｃの中段、リール
２Ｒの上段、すなわち右上がりに並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインＬ５の５種類
が入賞ラインとして定められている。
【００３３】
　ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ７を操作すると、各リール２Ｌ、２Ｃ、２
Ｒが回転し、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれか
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のストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操作すると、対応するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの
回転が停止し、透視窓３に表示結果が導出表示される。
【００３４】
　そして全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されることで１ゲームが終了し、有効化さ
れたいずれかの入賞ラインＬ１～Ｌ５上に予め定められた図柄の組合せ（以下、役とも呼
ぶ）が各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、その
入賞に応じて定められた枚数のメダルが遊技者に対して付与され、クレジットに加算され
る。また、クレジットが上限数（本実施例では５０）に達した場合には、メダルが直接メ
ダル払出口９（図１参照）から払い出されるようになっている。尚、有効化された複数の
入賞ライン上にメダルの払出を伴う図柄の組合せが揃った場合には、有効化された入賞ラ
インに揃った図柄の組合せそれぞれに対して定められた払出枚数を合計し、合計した枚数
のメダルが遊技者に対して付与されることとなる。ただし、１ゲームで付与されるメダル
の払出枚数には、上限（本実施例では１５枚）が定められており、合計した払出枚数が上
限を超える場合には、上限枚数のメダルが付与されることとなる。また、有効化されたい
ずれかの入賞ラインＬ１～Ｌ５上に、遊技状態の移行を伴う図柄の組合せが各リール２Ｌ
、２Ｃ、２Ｒの表示結果として停止した場合には図柄の組合せに応じた遊技状態に移行す
るようになっている。
【００３５】
　図４は、スロットマシン１の構成を示すブロック図である。スロットマシン１には、図
４に示すように、遊技制御基板４０、演出制御基板９０、電源基板１０１が設けられてお
り、遊技制御基板４０によって遊技状態が制御され、演出制御基板９０によって遊技状態
に応じた演出が制御され、電源基板１０１によってスロットマシン１を構成する電気部品
の駆動電源が生成され、各部に供給される。
【００３６】
　電源基板１０１には、外部からＡＣ１００Ｖの電源が供給されるとともに、このＡＣ１
００Ｖの電源からスロットマシン１を構成する電気部品の駆動に必要な直流電圧が生成さ
れ、遊技制御基板４０及び遊技制御基板４０を介して接続された演出制御基板９０に供給
されるようになっている。
【００３７】
　また、電源基板１０１には、前述したホッパーモータ３４ｂ、払出センサ３４ｃ、満タ
ンセンサ３５ａ、打止スイッチ３６ａ、自動精算スイッチ３６ｂ、設定キースイッチ３７
、電源スイッチ３９が接続されている。
【００３８】
　遊技制御基板４０には、前述した１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６、ス
タートスイッチ７、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ、精算スイッチ１０、リセットス
イッチ２３、投入メダルセンサ３１、ドア開放検出スイッチ２５、リセット／設定スイッ
チ３８、リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒが接続されているとともに、電源基板１０
１を介して前述した払出センサ３４ｃ、満タンセンサ３５ａ、打止スイッチ３６ａ、自動
精算スイッチ３６ｂ、設定キースイッチ３７が接続されており、これら接続されたスイッ
チ類の検出信号が入力されるようになっている。
【００３９】
　また、遊技制御基板４０には、前述したクレジット表示器１１、遊技補助表示器１２、
ペイアウト表示器１３、１～３ＢＥＴＬＥＤ１４～１６、投入要求ＬＥＤ１７、スタート
有効ＬＥＤ１８、ウェイト中ＬＥＤ１９、リプレイ中ＬＥＤ２０、ＢＥＴスイッチ有効Ｌ
ＥＤ２１、左、中、右停止有効ＬＥＤ２２Ｌ、２２Ｃ、２２Ｒ、設定値表示器２４、流路
切替ソレノイド３０、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒが接続されているとともに、
電源基板１０１を介して前述したホッパーモータ３４ｂが接続されており、これら電気部
品は、遊技制御基板４０に搭載された後述のメイン制御部４１の制御に基づいて駆動され
るようになっている。
【００４０】
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　遊技制御基板４０には、メイン制御部４１、制御用クロック生成回路４２、乱数用クロ
ック生成回路４３、スイッチ検出回路４４、モータ駆動回路４５、ソレノイド駆動回路４
６、ＬＥＤ駆動回路４７、電断検出回路４８、リセット回路４９が搭載されている。
【００４１】
　メイン制御部４１は、１チップマイクロコンピュータにて構成され、後述するＲＯＭ５
０６に記憶された制御プログラムを実行して、遊技の進行に関する処理を行うととともに
、遊技制御基板４０に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。
【００４２】
　制御用クロック生成回路４２は、メイン制御部４１の外部にて、所定周波数の発振信号
となる制御用クロックＣＣＬＫを生成する。制御用クロック生成回路４２により生成され
た制御用クロックＣＣＬＫは、例えば図５（Ａ）に示すようなメイン制御部４１の制御用
外部クロック端子ＥＸＣを介してクロック回路５０２に供給される。乱数用クロック生成
回路４３は、メイン制御部４１の外部にて、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数とは異
なる所定周波数の発振信号となる乱数用クロックＲＣＬＫを生成する。乱数用クロック生
成回路４３により生成された乱数用クロックＲＣＬＫは、例えば図５（Ａ）に示すような
メイン制御部４１の乱数用外部クロック端子ＥＲＣを介して乱数回路５０９に供給される
。一例として、乱数用クロック生成回路４３により生成される乱数用クロックＲＣＬＫの
発振周波数は、制御用クロック生成回路４２により生成される制御用クロックＣＣＬＫの
発振周波数以下となるようにすれば良い。
【００４３】
　スイッチ検出回路４４は、遊技制御基板４０に直接または電源基板１０１を介して接続
されたスイッチ類から入力された検出信号を取り込んでメイン制御部４１に伝送する。モ
ータ駆動回路４５は、メイン制御部４１から出力されたモータ駆動信号をリールモータ３
２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒに伝送する。ソレノイド駆動回路４６は、メイン制御部４１から出
力されたソレノイド駆動信号を流路切替ソレノイド３０に伝送する。ＬＥＤ駆動回路は、
メイン制御部４１から出力されたＬＥＤ駆動信号を遊技制御基板４０に接続された各種表
示器やＬＥＤに伝送する。電断検出回路４８は、スロットマシン１に供給される電源電圧
を監視し、電圧低下を検出したときに、その旨を示す電圧低下信号をメイン制御部４１に
対して出力する。リセット回路４９は、電源投入時または電源遮断時などの電源が不安定
な状態においてメイン制御部４１にシステムリセット信号を与える。また、リセット回路
４９は、ウォッチドッグタイマ４９ａ（図５（Ｂ）参照）を内蔵し、ウォッチドッグタイ
マ４９ａがタイムアップした場合、すなわちメイン制御部４１のＣＰＵ５０５の動作が一
定時間停止した場合においてメイン制御部４１にユーザリセット信号を与える。
【００４４】
　図５（Ａ）は、遊技制御基板４０に搭載されたメイン制御部４１の構成例を示している
。図５に示すメイン制御部４１は、１チップマイクロコンピュータであり、外部バスイン
タフェース５０１と、クロック回路５０２と、固有情報記憶回路５０３と、リセット／割
込コントローラ５０４と、ＣＰＵ５０５と、ＲＯＭ５０６と、ＲＡＭ５０７と、ＣＴＣ（
カウンタ／タイマサーキット）５０８と、乱数回路５０９と、ＰＩＰ（パラレルインプッ
トポート）５１０と、シリアル通信回路５１１と、アドレスデコード回路５１２とを備え
て構成される。
【００４５】
　図６は、メイン制御部４１におけるアドレスマップの一例を示している。図６に示すよ
うに、アドレス００００Ｈ～アドレス１ＦＦＦＨの領域は、ＲＯＭ５０６に割り当てられ
、ユーザプログラムエリアとプログラム管理エリアとを含んでいる。図７（Ａ）は、ＲＯ
Ｍ５０６におけるプログラム管理エリアの主要部分について、用途や内容の一例を示して
いる。アドレス２０００Ｈ～アドレス２０ＦＦＨの領域は、メイン制御部４１の内蔵レジ
スタに割り当てられる内蔵レジスタエリアである。図７（Ｂ）は、内蔵レジスタエリアの
主要部分について、用途や内容の一例を示している。アドレス７Ｅ００Ｈ～アドレス７Ｆ
ＦＦＨの領域は、ＲＡＭ５０７に割り当てられたワークエリアであり、Ｉ／Ｏマップやメ
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モリマップに割り付けることができる。アドレスＦＤＤ０Ｈ～アドレスＦＤＦＢＨの領域
は、アドレスデコード回路５１２に割り当てられるＸＣＳデコードエリアである。
【００４６】
　プログラム管理エリアは、ＣＰＵ５０５がユーザプログラムを実行するために必要な情
報を格納する記憶領域である。図７（Ａ）に示すように、プログラム管理エリアには、ヘ
ッダＫＨＤＲ、機能設定ＫＦＣＳ、第１乱数初期設定ＫＲＳ１、第２乱数初期設定ＫＲＳ
２、割込初期設定ＫＩＩＳ、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳなどが、含まれている。
【００４７】
　プログラム管理エリアに記憶されるヘッダＫＨＤＲは、メイン制御部４１における内部
データの読出設定を示す。図８（Ａ）は、ヘッダＫＨＤＲにおける設定データと動作との
対応関係を例示している。ここで、メイン制御部４１では、ＲＯＭ読出防止機能と、バス
出力マスク機能とを設定可能である。ＲＯＭ読出防止機能は、メイン制御部４１が備える
ＲＯＭ５０６の記憶データについて、読出動作を許可又は禁止する機能であり、読出禁止
に設定された状態では、ＲＯＭ５０６の記憶データを読み出すことができない。バス出力
マスク機能は、外部バスインタフェース５０１に接続された外部装置からメイン制御部４
１の内部データに対する読出要求があった場合に、外部バスインタフェース５０１におけ
るアドレスバス出力、データバス出力及び制御信号出力にマスクをかけることにより、外
部装置から内部データの読み出しを不能にする機能である。図８（Ａ）に示すように、ヘ
ッダＫＨＤＲの設定データに対応して、ＲＯＭ読出防止機能やバス出力マスク機能の動作
組合せが異なるように設定される。図８（Ａ）に示す設定データのうち、ＲＯＭ読出が許
可されるとともに、バス出力マスクが有効となる設定データは、バス出力マスク有効デー
タともいう。また、ＲＯＭ読出が禁止されるとともに、バス出力マスクが有効となる設定
データ（全て「００Ｈ」）は、ＲＯＭ読出禁止データともいう。ＲＯＭ読出が許可される
とともに、バス出力マスクが無効となる設定データは、バス出力マスク無効データともい
う。
【００４８】
　プログラム管理エリアに記憶される機能設定ＫＦＣＳは、メイン制御部４１におけるウ
ォッチドッグタイマの動作設定や、各種機能兼用端子の使用設定を示す。図８（Ｂ）は、
機能設定ＫＦＣＳにおける設定内容の一例を示している。
【００４９】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［７－５］は、例えばリセット／割込コントローラ５０
４における割込要因として設定可能なウォッチドッグタイマの動作許可／禁止や、許可し
た場合の周期を示している。本実施例では、外部のウォッチドッグタイマを用いるため、
ウォッチドッグタイマを動作禁止に設定している。機能設定ＫＦＣＳのビット番号［４］
は、メイン制御部４１における所定の機能兼用端子（第１兼用端子）を、シリアル通信回
路５１１が使用する第２チャネル送信端子ＴＸＢとするか、アドレスデコード回路５１２
が使用するチップセレクト出力端子ＸＣＳ１３とするかを指定するＴＸＢ端子設定である
。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［４］におけるビット値
が“０”であれば、第１兼用端子がシリアル通信回路５１１での第２チャネル送信に使用
される第２チャネル送信端子ＴＸＢの設定となる。これに対して、そのビット値が“１”
であれば、第１兼用端子がアドレスデコード回路５１２で使用されるチップセレクト出力
端子ＸＣＳ１３の設定となる。本実施例では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［４］を“
０”として、第１兼用端子を第２チャネル送信端子ＴＸＢに設定することにより、演出制
御基板９０との間でのシリアル通信を可能にする。
【００５０】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［３］は、メイン制御部４１における所定の機能兼用端
子（第２兼用端子）を、シリアル通信回路５１１が使用する第１チャネル送信端子ＴＸＡ
とするか、アドレスデコード回路５１２が使用するチップセレクト出力端子ＸＣＳ１２と
するかを示すＴＸＡ端子設定である。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳの
ビット番号［３］におけるビット値が“０”であれば、第２兼用端子がシリアル通信回路
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５１１での第１チャネル送信に使用される第１チャネル送信端子ＴＸＡの設定となる。こ
れに対して、そのビット値が“１”であれば、第２兼用端子がアドレスデコード回路５１
２で使用されるチップセレクト出力端子ＸＣＳ１２の設定となる。本実施例では、機能設
定ＫＦＣＳのビット番号［３］を“０”として、第２兼用端子を第１チャネル送信端子Ｔ
ＸＡに設定しているが、第１チャンネル受信は未使用とされている。
【００５１】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［２］は、メイン制御部４１における所定の機能兼用端
子（第３兼用端子）を、シリアル通信回路５１１が使用する第１チャネル受信端子ＲＸＡ
とするか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ５とするかを示すＲＸＡ端子設定である
。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［２］におけるビット値
が“０”であれば、第３兼用端子がシリアル通信回路５１１での第１チャネル受信に使用
される第１チャネル受信端子ＲＸＡの設定となる。これに対して、そのビット値が“１”
であれば、第３兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ５の設定となる。本実
施例では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［２］を“０”として、第３兼用端子を第１チ
ャネル受信端子ＲＸＡに設定しているが、第１チャンネル受信は未使用とされている。
【００５２】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［１］は、メイン制御部４１における所定の機能兼用端
子（第４兼用端子）を、ＣＰＵ５０５等に接続される外部ノンマスカブル割込端子ＸＮＭ
Ｉとするか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ４とするかを示すＮＭＩ接続設定であ
る。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［１］におけるビット
値が“０”であれば、第４兼用端子がＣＰＵ５０５等に接続される外部ノンマスカブル割
込端子ＸＮＭＩの設定となる（ＣＰＵ接続）。これに対して、そのビット値が“１”であ
れば、第４兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ４の設定となる（ＣＰＵ非
接続）。本実施例では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［１］を“１”として、第４兼用
端子をＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ４に設定しているが、入力ポートＰ４は未
使用とされている。
【００５３】
　機能設定ＫＦＣＳのビット番号［０］は、メイン制御部４１における所定の機能兼用端
子（第５兼用端子）を、ＣＰＵ５０５等に接続される外部マスカブル割込端子ＸＩＮＴと
するか、ＰＩＰ５１０が使用する入力ポートＰ３とするかを示すＸＩＮＴ接続設定である
。図８（Ｂ）に示す例において、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［０］におけるビット値
が“０”であれば、第５兼用端子がＣＰＵ５０５等に接続される外部マスカブル割込端子
ＸＩＮＴの設定となる（ＣＰＵ接続）。これに対して、そのビット値が“１”であれば、
第５兼用端子がＰＩＰ５１０で使用される入力ポートＰ３の設定となる（ＣＰＵ非接続）
。本実施例では、機能設定ＫＦＣＳのビット番号［０］を“０”として、第４兼用端子を
ＣＰＵ５０５等に接続される外部マスカブル割込端子ＸＩＮＴに設定することにより、電
断検出回路４８からの電圧低下信号が入力される。
【００５４】
　プログラム管理エリアに記憶される第１乱数初期設定ＫＲＳ１及び第２乱数初期設定Ｋ
ＲＳ２は、乱数回路５０９の初期設定を示す。図９（Ａ）は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１
における設定内容の一例を示している。図９（Ｂ）は、第２乱数初期設定ＫＲＳ２におけ
る設定内容の一例を示している。
【００５５】
　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［３］は、乱数回路５０９を使用するか否かを
示す乱数回路使用設定である。図９（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ１
のビット番号［３］におけるビット値が“０”であれば、乱数回路５０９を使用しない設
定となる一方（未使用）、“１”であれば、乱数回路５０９を使用する設定となる（使用
）。本実施例では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［３］を“１”として、乱数
回路５０９を使用可能に設定する。
【００５６】
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　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］は、乱数回路５０９における乱数値とな
る数値データの更新に用いられる乱数更新クロックＲＧＫ（図１２参照）を、内部システ
ムクロックＳＣＬＫとするか、乱数用クロックＲＣＬＫの２分周とするかを示す乱数更新
クロック設定である。図９（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット
番号［２］におけるビット値が“０”であれば、内部システムクロックＳＣＬＫを乱数更
新クロックＲＧＫに用いる設定となる一方、“１”であれば、乱数用クロックＲＣＬＫを
２分周して乱数更新クロックＲＧＫに用いる設定となる。本実施例では、第１乱数初期設
定ＫＲＳ１のビット番号［２］を“１”として、乱数用クロックＲＣＬＫを２分周して乱
数更新クロックＲＧＫに用いる設定とする。
【００５７】
　第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］は、乱数回路５０９における乱数更
新規則を変更するか否かや、変更する場合における変更方式を示す乱数更新規則設定であ
る。図９（Ａ）に示す例において、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］に
おけるビット値が“００”であれば、乱数更新規則を変更しない設定となり、“０１”で
あれば、２周目以降にて乱数更新規則をソフトウェアにより変更する設定となり、“１０
”であれば、２周目以降にて乱数更新規則を自動で変更する設定となる。
【００５８】
　第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［３－２］は、固定のビット値“００”が設定
される。尚、図９（Ｂ）における「００Ｂ」の“Ｂ”は２進数表示であることを示す。第
２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］は、乱数回路５０９における乱数値とな
る数値データでのスタート値に関する設定を示す。図９（Ｂ）に示す例において、第２乱
数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値が“０”であれば、スタート値
が所定のデフォルト値０００１Ｈに設定される一方、“１”であるときには、メイン制御
部４１毎に付与された固有の識別情報であるＩＤナンバーに基づく値がスタート値に設定
される。また、図９（Ｂ）に示す例では、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］
におけるビット値が“０”であれば、システムリセット毎にスタート値を変更しない設定
となる一方、“１”であるときには、システムリセット毎にスタート値を変更する設定と
なる。尚、スタート値をＩＤナンバーに基づく値に設定する場合には、ＩＤナンバーに所
定のスクランブル処理を施す演算や、ＩＤナンバーを用いた加算・減算・乗算・除算など
の演算の一部又は全部を実行して、算出された値をスタート値に用いるようにすれば良い
。また、スタート値をシステムリセット毎に変更する場合には、例えばメイン制御部４１
に内蔵されたフリーランカウンタのカウント値を、システムリセットの発生時にメイン制
御部４１が備える所定の内蔵レジスタ（乱数スタート値用レジスタ）に格納する。そして
、初期設定時に乱数スタート値用レジスタの格納値をそのまま用いること、或いは、その
格納値を所定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた値を用いることなど
により、スタート値がランダムに決定されれば良い。フリーランカウンタは、遊技制御基
板４０におけるバックアップ箇所と共通のバックアップ電源を用いてバックアップされる
ものであれば良い。或いは、フリーランカウンタは、ＲＡＭ５０７におけるバックアップ
領域などに用いられるバックアップ電源とは別個に設けられた電源によりバックアップさ
れても良い。こうして、フリーランカウンタがバックアップ電源によってバックアップさ
れることで、電力供給が停止した場合でも、所定期間はフリーランカウンタにおけるカウ
ント値が保存されることになる。
【００５９】
　尚、乱数回路５０９にて乱数値となる数値データを生成するための回路が２系統（第１
及び第２チャネル対応）設けられる場合には、図９（Ａ）及び（Ｂ）に示す第１乱数初期
設定ＫＲＳ１のビット番号［３－０］と第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［３－０
］とを、第１チャネルにおける初期設定を示すものとして使用する。その一方で、第１乱
数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［７－４］や第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［
７－４］を（図９（Ａ）及び（Ｂ）では省略）、第２チャネルにおける初期設定を示すも
のとして使用すれば良い。
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【００６０】
　プログラム管理エリアに記憶される割込初期設定ＫＩＩＳは、メイン制御部４１にて発
生するマスカブル割込の取扱いに関する初期設定を示す。図９（Ｃ）は、割込初期設定Ｋ
ＩＩＳにおける設定内容の一例を示している。
【００６１】
　割込初期設定ＫＩＩＳのビット番号［７－４］では、割込ベクタの上位４ビットを設定
する。割込初期設定ＫＩＩＳのビット番号［３－０］では、マスカブル割込要因の優先度
の組合せを設定する。図９（Ｃ）に示す例において、割込初期設定ＫＩＩＳのビット番号
［３－０］により「００Ｈ」～「０２Ｈ」及び「０６Ｈ」のいずれかが指定されれば、Ｃ
ＴＣ５０８からのマスカブル割込要因を最優先とする優先度の組合せが設定される。これ
に対して、「０３Ｈ」及び「０７Ｈ」のいずれかが指定されれば、乱数回路５０９からの
マスカブル割込要因を最優先とする優先度の組合せが設定される。また、「０４Ｈ」及び
「０５Ｈ」のいずれかが指定されれば、シリアル通信回路５１１からのマスカブル割込要
因を最優先とする優先度の組合せが設定される。尚、同一回路からのマスカブル割込要因
を最優先とする優先度の組合せでも、指定値が異なる場合には、最優先となるマスカブル
割込要因の種類や第２順位以下における優先度の組合せなどが異なっている。
【００６２】
　プログラム管理エリアに記憶されるセキュリティ時間設定ＫＳＥＳは、乱数用クロック
ＲＣＬＫの周波数を監視する場合に異常を検知する周波数や、メイン制御部４１の動作開
始時などに移行するセキュリティモードの時間（セキュリティ時間）に関する設定を示す
。ここで、メイン制御部４１の動作モードがセキュリティモードであるときには、所定の
セキュリティチェック処理が実行されて、ＲＯＭ５０６の記憶内容が変更されたか否かが
検査される。図１０（Ａ）は、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳにおける設定内容の一例を
示している。
【００６３】
　セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］は、乱数用クロックＲＣＬＫの
周波数を監視する場合に異常が検出される周波数を示す乱数用クロック異常検出設定であ
る。図１０（Ｂ）は、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］における設
定内容の一例を示している。セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７－６］は、
内部システムクロックＳＣＬＫの周波数に基づき、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数が異
常と検知される基準値（判定値）を指定する。セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番
号「５」は、固定のビット値“０”が設定される。
【００６４】
　セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］は、セキュリティ時間をシステ
ムリセット毎にランダムな時間分延長する場合の時間設定を示す。図１０（Ｃ）は、セキ
ュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］における設定内容の一例を示している
。図１０（Ｃ）に示す例において、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３
］におけるビット値が“００”であれば、ランダムな時間延長を行わない設定となる。こ
れに対して、そのビット値が“０１”であればショートモードの設定となり、“１０”で
あればロングモードの設定となる。ここで、ショートモードやロングモードが指定された
場合には、例えばメイン制御部４１に内蔵されたフリーランカウンタのカウント値を、シ
ステムリセットの発生時にメイン制御部４１が備える所定の内蔵レジスタ（可変セキュリ
ティ時間用レジスタ）に格納する。そして、初期設定時に可変セキュリティ時間用レジス
タの格納値をそのまま用いること、或いは、その格納値を所定の演算関数（例えばハッシ
ュ関数）に代入して得られた値を用いることなどにより、セキュリティ時間を延長する際
の延長時間がランダムに決定されれば良い。一例として、内部システムクロックＳＣＬＫ
の周波数が６．０ＭＨｚである場合には、ショートモードにおいて０～６８０μｓ（マイ
クロ秒）の範囲で延長時間がランダムに決定され、ロングモードにおいて０～３４８，１
６０μｓの範囲で延長時間がランダムに決定される。また、他の一例として、内部システ
ムクロックＳＣＬＫの周波数が１０．０ＭＨｚである場合には、ショートモードにおいて
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０～４０８μｓの範囲で延長時間がランダムに決定され、ロングモードにおいて０～２０
８，８９６μｓの範囲で延長時間がランダムに決定される。尚、セキュリティ時間を延長
する際の延長時間をシステムリセット毎にランダムに決定するために用いられるフリーラ
ンカウンタは、乱数回路５０９にて生成される乱数のスタート値をシステムリセット毎に
ランダムに決定するために用いられるフリーランカウンタと、同一のカウンタであっても
良いし、別個に設けられたカウンタであっても良い。
【００６５】
　セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］は、セキュリティ時間を固定時
間に加えて予め選択可能な複数の延長時間のいずれかとする場合の時間設定を示す。図１
０（Ｄ）は、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］における設定内容の
一例を示している。図１０（Ｄ）に示す例において、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビ
ット番号［２－０］におけるビット値が“０００”であれば、固定時間に加える延長時間
がなく延長しない設定となる。これに対して、そのビット値が“０００”以外の値であれ
ば、内部システムクロックＳＣＬＫの周期ＴＳＣＬＫを用いて定められる複数の延長時間
のいずれかに設定される。この場合には、指定されたビット値に応じて、異なる延長時間
の設定となる。一例として、内部システムクロックＳＣＬＫの周波数が６．０ＭＨｚであ
る場合に、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“
００１”であれば、固定時間に加えて約６９９．１ｍｓ（ミリ秒）の延長時間が設定され
る。また、他の一例として、内部システムクロックＳＣＬＫの周波数が１０．０ＭＨｚで
ある場合に、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が
“００１”であれば、固定時間に加えて約４１９．４ｍｓの延長時間が設定される。
【００６６】
　また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値により
ショートモード又はロングモードを設定するとともに、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳの
ビット番号［２－０］におけるビット値を“０００”以外とすることにより固定時間に加
える延長時間を設定することもできる。この場合には、ビット番号［２－０］におけるビ
ット値に対応した延長時間と、ビット番号［４－３］におけるビット値に基づいてランダ
ムに決定された延長時間との双方が、固定時間に加算されて、メイン制御部４１がセキュ
リティモードとなるセキュリティ時間が決定されることになる。
【００６７】
　図５（Ａ）に示すメイン制御部４１が備える外部バスインタフェース５０１は、メイン
制御部４１を構成するチップの外部バスと内部バスとのインタフェース機能や、アドレス
バス、データバス及び各制御信号の方向制御機能などを有するバスインタフェースである
。例えば、外部バスインタフェース５０１は、メイン制御部４１に外付けされた外部メモ
リや外部入出力装置などに接続され、これらの外部装置との間でアドレス信号やデータ信
号、各種の制御信号などを送受信するものであれば良い。この実施の形態において、外部
バスインタフェース５０１には、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａが含まれている
。
【００６８】
　内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部バスインタフェース５０１を介した外
部装置からメイン制御部４１の内部データに対するアクセスを制御して、例えばＲＯＭ５
０６に記憶されたゲーム制御用プログラムや固定データといった、内部データの不適切な
外部読出を制限するための回路である。ここで、外部バスインタフェース５０１には、例
えばインサーキットエミュレータ（ＩＣＥ）といった回路解析装置が、外部装置として接
続されることがある。
【００６９】
　一例として、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアに記憶されたヘッダＫＨＤＲの内容
に応じて、ＲＯＭ５０６における記憶データの読み出しを禁止するか許可するかを切り替
えられるようにする。例えば、ヘッダＫＨＤＲがバス出力マスク無効データとなっている
場合には、外部装置によるＲＯＭ５０６の読み出しを可能にして、内部データの外部読出
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を許可する。これに対して、ヘッダＫＨＤＲがバス出力マスク有効データとなっている場
合には、例えば外部バスインタフェース５０１におけるアドレスバス出力、データバス出
力及び制御信号出力にマスクをかけることなどにより、外部装置からＲＯＭ５０６の読み
出しを不能にして、内部データの外部読出を禁止する。この場合、外部バスインタフェー
ス５０１に接続された外部装置から内部データの読み出しが要求されたときには、予め定
められた固定値を出力することで、外部装置からは内部データを読み出すことができない
ようにする。また、ヘッダＫＨＤＲがＲＯＭ読出禁止データとなっている場合には、ＲＯ
Ｍ５０６自体を読出不能として、ＲＯＭ５０６における記憶データの読み出しを防止して
も良い。そして、例えば製造段階のＲＯＭでは、ヘッダＫＨＤＲをＲＯＭ読出禁止データ
とすることで、ＲＯＭ自体を読出不能としておき、開発用ＲＯＭとするのであればバス出
力マスク無効データをヘッダＫＨＤＲに書き込むことで、外部装置による内部データの検
証を可能にする。これに対して、量産用ＲＯＭとするのであればバス出力マスク有効デー
タをヘッダＫＨＤＲに書き込むことで、ＣＰＵ５０５などによるメイン制御部４１の内部
におけるＲＯＭ５０６の読み出しは可能とする一方で、外部装置によるＲＯＭ５０６の読
み出しはできないようにすれば良い。
【００７０】
　他の一例として、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、ＲＯＭ５０６における記
憶データの全部又は一部といった、メイン制御部４１の内部データの読み出しが、外部バ
スインタフェース５０１に接続された外部装置から要求されたことを検出する。この読出
要求を検出したときに、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、メイン制御部４１の
内部データの読み出しを許可するか否かの判定を行う。例えば、ＲＯＭ５０６における記
憶データの全部又は一部に暗号化処理が施されているものとする。この場合、内部リソー
スアクセス制御回路５０１Ａは、外部装置からの読出要求がＲＯＭ５０６に記憶された暗
号化処理プログラムや鍵データ等に対する読出要求であれば、この読出要求を拒否して、
メイン制御部４１の内部データの読み出しを禁止する。外部バスインタフェース５０１で
は、ＲＯＭ５０６の記憶データが出力される出力ポートと、内部バスとの間にスイッチ素
子を設け、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａが内部データの読み出しを禁止した場
合には、このスイッチ素子をオフ状態とするように制御すれば良い。このように、内部リ
ソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部装置からの読出要求が所定の内部データ（例え
ばＲＯＭ５０６の所定領域）の読み出しを要求するものであるか否かに応じて、内部デー
タの読み出しを禁止するか許可するかを決定するようにしても良い。
【００７１】
　或いは、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、内部データの読出要求を検出した
ときに、所定の認証コードが外部装置から入力されたか否かを判定しても良い。この場合
には、例えば内部リソースアクセス制御回路５０１Ａの内部或いはＲＯＭ５０６の所定領
域に、認証コードとなる所定のコードパターンが予め記憶されていれば良い。そして、外
部装置から認証コードが入力されたときには、この認証コードを内部記憶された認証コー
ドと比較して、一致すれば読出要求を受容して、メイン制御部４１の内部データの読み出
しを許可する。これに対して、外部装置から入力された認証コードが内部記憶された認証
コードと一致しない場合には、読出要求を拒否して、メイン制御部４１の内部データの読
み出しを禁止する。このように、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部装置か
ら入力された認証コードが内部記憶された認証コードと一致するか否かに応じて、内部デ
ータの読み出しを禁止するか許可するかを決定するようにしても良い。これにより、検査
機関などが予め知得した正しい認証コードを用いて、メイン制御部４１の内部データを損
なうことなく読み出すことができ、内部データの正当性を適切に検査することなどが可能
になる。
【００７２】
　さらに他の一例として、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａに読出禁止フラグを設
け、読出禁止フラグがオン状態であれば外部装置によるＲＯＭ５０６の読み出しを禁止す
る。その一方で、読出禁止フラグがオフ状態であるときには、外部装置によるＲＯＭ５０
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６の読み出しが許可される。ここで、読出禁止フラグは、初期状態ではオフ状態であるが
、読出禁止フラグを一旦オン状態とした後には、読出禁止フラグをクリアしてオフ状態に
復帰させることができないように構成されていれば良い。すなわち、読出禁止フラグはオ
フ状態からオン状態に不可逆的に変更することが可能とされている。例えば、内部リソー
スアクセス制御回路５０１Ａには、読出禁止フラグをクリアしてオフ状態とする機能が設
けられておらず、どのような命令によっても読出禁止フラグをクリアすることができない
ように設定されていれば良い。そして、内部リソースアクセス制御回路５０１Ａは、外部
装置からＲＯＭ５０６における記憶データといったメイン制御部４１の内部データの読み
出しが要求されたときに、読出禁止フラグがオンであるか否かを判定する。このとき、読
出禁止フラグがオンであれば、外部装置からの読出要求を拒否して、メイン制御部４１の
内部データの読み出しを禁止する。他方、読出禁止フラグがオフであれば、外部装置から
の読出要求を受容して、メイン制御部４１の内部データの読み出しを許可にする。このよ
うな構成であれば、ゲーム制御用のプログラムを作成してＲＯＭ５０６に格納する提供者
においては、読出禁止フラグがオフとなっている状態でデバッグの終了したプログラムを
ＲＯＭ５０６から外部装置に読み込むことができる。そして、デバッグの作業が終了した
後に出荷する際には、読出禁止フラグをオン状態にセットすることにより、それ以後はＲ
ＯＭ５０６の外部読出を制限することができ、スロットマシン１の使用者などによるＲＯ
Ｍ５０６の読出を防止することができる。このように、内部リソースアクセス制御回路５
０１Ａは、読出禁止フラグといった内部フラグがオフであるかオンであるかに応じて、内
部データの読み出しを禁止するか許可するかを決定するようにしても良い。
【００７３】
　尚、読出禁止フラグを不可逆に設定するのではなく、オン状態からオフ状態に変更する
ことも可能とする一方で、読出禁止フラグをオン状態からオフ状態に変更して内部データ
の読み出しが許可されるときには、ＲＯＭ５０６の記憶データを消去（例えばフラッシュ
消去など）することにより、ＲＯＭ５０６の外部読出を制限するようにしても良い。
【００７４】
　メイン制御部４１が備えるクロック回路５０２は、例えば制御用外部クロック端子ＥＸ
Ｃに入力される発振信号を２分周することなどにより、内部システムクロックＳＣＬＫを
生成する回路である。本実施例では、制御用外部クロック端子ＥＸＣに制御用クロック生
成回路４２が生成した制御用クロックＣＣＬＫが入力される。クロック回路５０２により
生成された内部システムクロックＳＣＬＫは、例えばＣＰＵ５０５といった、メイン制御
部４１において遊技の進行を制御する各種回路に供給される。また、内部システムクロッ
クＳＣＬＫは、乱数回路５０９にも供給され、乱数用クロック生成回路４３から供給され
る乱数用クロックＲＣＬＫの周波数を監視するために用いられる。さらに、内部システム
クロックＳＣＬＫは、クロック回路５０２に接続されたシステムクロック出力端子ＣＬＫ
Ｏから、メイン制御部４１の外部へと出力されても良い。尚、内部システムクロックＳＣ
ＬＫは、メイン制御部４１の外部へは出力されないことが望ましい。このように、内部シ
ステムクロックＳＣＬＫの外部出力を制限することにより、メイン制御部４１の内部回路
（ＣＰＵ５０５など）の動作周期を外部から特定することが困難になり、乱数値となる数
値データをソフトウェアにより更新する場合に、乱数値の更新周期が外部から特定されて
しまうことを防止できる。
【００７５】
　メイン制御部４１が備える固有情報記憶回路５０３は、例えばメイン制御部４１の内部
情報となる複数種類の固有情報を記憶する回路である。一例として、固有情報記憶回路５
０３は、ＲＯＭコード、チップ個別ナンバー、ＩＤナンバーといった３種類の固有情報を
記憶する。ＲＯＭ５０６コードは、ＲＯＭ５０６の所定領域における記憶データから生成
される４バイトの数値であり、生成方法の異なる４つの数値が準備されれば良い。チップ
個別ナンバーは、メイン制御部４１の製造時に付与される４バイトの番号であり、メイン
制御部４１を構成するチップ毎に異なる数値を示している。ＩＤナンバーは、メイン制御
部４１の製造時に付与される８バイトの番号であり、メイン制御部４１を構成するチップ
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毎に異なる数値を示している。ここで、チップ個別ナンバーはユーザプログラムから読み
取ることができる一方、ＩＤナンバーはユーザプログラムから読み取ることができないよ
うに設定されていれば良い。尚、固有情報記憶回路５０３は、例えばＲＯＭ５０６の所定
領域を用いることなどにより、ＲＯＭ５０６に含まれるようにしても良い。或いは、固有
情報記憶回路５０３は、例えばＣＰＵ５０５の内蔵レジスタを用いることなどにより、Ｃ
ＰＵ５０５に含まれるようにしても良い。
【００７６】
　メイン制御部４１が備えるリセット／割込コントローラ５０４は、メイン制御部４１の
内部や外部にて発生する各種リセット、割込要求を制御するためのものである。リセット
／割込コントローラ５０４が制御するリセットには、システムリセットとユーザリセット
が含まれている。システムリセットは、外部システムリセット端子ＸＳＲＳＴに一定の期
間にわたりローレベル信号（システムリセット信号）が入力されたときに発生するリセッ
トである。ユーザリセットは、外部ユーザリセット端子ＸＵＲＳＴに一定の期間にわたり
ローレベルの信号（ユーザリセット信号）が入力されたとき、または内蔵ウォッチドッグ
タイマ（ＷＤＴ）のタイムアウト信号が発生したことや、指定エリア外走行禁止（ＩＡＴ
）が発生したことなど、所定の要因により発生するリセットである。尚、本実施例では前
述のように内蔵ウォッチドッグタイマを使用せずにリセット回路４９に搭載されたウォッ
チドッグタイマ（ＷＤＴ）を用いているため、外部ユーザリセット端子ＸＵＲＳＴにユー
ザリセット信号が入力されるか、指定エリア外走行禁止（ＩＡＴ）が発生することでユー
ザリセットが発生することとなる。
【００７７】
　本実施例では、図５（Ｂ）に示すように、ウォッチドッグタイマ４９ａを内蔵するリセ
ット回路４９を遊技制御基板４０に搭載している。リセット回路４９は、スロットマシン
１への供給電源が安定電圧となり一定時間が経過するまでシステムリセット信号をメイン
制御部４１に対して出力する。また、ウォッチドッグタイマ４９ａがタイムアウトした場
合には、ユーザリセット信号をメイン制御部４１に対して出力する。
【００７８】
　図５（Ｂ）に示すように、遊技制御基板４０では、ＬＥＤ駆動回路４７からクレジット
表示器１１へ接続される信号線のうち、クレジット表示器１１を構成する複数のセグメン
トの駆動信号のうち下１桁Ｂセグメント信号、下１桁Ｃセグメント信号、上１桁Ｂセグメ
ント信号、上１桁Ｃセグメント信号の信号線が分岐し、ｏｒ回路を介してリセット回路４
９のウォッチドッグタイマクリア信号端子に接続されている。
【００７９】
　本実施例では、メイン制御部４１が、クレジット表示器１１の下１桁Ｂセグメント、下
１桁Ｃセグメント、上１桁Ｂセグメント、上１桁Ｃセグメントのいずれかのセグメントを
必ずダイナミック点灯させる制御を行っており、これらのセグメントをダイナミック点灯
させるため、メイン制御部４１が正常に動作していれば、これら４つのセグメントのいず
れかの駆動信号が定期的に出力されるはずであり、これら４つのセグメントのいずれかの
駆動信号が定期的に出力されているか否かを監視することにより、メイン制御部４１が正
常に動作しているか否かを判定することが可能となる。
【００８０】
　そして、これら４つのセグメントの駆動信号をｏｒ回路を介して１つにまとめられた信
号がリセット回路４９のウォッチドッグタイマクリア信号端子に入力され、ウォッチドッ
グタイマ４９ａがクリアされるようになっており、上記４つのセグメントの駆動信号の出
力が停止して、ウォッチドッグタイマ４９ａがクリアされず、タイムアップすることで、
ユーザリセット信号がメイン制御部４１に対して出力されるようになっている。
【００８１】
　このように本実施例では、定期的に駆動信号が与えられるＬＥＤのセグメント信号を分
岐してウォッチドッグタイマ４９ａをクリアするようになっており、メイン制御部４１の
ＣＰＵ５０５が個別にウォッチドッグタイマ４９ａをクリアする処理を行うことなく、メ
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イン制御部４１ａが正常に動作しているか否かを監視することが可能となることから好ま
しいが、メイン制御部４１からリセット回路４９のウォッチドッグタイマクリア信号端子
に個別のクリア信号を入力することでウォッチドッグタイマ４９ａをクリアするようにし
ても良い。
【００８２】
　また、本実施例では、メイン制御部４１の外部に設けられたリセット回路４９にウォッ
チドッグタイマ４９ａを搭載する構成であるが、メイン制御部４１に内蔵されたウォッチ
ドッグタイマを用いてメイン制御部４１の動作を監視するようにしても良い。
【００８３】
　リセット／割込コントローラ５０４が制御する割込には、ノンマスカブル割込ＮＭＩと
マスカブル割込ＩＮＴが含まれている。ノンマスカブル割込ＮＭＩは、ＣＰＵ５０５の割
込禁止状態でも無条件に受け付けられる割込であり、外部ノンマスカブル割込端子ＸＮＭ
Ｉ（入力ポートＰ４と兼用）に一定の期間にわたりローレベル信号が入力されたときに発
生する割込である。マスカブル割込ＩＮＴは、ＣＰＵ５０５の設定命令により、割込要求
の受け付けを許可／禁止できる割込であり、優先順位設定による多重割込の実行が可能で
ある。マスカブル割込ＩＮＴの要因としては、外部マスカブル割込端子ＸＩＮＴ（入力ポ
ートＰ３と兼用）に一定の期間にわたりローレベル信号が入力されたこと、ＣＴＣ５０８
に含まれるタイマ回路にてタイムアウトが発生したこと、シリアル通信回路５１１にてデ
ータ送信による割込要因が発生したこと、乱数回路５０９にて乱数値となる数値データの
取込による割込要因が発生したことなど、複数種類の割込要因が予め定められていれば良
い。
【００８４】
　リセット／割込コントローラ５０４は、図７（Ｂ）に示すようなメイン制御部４１が備
える内蔵レジスタのうち、割込マスクレジスタＩＭＲ（アドレス２０２８Ｈ）、割込待ち
モニタレジスタＩＲＲ（アドレス２０２９Ｈ）、割込中モニタレジスタＩＳＲ（アドレス
２０２ＡＨ）、内部情報レジスタＣＩＦ（アドレス２０８ＣＨ）などを用いて、割込の制
御やリセットの管理を行う。割込マスクレジスタＩＭＲは、互いに異なる複数の要因によ
るマスカブル割込ＩＮＴのうち、使用するものと使用しないものとを設定するレジスタで
ある。割込待ちモニタレジスタＩＲＲは、割込初期設定ＫＩＩＳにより設定されたマスカ
ブル割込要因のそれぞれについて、マスカブル割込要求信号の発生状態を確認するレジス
タである。割込中モニタレジスタＩＳＲは、割込初期設定ＫＩＩＳにより設定されたマス
カブル割込要因のそれぞれについて、マスカブル割込要求信号の処理状態を確認するレジ
スタである。内部情報レジスタＣＩＦは、直前に発生したリセット要因を管理したり、乱
数用クロックＲＣＬＫの周波数異常を記録したりするためのレジスタである。
【００８５】
　図１１（Ａ）は、内部情報レジスタＣＩＦの構成例を示している。図１１（Ｂ）は、内
部情報レジスタＣＩＦに格納される内部情報データの各ビットにおける設定内容の一例を
示している。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］に格納される内部情報データＣ
ＩＦ４は、乱数用クロックＲＣＬＫにおける周波数異常の有無を示す乱数用クロック異常
指示である。図１１（Ｂ）に示す例では、乱数用クロックＲＣＬＫの周波数異常が検知さ
れないときに、内部情報データＣＩＦ４のビット値が“０”となる一方、周波数異常が検
知されたときには、そのビット値が“１”となる。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号
［２］に格納される内部情報データＣＩＦ２は、直前に発生したリセット要因がシステム
リセットであるか否かを示すシステムリセット指示である。図１１（Ｂ）に示す例では、
直前のリセット要因がシステムリセットではないときに（システムリセット未発生）、内
部情報データＣＩＦ２のビット値が“０”となる一方、システムリセットであるときには
（システムリセット発生）、そのビット値が“１”となる。
【００８６】
　内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［１］に格納される内部情報データＣＩＦ１は、
直前に発生したリセット要因がウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）のタイムアウトによるユ
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ーザリセットであるか否かを示すＷＤＴタイムアウト指示である。図１１（Ｂ）に示す例
では、直前のリセット要因がウォッチドッグタイマのタイムアウトによるユーザリセット
ではないときに（タイムアウト未発生）、内部情報データＣＩＦ１のビット値が“０”と
なる一方、ウォッチドッグタイマのタイムアウトによるユーザリセットであるときに（タ
イムアウト発生）、そのビット値が“１”となる。内部情報レジスタＣＩＦのビット番号
［０］に格納される内部情報データＣＩＦ０は、直前に発生したリセット要因が指定エリ
ア外走行禁止（ＩＡＴ）によるユーザリセットであるか否かを示すＩＡＴ発生指示である
。図１１（Ｂ）に示す例では、直前のリセット要因が指定エリア外走行の発生によるユー
ザリセットではないときに（ＩＡＴ発生なし）、内部情報データＣＩＦ０のビット値が“
０”となる一方、指定エリア外走行の発生によるユーザリセットであるときに（ＩＡＴ発
生あり）、そのビット値が“１”となる。
【００８７】
　メイン制御部４１が備えるＣＰＵ５０５は、ＲＯＭ５０６から読み出したプログラムを
実行することにより、スロットマシン１におけるゲームの進行を制御するための処理など
を実行する。このときには、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６から固定データを読み出す固定
データ読出動作や、ＣＰＵ５０５がＲＡＭ５０７に各種の変動データを書き込んで一時記
憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ５０５がＲＡＭ５０７に一時記憶されている各種の
変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ５０５が外部バスインタフェース５０
１やＰＩＰ５１０などを介してメイン制御部４１の外部から各種信号の入力を受け付ける
受信動作、ＣＰＵ５０５が外部バスインタフェース５０１やシリアル通信回路５１１など
を介してメイン制御部４１の外部へと各種信号を出力する送信動作等も行われる。
【００８８】
　このように、メイン制御部４１では、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に格納されているプ
ログラムに従って制御を実行するので、以下、メイン制御部４１（又はＣＰＵ５０５）が
実行する（又は処理を行う）ということは、具体的には、ＣＰＵ５０５がプログラムに従
って制御を実行することである。このことは、遊技制御基板４０以外の他の基板に搭載さ
れているマイクロコンピュータについても同様である。
【００８９】
　メイン制御部４１が備えるＲＯＭ５０６には、ゲーム制御用のユーザプログラムや固定
データ等が記憶されている。また、ＲＯＭ５０６には、セキュリティチェックプログラム
５０６Ａが記憶されている。ＣＰＵ５０５は、スロットマシン１の電源投入やシステムリ
セットの発生に応じてメイン制御部４１がセキュリティモードに移行したときに、ＲＯＭ
５０６に記憶されたセキュリティチェックプログラム５０６Ａを読み出し、ＲＯＭ５０６
の記憶内容が変更されたか否かを検査するセキュリティチェック処理を実行する。尚、セ
キュリティチェックプログラム５０６Ａは、ＲＯＭ５０６とは異なる内蔵メモリに記憶さ
れても良い。また、セキュリティチェックプログラム５０６Ａは、例えば外部バスインタ
フェース５０１を介してメイン制御部４１に外付けされた外部メモリの記憶内容を検査す
るセキュリティチェック処理に対応したものであっても良い。
【００９０】
　メイン制御部４１が備えるＲＡＭ５０７は、ゲーム制御用のワークエリアを提供する。
ここで、ＲＡＭ５０７の少なくとも一部は、バックアップ電源によってバックアップされ
ているバックアップＲＡＭであれば良い。すなわち、スロットマシンへの電力供給が停止
しても、所定期間はＲＡＭ５０７の少なくとも一部の内容が保存される。尚、本実施例で
は、ＲＡＭ５０７の全ての領域がバックアップＲＡＭとされており、スロットマシンへの
電力供給が停止しても、所定期間はＲＡＭ５０７の全ての内容が保存される。
【００９１】
　メイン制御部４１が備えるＣＴＣ５０８は、例えば８ビットのプログラマブルタイマを
３チャネル（ＰＴＣ０－ＰＴＣ２）内蔵して構成され、リアルタイム割込の発生や時間計
測を可能とするタイマ回路を含んでいる。各プログラマブルタイマＰＴＣ０－ＰＴＣ２は
、内部システムクロックＳＣＬＫに基づいて生成されたカウントクロックの信号変化（例
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えばハイレベルからローレベルへと変化する立ち下がりタイミング）などに応じて、タイ
マ値が更新されるものであれば良い。また、ＣＴＣ５０８は、例えば８ビットのプログラ
マブルカウンタを４チャネル（ＰＣＣ０－ＰＣＣ３）内蔵しても良い。各プログラマブル
カウンタＰＣＣ０－ＰＣＣ３は、内部システムクロックＳＣＬＫの信号変化、或いは、プ
ログラマブルカウンタＰＣＣ０－ＰＣＣ３のいずれかにおけるタイムアウトの発生などに
応じて、カウント値が更新されるものであれば良い。ＣＴＣ５０８は、セキュリティ時間
を延長する際の延長時間（可変設定時間）をシステムリセット毎にランダムに決定するた
めに用いられるフリーランカウンタや、乱数回路５０９にて生成される乱数のスタート値
をシステムリセット毎にランダムに決定するために用いられるフリーランカウンタなどを
、含んでも良い。或いは、これらのフリーランカウンタは、例えばＲＡＭ５０７のバック
アップ領域といった、ＣＴＣ５０８とは異なるメイン制御部４１の内部回路に含まれても
良い。
【００９２】
　メイン制御部４１が備える乱数回路５０９は、例えば１６ビット乱数といった、所定の
更新範囲を有する乱数値となる数値データを生成する回路である。本実施例では、遊技制
御基板４０の側において、後述する内部抽選用の乱数値を示す数値データがカウント可能
に制御される。尚、遊技効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられても良い。
ＣＰＵ５０５は、乱数回路５０９から抽出した数値データに基づき、乱数回路５０９とは
異なるランダムカウンタを用いて、ソフトウェアによって各種の数値データを加工或いは
更新することで、内部抽選用の乱数値を示す数値データをカウントするようにしても良い
。以下では、内部抽選用の乱数値を示す数値データが、ハードウェアとなる乱数回路５０
９からＣＰＵ５０５により抽出された数値データをソフトウェアにより加工しないものと
する。尚、乱数回路５０９は、メイン制御部４１に内蔵されるものであっても良いし、メ
イン制御部４１とは異なる乱数回路チップとして、メイン制御部４１に外付けされるもの
であっても良い。
【００９３】
　内部抽選用の乱数値は、複数種類の入賞について発生を許容するか否かを判定するため
に用いられる値であり、本実施例では、「０」～「６５５３５」の範囲の値をとる。
【００９４】
　図１２は、乱数回路５０９の一構成例を示すブロック図である。乱数回路５０９は、図
１２に示すように、周波数監視回路５５１、クロック用フリップフロップ５５２、乱数生
成回路５５３、スタート値設定回路５５４、乱数列変更回路５５５、乱数列変更設定回路
５５６、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａ、５５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ａ、
５５８Ｂ、乱数値レジスタ５５９Ａ、５５９Ｂを備えて構成される。尚、乱数値レジスタ
５５９Ａと乱数値レジスタ５５９Ｂはそれぞれ、図７（Ｂ）に示すようなメイン制御部４
１の内蔵レジスタに含まれる乱数値レジスタＲ１Ｄ（アドレス２０３８Ｈ－２０３９Ｈ）
と乱数値レジスタＲ２Ｄ（アドレス２０３ＡＨ－２０３ＢＨ）に対応している。尚、本実
施例では、取得する乱数が内部抽選用の乱数値のみであり、ラッチ用フリップフロップ５
５７Ａ、５５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ａ、５５８Ｂ、乱数値レジスタ５５９Ａ、
５５９Ｂのうちラッチ用フリップフロップ５５７Ｂ、乱数ラッチセレクタ５５８Ｂ、乱数
値レジスタ５５９Ｂは未使用とされている。
【００９５】
　周波数監視回路５５１は、乱数用クロック生成回路４３により生成された乱数用クロッ
クＲＣＬＫの周波数を監視して、その異常発生を検知するための回路である。周波数監視
回路５５１は、例えば乱数用外部クロック端子ＥＲＣに入力される発振信号を監視して、
内部システムクロックＳＣＬＫに基づきセキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［７
－６］における設定内容（図１０（Ｂ）参照）に応じた周波数異常を検知したときに、内
部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］を“１”にセットする。本実施例では、乱数用
外部クロック端子ＥＲＣに乱数用クロック生成回路４３が生成した乱数用クロックＲＣＬ
Ｋが入力される。
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【００９６】
　クロック用フリップフロップ５５２は、例えばＤ型フリップフロップなどを用いて構成
され、乱数用外部クロック端子ＥＲＣからの乱数用クロックＲＣＬＫがクロック端子ＣＫ
に入力される。また、クロック用フリップフロップ５５２では、逆相出力端子（反転出力
端子）ＱバーがＤ入力端子に接続されている。そして、正相出力端子（非反転出力端子）
Ｑから乱数更新クロックＲＧＫを出力する一方で、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバー
からラッチ用クロックＲＣ０を出力する。この場合、クロック用フリップフロップ５５２
は、クロック端子ＣＫに入力される乱数用クロックＲＣＬＫにおける信号状態が所定の変
化をしたときに、正相出力端子（非反転出力端子）Ｑ及び逆相出力端子（反転出力端子）
Ｑバーからの出力信号における信号状態を変化させる。例えば、クロック用フリップフロ
ップ５５２は、乱数用クロックＲＣＬＫの信号状態がローレベルからハイレベルへと変化
する立ち上がりのタイミング、或いは、乱数用クロックＲＣＬＫの信号状態がハイレベル
からローレベルへと変化する立ち下がりのタイミングのうち、いずれか一方のタイミング
にて、Ｄ入力端子における入力信号を取り込む。このとき、正相出力端子（非反転出力端
子）Ｑからは、Ｄ入力端子にて取り込まれた入力信号が反転されることなく出力される一
方で、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバーからは、Ｄ入力端子にて取り込まれた入力信
号が反転されて出力される。こうして、クロック用フリップフロップ５５２の正相出力端
子（非反転出力端子）Ｑからは乱数用クロックＲＣＬＫにおける発振周波数（例えば２０
ＭＨｚ）の１／２となる発振周波数（例えば１０ＭＨｚ）を有する乱数更新クロックＲＧ
Ｋが出力される一方、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバーからは乱数更新クロックＲＧ
Ｋの逆相信号（反転信号）、すなわち乱数更新クロックＲＧＫと同一周波数で乱数更新ク
ロックＲＧＫとは位相がπ（＝１８０°）だけ異なるラッチ用クロックＲＣ０が出力され
る。
【００９７】
　クロック用フリップフロップ５５２から出力された乱数更新クロックＲＧＫは、乱数生
成回路５５３のクロック端子に入力されて、乱数生成回路５５３におけるカウント値の歩
進に用いられる。また、クロック用フリップフロップ５５２から出力されたラッチ用クロ
ックＲＣ０は、分岐点ＢＲ１にてラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロックＲＣ２とに
分岐される。したがって、ラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロックＲＣ２とは、互い
に同一の発振周波数を有し、互いに共通の周期で信号状態が変化することになる。ここで
、ラッチ用クロックＲＣ１やラッチ用クロックＲＣ２における信号状態の変化としては、
例えばローレベルからハイレベルへと変化する立ち上がりや、ハイレベルからローレベル
へと変化する立ち下がりなどがある。ラッチ用クロックＲＣ１は、ラッチ用フリップフロ
ップ５５７Ａのクロック端子ＣＫに入力されて、ゲーム開始時ラッチ信号ＳＬ１の生成に
用いられる乱数取得用クロックとなる。
【００９８】
　乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数と、制御用クロック生成回路４２によって生成さ
れる制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数とは、互いに異なる周波数となっており、また
、いずれか一方の発振周波数が他方の発振周波数の整数倍になることがない。一例として
、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数が１１．０ＭＨｚである一方で、乱数用クロック
ＲＣＬＫの発振周波数は９．７ＭＨｚであれば良い。そのため、乱数更新クロックＲＧＫ
やラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２はいずれも、ＣＰＵ５０５に供給される制御用クロッ
クＣＣＬＫとは異なる周期で信号状態が変化する発振信号となる。すなわち、クロック用
フリップフロップ５５２は、乱数用クロック生成回路４３によって生成された乱数用クロ
ックＲＣＬＫに基づき、カウント値を更新するための乱数更新クロックＲＧＫや、複数の
乱数取得用クロックとなるラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２として、制御用クロックＣＣ
ＬＫや内部システムクロックＳＣＬＫ（制御用クロックＣＣＬＫを２分周したもの）とは
異なる周期で信号状態が変化する発振信号を生成する。
【００９９】
　乱数生成回路５５３は、例えば１６ビットのカウンタなどから構成され、クロック用フ
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リップフロップ５５２から出力される乱数更新クロックＲＧＫなどの入力に基づき、数値
データを更新可能な所定の範囲において所定の初期値から所定の最終値まで循環的に更新
する回路である。例えば乱数生成回路５５３は、所定のクロック端子への入力信号である
乱数更新クロックＲＧＫにおける立ち上がりエッジに応答して、「０」から「６５５３５
」までの範囲内で設定された初期値から「６５５３５」まで１ずつ加算するように数値デ
ータをカウントアップして行く。そして、「６５５３５」までカウントアップした後には
、「０」から初期値よりも１小さい最終値となる数値まで１ずつ加算するようにカウント
アップすることで、数値データを循環的に更新する。
【０１００】
　スタート値設定回路５５４は、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］にお
けるビット値（図９（Ｂ）参照）に応じて、乱数生成回路５５３により生成されるカウン
ト値におけるスタート値を設定する。例えば、スタート値設定回路５５４は、第２乱数初
期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］が“００”であればスタート値をデフォルト値で
ある「００００Ｈ」に設定し、“１０”であればＩＤナンバーに基づく値に設定し、“０
１”であればシステムリセット毎に変更される値に設定する。本実施例では、第２乱数初
期設定ＫＲＳ２のビット番号［１－０］が“１０”に設定されており、乱数生成回路５５
３により生成されるカウント値におけるスタート値としてＩＤナンバーに基づく値が設定
される。
【０１０１】
　乱数列変更回路５５５は、乱数生成回路５５３により生成された数値データが一巡した
ときに、数値データの更新順である順列を所定の乱数更新規則に従った順列に変更可能と
する回路である。例えば、乱数列変更回路５５５は、乱数生成回路５５３から出力される
数値データにおけるビットの入れ替えや転置などのビットスクランブル処理を実行する。
また、乱数列変更回路５５５は、例えばビットスクランブル処理に用いるビットスクラン
ブル用キーやビットスクランブルテーブルを変更することなどにより、数値データの更新
順である順列の変更を行うことができる。
【０１０２】
　乱数列変更設定回路５５６は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］にお
けるビット値（図９（Ａ）参照）などに応じて、乱数列変更回路５５５における数値デー
タの更新順を変更する設定を行うための回路である。例えば、乱数列変更設定回路５５６
は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“００”であれば２周目以降も
乱数更新規則を変更しない設定とする一方、“０１”であれば２周目以降はソフトウェア
での変更要求に応じて乱数更新規則を変更し、“１０”であれば自動で乱数更新規則を変
更する。本実施例では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“１０”に
設定されており、自動で乱数更新規則が変更される。
【０１０３】
　乱数列変更設定回路５５６は、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“
０１”であることに対応してソフトウェアによる乱数更新規則の変更を行う場合に、図７
（Ｂ）に示すようなメイン制御部４１が備える内蔵レジスタのうち、乱数列変更レジスタ
ＲＤＳＣ（アドレス２０３４Ｈ）を用いて、乱数更新規則の変更を制御する。図１３（Ａ
）は、乱数列変更レジスタＲＤＳＣの構成例を示している。図１３（Ｂ）は、乱数列変更
レジスタＲＤＳＣに格納される乱数列変更要求データの各ビットにおける設定内容の一例
を示している。乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に格納される乱数列変更
要求データＲＤＳＣ０は、乱数更新規則をソフトウェアにより変更する場合に、乱数列の
変更要求の有無を示している。図１３（Ｂ）に示す例では、ソフトウェアにより乱数列の
変更要求がないときに、乱数列変更要求データＲＤＳＣ０のビット値が“０”となる一方
、乱数列の変更要求があったときには、そのビット値が“１”となる。
【０１０４】
　図１４は、乱数更新規則をソフトウェアにより変更する場合の動作例を示している。こ
の場合、乱数生成回路５５３から出力されるカウント値順列ＲＣＮが所定の初期値から所
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定の最終値まで循環的に更新されたときに、乱数列変更要求データＲＤＳＣ０が“１”で
あることに応答して、乱数更新規則を変更する。図１４に示す動作例では、始めに乱数列
変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「０→１→…→６５５３５」となってい
る。この後、ＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に格納されたユーザプログラムを実行すること
によって、所定のタイミングで乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に“１”
が書き込まれたものとする。
【０１０５】
　そして、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］が“０１”であることに対
応して、乱数列変更設定回路５５６が乱数列変更要求データＲＤＳＣ０を読み出し、その
ビット値が“１”であることに応答して、乱数更新規則を変更するための設定を行う。こ
のとき、乱数列変更設定回路５５６は、乱数生成回路５５３から出力されたカウント値順
列ＲＣＮが所定の最終値に達したことに応じて、例えば予め用意された複数種類の乱数更
新規則のいずれかを選択することなどにより、乱数更新規則を変更する。図１４に示す動
作例では、乱数列変更回路５５５が乱数生成回路５５３から出力されたカウント値順列Ｒ
ＣＮにおける最終値に対応する数値データ「６５５３５」を出力した後、乱数列変更要求
データＲＤＳＣ０に応じて乱数更新規則を変更する。その後、乱数列変更回路５５５は、
変更後の乱数更新規則に従った乱数列ＲＳＮとして、「６５５３５→６５５３４→…→０
」を出力する。乱数列変更レジスタＲＤＳＣは、乱数列変更設定回路５５６により乱数列
変更要求データＲＤＳＣ０が読み出されたときに初期化される。そのため、再び乱数列変
更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］にビット値“１”が書き込まれるまでは、乱数列
変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「６５５３５→６５５３４→…→０」と
なる。
【０１０６】
　ＣＰＵ５０５によって、乱数列変更レジスタＲＤＳＣのビット番号［０］に再びビット
値“１”が書き込まれると、乱数更新規則が再度変更される。図１４に示す動作例では、
乱数列変更回路５５５が乱数列ＲＳＮにおける最終値に対応する数値データ「０」を出力
したときに、乱数列変更要求データＲＤＳＣ０としてビット値“１”が書き込まれたこと
に応じて乱数更新規則を変更する。その後、乱数列変更回路５５５は、変更後の乱数更新
規則に従った乱数列ＲＳＮとして、「０→２→…→６５５３４→１→…→６５５３５」を
出力する。
【０１０７】
　図１５は、乱数更新規則を自動で変更する場合の動作例を示している。この場合、乱数
生成回路５５３から出力されるカウント値順列ＲＣＮが所定の初期値から所定の最終値ま
で循環的に更新されたことに応じて、乱数列変更設定回路５５６が自動的に乱数更新規則
を変更する。図１５に示す動作例では、始めに乱数列変更回路５５５から出力される乱数
列ＲＳＮが、「０→１→…→６５５３５」となっている。
【０１０８】
　そして、乱数列変更回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮが所定の最終値に達したと
きに、乱数列変更設定回路５５６は、予め用意された複数種類の更新規則のうちから予め
定められた順序に従って更新規則を選択することにより、更新規則を変更するようにして
も良い。或いは、乱数列変更設定回路５５６は、複数種類の更新規則のうちから任意の更
新規則を選択することにより、更新規則を変更するようにしても良い。図１５に示す動作
例では、１回目の乱数更新規則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数
列ＲＳＮが、「６５５３５→６５５３４→…→０」となる。その後、２回目の乱数更新規
則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮは、「０→２→…→
６５５３４→１→…→６５５３５」となる。図１５に示す動作例では、３回目の乱数更新
規則の変更により、乱数列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮは、「６５５３４
→０→…→３２７６８」となる。４回目の乱数更新規則の変更が行われたときには、乱数
列変更回路５５５から出力される乱数列ＲＳＮが、「１６３８３→４９１５１→…→４９
１５０」となる。５回目の乱数更新規則の変更が行われたときには、乱数列変更回路５５
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５から出力される乱数列ＲＳＮが、「４→３→…→４６５５３１」となる。
【０１０９】
　ラッチ用フリップフロップ５５７Ａは、例えばＤ型フリップフロップなどを用いて構成
される。ラッチ用フリップフロップ５５７Ａでは、Ｄ入力端子にＰＩＰ５１０が備える入
力ポートＰ０からの配線が接続され、クロック端子ＣＫにラッチ用クロックＲＣ１を伝送
する配線が接続されている。本実施例では、入力ポートＰ０にスタートスイッチ７からの
ゲーム開始信号ＳＳ１が入力される。ラッチ用フリップフロップ５５７Ａは、ラッチ用ク
ロックＲＣ１の立ち上がりエッジなどに応答して、ゲーム開始信号ＳＳ１を取り込み、ゲ
ーム開始時ラッチ信号ＳＬ１として出力する。これにより、ラッチ用フリップフロップ５
５７Ａでは、ラッチ用クロックＲＣ１の立ち上がりエッジに同期して、ゲーム開始信号Ｓ
Ｓ１がゲーム開始時ラッチ信号ＳＬ１として出力される。
【０１１０】
　尚、ゲーム開始信号ＳＳ１は、スタートスイッチ７から直接伝送されるものに限定され
ない。一例として、スタートスイッチ７からの出力信号がオン状態となっている時間を計
測し、計測した時間が所定の時間（例えば３ｍｓ）になったときに、ゲーム開始信号ＳＳ
１を出力するタイマ回路を設けても良い。
【０１１１】
　乱数ラッチセレクタ５５８Ａは、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａから伝送されるゲ
ーム開始時ラッチ信号ＳＬ１と、ソフトウェアによる乱数ラッチ要求信号とを取り込み、
いずれかを乱数ラッチ信号ＬＬ１として選択的に出力する回路である。乱数ラッチセレク
タ５５８Ａは、図７（Ｂ）に示すようなメイン制御部４１が備える内蔵レジスタのうち、
乱数値取込レジスタＲＤＬＴ（アドレス２０３２Ｈ）を用いて、乱数ラッチ信号ＬＬ１の
出力を制御する。乱数値取込レジスタＲＤＬＴは、乱数列変更回路５５５から出力された
乱数列ＲＳＮにおける数値データを、ソフトウェアにより乱数値レジスタ５５９Ａに取り
込むために用いられるレジスタである。乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳは、乱数列変更
回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮにおける数値データを、乱数値レジスタ５５９Ａ
に、ソフトウェアにより取り込むか、入力ポートＰ０への信号入力により取り込むかの取
込方法を示すレジスタである。
【０１１２】
　図１６（Ａ）は、乱数値取込レジスタＲＤＬＴの構成例を示している。図１６（Ｂ）は
、乱数値取込レジスタＲＤＬＴに格納される乱数値取込指定データの各ビットにおける設
定内容の一例を示している。乱数値取込レジスタＲＤＬＴのビット番号［０］に格納され
る乱数値取込指定データＲＤＬＴ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５
９Ａに対する乱数値取込指定の有無を示している。図１６（Ｂ）に示す例では、ソフトウ
ェアにより乱数値レジスタＲ１Ｄに対する乱数値の取込指定がないときに、乱数値取込指
定データＲＤＬＴ０のビット値が“０”となる一方、乱数値の取込指定があったときには
、そのビット値が“１”となる。
【０１１３】
　図１７（Ａ）は、乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳの構成例を示している。図１７（Ｂ
）は、乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳに格納される乱数ラッチ選択データの各ビットに
おける設定内容の一例を示している。乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳのビット番号［０
］に格納される乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値
レジスタ５５９Ａへの取込方法を示している。図１７（Ｂ）に示す例では、ソフトウェア
による乱数値取込指定データＲＤＬＴ０の書き込みに応じて乱数値となる数値データを乱
数値レジスタＲ１Ｄに取り込む場合に、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“
０”とする。これに対して、入力ポートＰ０への信号入力に応じて乱数値となる数値デー
タを乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込む場合には、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビッ
ト値を“１”とする。本実施例では、乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値が“１
”とされており、入力ポートＰ０への信号入力に応じて乱数値となる数値データが乱数値
レジスタＲ１Ｄに取り込まれる。
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【０１１４】
　乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数列変更回路５５５から出力された乱数列ＲＳＮにおけ
る数値データを乱数値として格納するレジスタである。図１８（Ａ）及び（Ｂ）は、乱数
値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａの構成例を示している。尚、図１８（Ａ
）は、乱数値レジスタＲ１Ｄの下位バイトＲ１Ｄ（Ｌ）を示し、図１８（Ｂ）は、乱数値
レジスタＲ１Ｄの上位バイトＲ１Ｄ（Ｈ）を示している。乱数値レジスタ５５９Ａは１６
ビット（２バイト）のレジスタであり、１６ビットの乱数値を格納することができる。
【０１１５】
　乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチセレクタ５５８Ａから供給される乱数ラッチ信
号ＬＬ１がオン状態となったことに応答して、乱数列変更回路５５５から出力された乱数
列ＲＳＮにおける数値データを乱数値として取り込んで格納する。乱数値レジスタ５５９
Ａは、ＣＰＵ５０５から供給されるレジスタリード信号ＲＲＳ１がオン状態となったとき
に、読出可能（イネーブル）状態となり、格納されている数値データを内部バス等に出力
する。これに対して、レジスタリード信号ＲＲＳ１がオフ状態であるときには、常に同じ
値（例えば「６５５３５Ｈ」など）を出力して、読出不能（ディセーブル）状態となれば
良い。また、乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチ信号ＬＬ１がオン状態である場合に
、レジスタリード信号ＲＲＳ１を受信不可能な状態となるようにしても良い。さらに、乱
数値レジスタ５５９Ａは、乱数ラッチ信号ＬＬ１がオン状態となるより前にレジスタリー
ド信号ＲＲＳ１がオン状態となっている場合に、乱数ラッチ信号ＬＬ１を受信不可能な状
態となるようにしても良い。
【０１１６】
　乱数値レジスタ５５９Ａは、図７（Ｂ）に示すようなメイン制御部４１が備える内蔵レ
ジスタのうち、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭ（アドレス２０３３Ｈ）と、乱数割込
制御レジスタＲＤＩＣ（アドレス２０３１Ｈ）とを用いて、乱数ラッチ時の動作管理や割
込制御を可能にする。乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭは、乱数値レジスタ５５９Ａに
対応して、乱数値となる数値データがラッチされたか否かを示す乱数ラッチフラグを格納
するレジスタである。乱数割込制御レジスタＲＤＩＣは、乱数値レジスタ５５９Ａに乱数
値となる数値データがラッチされたときに発生する割込の許可／禁止を設定するレジスタ
である。
【０１１７】
　図１９（Ａ）は、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭの構成例を示している。図１９（
Ｂ）は、乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭに格納される乱数ラッチフラグデータの各ビ
ットにおける設定内容の一例を示している。乱数ラッチフラグレジスタＲＤＦＭのビット
番号［０］に格納される乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄと
なる乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれたか否かを示す乱数ラッチフラグ
となる。図１９（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれて
いないときに（乱数値取込なし）、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０のビット値が“０
”となる一方、数値データが取り込まれたときには（乱数値取込あり）、そのビット値が
“１”となる。乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０が“１”の状態、すなわち乱数値レジ
スタＲ１Ｄに数値データが取り込まれている状態では、新たな乱数値の取込要求が発生し
た場合でも、新たな数値データを乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込まないようになっており
、このような状態では、乱数値レジスタＲ１Ｄの数値データが読み出されて、乱数ラッチ
フラグデータＲＤＦＭ０がクリアされるまで新たな数値データを乱数値レジスタＲ１Ｄに
取り込むことが不可能となる。
【０１１８】
　図２０（Ａ）は、乱数割込制御レジスタＲＤＩＣの構成例を示している。図２０（Ｂ）
は、乱数割込制御レジスタＲＤＩＣに格納される乱数割込制御データの各ビットにおける
設定内容の一例を示している。乱数割込制御レジスタＲＤＩＣのビット番号［０］に格納
される乱数割込制御データＲＤＩＣ０は、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５
５９Ａに数値データが取り込まれたときに発生する割込を、許可するか禁止するかの割込
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制御設定を示している。図２０（Ｂ）に示す例では、乱数値レジスタＲ１Ｄへの取込時に
おける割込を禁止する場合に（割込禁止）、乱数割込制御データＲＤＩＣ０のビット値を
“０”とする一方、この割込を許可する場合には（割込許可）、そのビット値を“１”と
する。本実施例では、乱数割込制御データＲＤＩＣ０のビット値が“０”に設定されてお
り、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれても
割込は発生しない。
【０１１９】
　メイン制御部４１が備えるＰＩＰ５１０は、例えば６ビット幅の入力専用ポートであり
、専用端子となる入力ポートＰ０～入力ポートＰ２と、機能兼用端子となる入力ポートＰ
３～入力ポートＰ５とを含んでいる。入力ポートＰ３は、ＣＰＵ５０５等に接続される外
部マスカブル割込端子ＸＩＮＴと兼用される。入力ポートＰ４は、ＣＰＵ５０５等に接続
される外部ノンマスカブル割込端子ＸＮＭＩと兼用される。入力ポートＰ５は、シリアル
通信回路５１１が使用する第１チャネル受信端子ＲＸＡと兼用される。入力ポートＰ３～
入力ポートＰ５の使用設定は、プログラム管理エリアに記憶される機能設定ＫＦＣＳによ
り指示される。
【０１２０】
　ＰＩＰ５１０は、図７（Ｂ）に示すようなメイン制御部４１が備える内蔵レジスタのう
ち、入力ポートレジスタＰＩ（アドレス２０９０Ｈ）などを用いて、入力ポートＰ０～入
力ポートＰ５の状態管理等を行う。入力ポートレジスタＰＩは、入力ポートＰ０～入力ポ
ートＰ５のそれぞれに対応して、外部信号の入力状態を示すビット値が格納されるレジス
タである。
【０１２１】
　図２１（Ａ）は、入力ポートレジスタＰＩの構成例を示している。図２１（Ｂ）は、入
力ポートレジスタＰＩに格納される入力ポートデータの各ビットにおける設定内容の一例
を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［５］に格納される入力ポートデー
タＰＩ５は、第１チャネル受信端子ＲＸＡと兼用される入力ポートＰ５における端子状態
（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［４］に格納される
入力ポートデータＰＩ４は、外部ノンマスカブル割込端子ＸＮＭＩと兼用される入力ポー
トＰ４における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット
番号［３］に格納される入力ポートデータＰＩ３は、外部マスカブル割込端子ＸＩＮＴと
兼用される入力ポートＰ３における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポートレ
ジスタＰＩのビット番号［２］に格納される入力ポートデータＰＩ２は、入力ポートＰ２
における端子状態（オン／オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［
１］に格納される入力ポートデータＰＩ１は、入力ポートＰ１における端子状態（オン／
オフ）を示している。入力ポートレジスタＰＩのビット番号［０］に格納される入力ポー
トデータＰＩ０は、入力ポートＰ０における端子状態（オン／オフ）を示している。
【０１２２】
　図５に示すメイン制御部４１が備えるアドレスデコード回路５１２は、メイン制御部４
１の内部における各機能ブロックのデコードや、外部装置用のデコード信号であるチップ
セレクト信号のデコードを行うための回路である。チップセレクト信号により、メイン制
御部４１の内部回路、或いは、周辺デバイスとなる外部装置を、選択的に有効動作させて
、ＣＰＵ５０５からのアクセスが可能となる。
【０１２３】
　メイン制御部４１が備えるＲＯＭ５０６には、ゲーム制御用のユーザプログラムやセキ
ュリティチェックプログラム５０６Ａの他に、ゲームの進行を制御するために用いられる
各種の選択用データ、テーブルデータなどが格納される。例えば、ＲＯＭ５０６には、Ｃ
ＰＵ５０５が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定
テーブル、設定テーブルなどを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ５０６に
は、ＣＰＵ５０５が遊技制御基板４０から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信する
ために用いられる複数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータなどが記憶されてい
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る。
【０１２４】
　メイン制御部４１が備えるＲＡＭ５０７には、スロットマシン１におけるゲームの進行
などを制御するために用いられる各種のデータを保持する領域として、遊技制御用データ
保持エリア５９０が設けられている。ＲＡＭ５０７としては、例えばＤＲＡＭが使用され
ており、記憶しているデータ内容を維持するためのリフレッシュ動作が必要になる。ＣＰ
Ｕ５０５には、このリフレッシュ動作を行うためのリフレッシュレジスタが内蔵されてい
る。例えば、リフレッシュレジスタは８ビットからなり、そのうち下位７ビットはＣＰＵ
５０５がＲＯＭ５０６から命令フェッチするごとに自動的にインクリメントされる。した
がって、リフレッシュレジスタにおける格納値の更新は、ＣＰＵ５０５における１命令の
実行時間ごとに行われることになる。
【０１２５】
　メイン制御部４１は、遊技制御基板４０に接続された各種スイッチ類の検出状態が入力
ポートから入力される。そしてメイン制御部４１は、これら入力ポートから入力される各
種スイッチ類の検出状態に応じて段階的に移行する基本処理を実行する。
【０１２６】
　また、メイン制御部４１は、割込の発生により基本処理に割り込んで割込処理を実行で
きるようになっている。本実施例では、ＣＴＣ５０８に含まれるタイマ回路にてタイムア
ウトが発生したこと、すなわち一定時間間隔（本実施例では、約０．５６ｍｓ）毎に後述
するタイマ割込処理（メイン）を実行する。
【０１２７】
　また、メイン制御部４１は、割込処理の実行中に他の割込を禁止するように設定されて
いるとともに、複数の割込が同時に発生した場合には、予め定められた順位によって優先
して実行する割込が設定されている。尚、割込処理の実行中に他の割込要因が発生し、割
込処理が終了してもその割込要因が継続している状態であれば、その時点で新たな割込が
発生することとなる。
【０１２８】
　メイン制御部４１は、基本処理として遊技制御基板４０に接続された各種スイッチ類の
検出状態が変化するまでは制御状態に応じた処理を繰り返しループし、各種スイッチ類の
検出状態の変化に応じて段階的に移行する処理を実行する。また、メイン制御部４１は、
電断検出回路４８から出力された電圧低下信号の入力に応じて電断割込処理（メイン）を
実行し、一定時間間隔（本実施例では、約０．５６ｍｓ）毎にタイマ割込処理（メイン）
を実行する。尚、タイマ割込処理（メイン）の実行間隔は、基本処理において制御状態に
応じて繰り返す処理が一巡する時間とタイマ割込処理（メイン）の実行時間とを合わせた
時間よりも長い時間に設定されており、今回と次回のタイマ割込処理（メイン）との間で
必ず制御状態に応じて繰り返す処理が最低でも一巡することとなる。
【０１２９】
　メイン制御部４１は、演出制御基板９０に各種のコマンドを送信する。遊技制御基板４
０から演出制御基板９０へ送信されるコマンドは一方向のみで送られ、演出制御基板９０
から遊技制御基板４０へ向けてコマンドが送られることはない。
【０１３０】
　演出制御基板９０には、スロットマシン１の前面扉１ｂに配置された液晶表示器５１（
図１参照）、演出効果ＬＥＤ５２、スピーカ５３、５４、前述したリールＬＥＤ５５等の
演出装置が接続されており、これら演出装置は、演出制御基板９０に搭載された後述のサ
ブ制御部９１による制御に基づいて駆動されるようになっている。
【０１３１】
　尚、本実施例では、演出制御基板９０に搭載されたサブ制御部９１により、液晶表示器
５１、演出効果ＬＥＤ５２、スピーカ５３、５４、リールＬＥＤ５５等の演出装置の出力
制御が行われる構成であるが、サブ制御部９１とは別に演出装置の出力制御を直接的に行
う出力制御部を演出制御基板９０または他の基板に搭載し、サブ制御部９１がメイン制御
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部４１からのコマンドに基づいて演出装置の出力パターンを決定し、サブ制御部９１が決
定した出力パターンに基づいて出力制御部が演出装置の出力制御を行う構成としても良く
、このような構成では、サブ制御部９１及び出力制御部の双方によって演出装置の出力制
御が行われることとなる。
【０１３２】
　また、本実施例では、演出装置として液晶表示器５１、演出効果ＬＥＤ５２、スピーカ
５３、５４、リールＬＥＤ５５を例示しているが、演出装置は、これらに限られず、例え
ば、機械的に駆動する表示装置や機械的に駆動する役モノなどを演出装置として適用して
も良い。
【０１３３】
　演出制御基板９０には、サブＣＰＵ９１ａ、ＲＯＭ９１ｂ、ＲＡＭ９１ｃ、Ｉ／Ｏポー
ト９１ｄなどを備えたマイクロコンピュータにて構成され、演出の制御を行うサブ制御部
９１、演出制御基板９０に接続された液晶表示器５１の表示制御を行う表示制御回路９２
、演出効果ＬＥＤ５２、リールＬＥＤ５５の駆動制御を行うＬＥＤ駆動回路９３、スピー
カ５３、５４からの音声出力制御を行う音声出力回路９４、電源投入時または電源遮断時
にサブＣＰＵ９１ａにリセット信号を与えるリセット回路９５、日付情報及び時刻情報を
含む時間情報を出力する時計装置９７、スロットマシン１に供給される電源電圧を監視し
、電圧低下を検出したときに、その旨を示す電圧低下信号をサブ制御部９１に対して出力
する電断検出回路９８が搭載されており、サブ制御部９１は、メイン制御部から送信され
るコマンドを受けて、演出を行うための各種の制御を行うとともに、演出制御基板９０に
搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。
【０１３４】
　サブ制御部９１は、メイン制御部４１と同様に、割込機能を備えており、メイン制御部
４１からのコマンド受信時に割込を発生させて、メイン制御部４１から送信されたコマン
ドを取得し、バッファに格納するコマンド受信割込処理を実行する。また、サブ制御部９
１は、システムクロックの入力数が一定数に到達する毎、すなわち一定間隔毎に割込を発
生させて後述するタイマ割込処理（サブ）を実行する。
【０１３５】
　また、サブ制御部９１は、メイン制御部４１とは異なり、コマンドの受信に基づいて割
込が発生した場合には、タイマ割込処理（サブ）の実行中であっても、当該処理に割り込
んでコマンド受信割込処理を実行し、タイマ割込処理（サブ）の契機となる割込が同時に
発生してもコマンド受信割込処理を最優先で実行するようになっている。
【０１３６】
　また、サブ制御部９１にも、停電時においてバックアップ電源が供給されており、バッ
クアップ電源が供給されている間は、ＲＡＭ９１ｃに記憶されているデータが保持される
ようになっている。
【０１３７】
　本実施例のスロットマシン１は、設定値に応じてメダルの払出率が変わるものである。
詳しくは、後述する内部抽選において設定値に応じた当選確率を用いることにより、メダ
ルの払出率が変わるようになっている。設定値は１～６の６段階からなり、６が最も払出
率が高く、５、４、３、２、１の順に値が小さくなるほど払出率が低くなる。すなわち設
定値として６が設定されている場合には、遊技者にとって最も有利度が高く、５、４、３
、２、１の順に値が小さくなるほど有利度が段階的に低くなる。
【０１３８】
　設定値を変更するためには、設定キースイッチ３７をＯＮ状態としてからスロットマシ
ン１の電源をＯＮする必要がある。設定キースイッチ３７をＯＮ状態として電源をＯＮす
ると、設定値表示器２４にＲＡＭ５０７から読み出された設定値が表示値として表示され
、リセット／設定スイッチ３８の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更状態に移
行する。設定変更状態において、リセット／設定スイッチ３８が操作されると、設定値表
示器２４に表示された表示値が１ずつ更新されていく（設定６からさらに操作されたとき
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は、設定１に戻る）。そして、スタートスイッチ７が操作されると表示値を設定値として
確定する。そして、設定キースイッチ３７がＯＦＦされると、確定した表示値（設定値）
がメイン制御部４１のＲＡＭ５０７に格納され、遊技の進行が可能な状態に移行する。
【０１３９】
　また、設定値を確認するためには、ゲーム終了後、賭数が設定されていない状態で設定
キースイッチ３７をＯＮ状態とすれば良い。このような状況で設定キースイッチ３７をＯ
Ｎ状態とすると、設定値表示器２４にＲＡＭ５０７から読み出された設定値が表示される
ことで設定値を確認可能な設定確認状態に移行する。設定確認状態においては、ゲームの
進行が不能であり、設定キースイッチ３７をＯＦＦ状態とすることで、設定確認状態が終
了し、ゲームの進行が可能な状態に復帰することとなる。
【０１４０】
　本実施例のスロットマシン１においては、メイン制御部４１は、タイマ割込処理（メイ
ン）を実行する毎に、電断検出回路４８からの電圧低下信号が検出されているか否かを判
定する停電判定処理を行い、停電判定処理において電圧低下信号が検出されていると判定
した場合に、電断処理（メイン）を実行する。電断処理（メイン）では、レジスタを後述
するＲＡＭ５０７のスタックに退避し、ＲＡＭ５０７にいずれかのビットが１となる破壊
診断用データ（本実施例では、５ＡＨ）、すなわち０以外の特定のデータを格納するとと
もに、ＲＡＭ５０７の全ての領域に格納されたデータに基づくＲＡＭパリティが０となる
ようにＲＡＭパリティ調整用データを計算し、ＲＡＭ５０７に格納する処理を行うように
なっている。尚、ＲＡＭパリティとはＲＡＭ５０７の該当する領域（本実施例では、全て
の領域）の各ビットに格納されている値の排他的論理和として算出される値である。この
ため、ＲＡＭ５０７の全ての領域に格納されたデータに基づくＲＡＭパリティが０であれ
ば、ＲＡＭパリティ調整用データは０となり、ＲＡＭ５０７の全ての領域に格納されたデ
ータに基づくＲＡＭパリティが１であれば、ＲＡＭパリティ調整用データは１となる。
【０１４１】
　そして、メイン制御部４１は、システムリセットによるかユーザリセットによるかに関
わらず、その起動時においてＲＡＭ５０７の全ての領域に格納されたデータに基づいてＲ
ＡＭパリティを計算するとともに、破壊診断用データの値を確認し、ＲＡＭパリティが０
であり、かつ破壊診断用データの値も正しいことを条件に、ＲＡＭ５０７に記憶されてい
るデータに基づいてメイン制御部４１の処理状態を電断前の状態に復帰させるが、ＲＡＭ
パリティが０でない場合（１の場合）や破壊診断用データの値が正しくない場合には、Ｒ
ＡＭ異常と判定し、ＲＡＭ異常エラーコードをレジスタにセットしてＲＡＭ異常エラー状
態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、ＲＡＭ異常エラー状態は
、通常のエラー状態と異なり、リセットスイッチ２３やリセット／設定スイッチ３８を操
作しても解除されないようになっており、前述した設定変更状態において新たな設定値が
設定されるまで解除されることがない。
【０１４２】
　尚、本実施例では、ＲＡＭ５０７に格納されている全てのデータが停電時においてもバ
ックアップ電源により保持されるとともに、メイン制御部４１は、電源投入時においてＲ
ＡＭ５０７のデータが正常であると判定した場合に、ＲＡＭ５０７の格納データに基づい
て電断前の制御状態に復帰する構成であるが、ＲＡＭ５０７に格納されているデータのう
ち停電時において制御状態の復帰に必要なデータのみをバックアップし、電源投入時にお
いてバックアップされているデータに基づいて電断前の制御状態に復帰する構成としても
良い。
【０１４３】
　また、電源投入時において電断前の制御状態に復帰させる際に、全ての制御状態を電断
前の制御状態に復帰させる必要はなく、遊技者に対して不利益とならない最低限の制御状
態を復帰させる構成であれば良く、例えば、入力ポートの状態などを全て電断前の状態に
復帰させる必要はない。
【０１４４】
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　また、サブ制御部９１もタイマ割込処理（サブ）において電断検出回路９８からの電圧
低下信号が検出されているか否かを判定し、電圧低下信号が検出されていると判定した場
合に電断処理（サブ）を実行する。電断処理（サブ）では、レジスタを後述するＲＡＭ９
１ｃのスタックに退避し、ＲＡＭ９１ｃにいずれかのビットが１となる破壊診断用データ
を格納するとともに、ＲＡＭ９１ｃの全ての領域に格納されたデータに基づくＲＡＭパリ
ティが０となるようにＲＡＭパリティ調整用データを計算し、ＲＡＭ９１ｃに格納する処
理を行うようになっている。
【０１４５】
　そして、サブ制御部９１は、その起動時においてＲＡＭ９１ｃの全ての領域に格納され
たデータに基づいてＲＡＭパリティを計算し、ＲＡＭパリティが０であることを条件に、
ＲＡＭ９１ｃに記憶されているデータに基づいてサブ制御部９１の処理状態を電断前の状
態に復帰させるが、ＲＡＭパリティが０でない場合（１の場合）には、ＲＡＭ異常と判定
し、ＲＡＭ９１ｃを初期化するようになっている。この場合、メイン制御部４１と異なり
、ＲＡＭ９１ｃが初期化されるのみで演出の実行が不能化されることはない。
【０１４６】
　尚、本実施例では、ＲＡＭ９１ｃに格納されている全てのデータが停電時においてもバ
ックアップ電源により保持されるとともに、サブ制御部９１は、電源投入時においてＲＡ
Ｍ９１ｃのデータが正常であると判定した場合に、ＲＡＭ９１ｃの格納データに基づいて
電断前の制御状態に復帰する構成であるが、ＲＡＭ９１ｃに格納されているデータのうち
停電時において制御状態の復帰に必要なデータのみをバックアップし、電源投入時におい
てバックアップされているデータに基づいて電断前の制御状態に復帰する構成としても良
い。
【０１４７】
　また、電源投入時において電断前の制御状態に復帰させる際に、全ての制御状態を電断
前の制御状態に復帰させる必要はなく、遊技者に対して不利益とならない最低限の制御状
態を復帰させる構成であれば良く、入力ポートの状態や、演出が途中で中断された場合の
途中経過などを全て電断前の状態に復帰させる必要はない。
【０１４８】
　次に、メイン制御部４１のＲＡＭ５０７の初期化について説明する。メイン制御部４１
のＲＡＭ５０７の格納領域は、重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、非
保存ワーク、未使用領域、スタック領域に区分されている。
【０１４９】
　重要ワークは、各種表示器やＬＥＤの表示用データ、Ｉ／Ｏの入出力データ、遊技時間
の計時カウンタ等、ＢＢ終了時に初期化すると不都合があるデータが格納されるワークで
ある。一般ワークは、停止制御テーブル、停止図柄、メダルの払出枚数、ＢＢ中のメダル
払出総数等、ＢＢ終了時に初期化可能なデータが格納されるワークである。特別ワークは
、演出制御基板９０へコマンドを送信するためのデータ、各種ソフトウェア乱数等、設定
開始前にのみ初期化されるデータが格納されるワークである。設定値ワークは、内部抽選
処理で抽選を行う際に用いる設定値が格納されるワークである。非保存ワークは、各種ス
イッチ類の状態を保持するワークであり、起動時にＲＡＭ５０７のデータが破壊されてい
るか否かに関わらず必ず値が設定されることとなる。未使用領域は、ＲＡＭ５０７の格納
領域のうち使用していない領域であり、後述する複数の初期化条件のいずれか１つでも成
立すれば初期化されることとなる。スタック領域は、メイン制御部４１のレジスタから退
避したデータが格納される領域であり、このうちの未使用スタック領域は、未使用領域と
同様に、後述する複数の初期化条件のいずれか１つでも成立すれば初期化されることとな
るが、使用中スタック領域は、プログラムの続行のため、初期化されることはない。
【０１５０】
　本実施例においてメイン制御部４１は、設定キースイッチ３７がＯＮの状態での起動時
、ＲＡＭ異常エラー発生時、ＢＢ終了時、設定キースイッチ３７がＯＦＦの状態での起動
時においてＲＡＭ５０７のデータが破壊されていないとき、１ゲーム終了時の５つからな
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る初期化条件が成立した際に、各初期化条件に応じて初期化される領域の異なる４種類の
初期化を行う。
【０１５１】
　初期化１は、起動時において設定キースイッチ３７がＯＮの状態であり、設定変更状態
へ移行する場合において、その前に行う初期化、またはＲＡＭ異常エラー発生時に行う初
期化であり、初期化１では、ＲＡＭ５０７の格納領域のうち、使用中スタック領域を除く
全ての領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）が初期化される。初期化２は、
ＢＢ終了時に行う初期化であり、初期化２では、ＲＡＭ５０７の格納領域のうち、一般ワ
ーク、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。初期化３は、起動時において
設定キースイッチ３７がＯＦＦの状態であり、かつＲＡＭ５０７のデータが破壊されてい
ない場合において行う初期化であり、初期化３では、非保存ワーク、未使用領域及び未使
用スタック領域が初期化される。初期化４は、１ゲーム終了時に行う初期化であり、初期
化４では、ＲＡＭ５０７の格納領域のうち、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化
される。
【０１５２】
　尚、本実施例では、初期化１を設定変更状態の移行前に行っているが、設定変更状態の
終了時に行ったり、設定変更状態移行前、設定変更状態終了時の双方で行うようにしても
良い。この場合、設定値ワークを初期化してしまうと確定した設定値が失われてしまうこ
ととなるので、設定変更状態終了時の初期化では、設定値ワークの初期化は行われない。
【０１５３】
　本実施例のスロットマシン１は、前述のように遊技状態に応じて設定可能な賭数の規定
数が定められており、遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されたことを条件
にゲームを開始させることが可能となる。本実施例では、後に説明するが、遊技状態とし
て、レギュラーボーナス（以下ではＲＢと称す）（ビッグボーナス（以下ではＢＢと称す
））、通常遊技状態があり、このうちＲＢ（ＢＢ）では賭数の規定数として２が定められ
ており、通常遊技状態では賭数の規定数として３が定められている。このため、遊技状態
がＲＢ（ＢＢ）であれば、賭数として２が設定されるとゲームを開始させることが可能と
なり、通常遊技状態であれば、賭数として３が設定されるとゲームを開始させることが可
能となる。尚、本実施例では、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定された時点で、全て
の入賞ラインＬ１～Ｌ５が有効化されるようになっており、ＲＢ（ＢＢ）では賭数として
２が定められた時点で全ての入賞ラインＬ１～Ｌ５が有効化されることなり、通常遊技状
態では賭数として３が設定された時点で全ての入賞ラインＬ１～Ｌ５が有効化されること
となる。
【０１５４】
　本実施例のスロットマシン１は、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止した際に、有効
化された入賞ライン（本実施例の場合、常に全ての入賞ラインが有効化されるため、以下
では、有効化された入賞ラインを単に入賞ラインと呼ぶ）上に役と呼ばれる図柄の組合せ
が揃うと入賞となる。役は、同一図柄の組合せであっても良いし、異なる図柄を含む組合
せであっても良い。入賞となる役の種類は、遊技状態に応じて定められているが、大きく
分けて、メダルの払い出しを伴う小役と、賭数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可
能となる再遊技役と、遊技状態の移行を伴う特別役と、がある。以下では、小役と再遊技
役をまとめて一般役とも呼ぶ。遊技状態に応じて定められた各役の入賞が発生するために
は、後述する内部抽選に当選して、当該役の当選フラグがＲＡＭ５０７に設定されている
必要がある。
【０１５５】
　尚、これら各役の当選フラグのうち、小役及び再遊技役の当選フラグは、当該フラグが
設定されたゲームにおいてのみ有効とされ、次のゲームでは無効となるが、特別役の当選
フラグは、当該フラグにより許容された役の組合せが揃うまで有効とされ、許容された役
の組合せが揃ったゲームにおいて無効となる。すなわち特別役の当選フラグが一度当選す
ると、例え、当該フラグにより許容された役の組合せを揃えることができなかった場合に
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も、その当選フラグは無効とされずに、次のゲームへ持ち越されることとなる。
【０１５６】
　このスロットマシン１における役としては、図２２に示すように、特別役としてビッグ
ボーナス（以下ではビッグボーナスをＢＢとする）、レギュラーボーナス（以下ではレギ
ュラーボーナスをＲＢとする）が、小役として１枚、スイカ、チェリー、ベルが、再遊技
役としてリプレイが定められている。
【０１５７】
　チェリーは、いずれの遊技状態においても右リールについて入賞ラインのいずれかに「
白チェリー」の図柄が導出されたときに入賞となり、いずれの遊技状態においても１枚の
メダルが払い出される。尚、「白チェリー」の図柄が右リールの上段または下段に停止し
た場合には、入賞ラインＬ２、Ｌ５または入賞ラインＬ３、Ｌ４の２本の入賞ラインにチ
ェリーの組合せが揃うこととなり、２本の入賞ライン上でチェリーに入賞したこととなる
ので、２枚のメダルが払い出されることとなる。
【０１５８】
　スイカは、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「スイカ－スイカ－ス
イカ」の組合せまたは「スイカ－スイカ－ＢＡＲ」の組合せが揃ったときに入賞となり、
ＲＢ（ＢＢ）では１５枚のメダルが払い出され、通常遊技状態では１２枚のメダルが払い
出される。ベルは、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「ベル－ベル－
ベル」の組合せが揃ったときに入賞となり、ＲＢ（ＢＢ）では１５枚のメダルが払い出さ
れ、通常遊技状態では１０枚のメダルが払い出される。
【０１５９】
　リプレイは、通常遊技状態において入賞ラインのいずれかに「リプレイ－リプレイ－リ
プレイ」の組合せ、「ＢＡＲ－リプレイ－リプレイ」の組合せ、または「黒７－リプレイ
－リプレイ」の組合せのうちいずれかの組合せが揃ったときに入賞となる。リプレイが入
賞したときには、メダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭数を設定することなく
開始できるので、次のゲームで設定不要となった賭数に対応した３枚のメダルが払い出さ
れるのと実質的には同じこととなる。
【０１６０】
　ＲＢは、通常遊技状態において入賞ラインのいずれかに「網７－網７－黒７」の組合せ
が揃ったときに入賞となり、遊技状態がＲＢに移行する。ＲＢは、小役、特にベルの当選
確率が高まることによって他の遊技状態よりも遊技者にとって有利となる遊技状態であり
、ＲＢが開始した後、１２ゲームを消化したとき、または８ゲーム入賞（役の種類は、い
ずれでも可）したとき、のいずれか早いほうで終了する。
【０１６１】
　ＢＢは、通常遊技状態において入賞ラインのいずれかに「黒７－黒７－黒７」の組合せ
、「網７－網７－網７」の組合せまたは「白７－白７－白７」の組合せが揃ったときに入
賞となる。
【０１６２】
　ＢＢが入賞すると、遊技状態がＢＢに移行するとともに同時にＲＢに移行し、ＲＢが終
了した際に、ＢＢが終了していなければ、再度ＲＢに移行し、ＢＢが終了するまで繰り返
しＲＢに制御される。すなわちＢＢ中は、常にＲＢに制御されることとなる。そして、Ｂ
Ｂは、当該ＢＢ中において遊技者に払い出したメダルの総数が４６５枚を超えたときに終
了する。ＢＢの終了時には、ＲＢの終了条件が成立しているか否かに関わらずＲＢも終了
する。
【０１６３】
　以下、本実施例の内部抽選について説明する。内部抽選は、上記した各役への入賞を許
容するか否かを、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果が導出表示される以前に（実
際には、スタートスイッチ７の検出時）決定するものである。内部抽選では、まず、スタ
ートスイッチ７の検出時に内部抽選用の乱数値（０～６５５３５の整数）を取得する。詳
しくは、スタートスイッチ７の操作の検出と同時にラッチされ、乱数値レジスタＲ１Ｄに
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格納された数値データを読み出し、ＲＡＭ５０７に割り当てられた乱数値ワークに格納す
る。そして、遊技状態及び特別役の持ち越しの有無に応じて定められた各役について、乱
数値ワークに格納された数値データと、遊技状態、賭数及び設定値に応じて定められた各
役の判定値数に応じて行われる。
【０１６４】
　本実施例では、図２２に示すように、遊技状態が、通常遊技状態であるか、ＲＢ（ＢＢ
）であるか、によって内部抽選の対象となる役が異なる。さらに遊技状態が通常遊技状態
においては、特別役の持越中であるか否かによっても内部抽選の対象となる役が異なる。
【０１６５】
　遊技状態が通常遊技状態であり、いずれの特別役も持ち越されていない状態では、ＢＢ
、ＲＢ、リプレイ、スイカ、チェリー、ベルが内部抽選の対象役として順に読み出される
。
【０１６６】
　遊技状態が通常遊技状態であり、いずれかの特別役が持ち越されている状態では、リプ
レイ、スイカ、チェリー、ベルが内部抽選の対象役として順に読み出される。
【０１６７】
　遊技状態がＲＢでは、スイカ、チェリー、ベルが内部抽選の対象役として順に読み出さ
れる。
【０１６８】
　内部抽選では、内部抽選の対象となる役、現在の遊技状態及び設定値に対応して定めら
れた判定値数を、内部抽選用の乱数値に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたと
きに、当該役に当選したものと判定される。このため、判定値数の大小に応じた確率（判
定値数／６５５３６）で役が当選することとなる。
【０１６９】
　そして、いずれかの役の当選が判定された場合には、当選が判定された役に対応する当
選フラグをＲＡＭ５０７に割り当てられた内部当選フラグ格納ワークに設定する。内部当
選フラグ格納ワークは、２バイトの格納領域にて構成されており、そのうちの上位バイト
が、特別役の当選フラグが設定される特別役格納ワークとして割り当てられ、下位バイト
が、一般役の当選フラグが設定される一般役格納ワークとして割り当てられている。詳し
くは、特別役が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを
特別役格納ワークに設定し、一般役格納ワークに設定されている当選フラグをクリアする
。また、一般役が当選した場合には、当該一般役が当選した旨を示す一般役の当選フラグ
を一般役格納ワークに設定する。尚、いずれの役及び役の組合せにも当選しなかった場合
には、一般役格納ワークのみクリアする。
【０１７０】
　次に、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止制御について説明する。
【０１７１】
　メイン制御部４１は、リールの回転が開始したとき、及びリールが停止し、かつ未だ回
転中のリールが残っているときに、ＲＯＭ５０６に格納されているテーブルインデックス
及びテーブル作成用データを参照して、回転中のリール別に停止制御テーブルを作成する
。そして、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒのうち、回転中のリールに対応するいずれ
かの操作が有効に検出されたときに、該当するリールの停止制御テーブルを参照し、参照
した停止制御テーブルの滑りコマ数に基づいて、操作されたストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ
、８Ｒに対応するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を停止させる制御を行う。
【０１７２】
　テーブルインデックスには、内部抽選による当選フラグの設定状態（以下、内部当選状
態と呼ぶ）別に、テーブルインデックスを参照する際の基準アドレスから、テーブル作成
用データが格納された領域の先頭アドレスを示すインデックスデータが格納されているア
ドレスまでの差分が登録されている。これにより内部当選状態に応じた差分を取得し、基
準アドレスに対してその差分を加算することで該当するインデックスデータを取得するこ
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とが可能となる。尚、役の当選状況が異なる場合でも、同一の制御が適用される場合にお
いては、インデックスデータとして同一のアドレスが格納されており、このような場合に
は、同一のテーブル作成用データを参照して、停止制御テーブルが作成されることとなる
。
【０１７３】
　テーブル作成用データは、停止操作位置に応じた滑りコマ数を示す停止制御テーブルと
、リールの停止状況に応じて参照すべき停止制御テーブルのアドレスと、からなる。
【０１７４】
　リールの停止状況に応じて参照される停止制御テーブルは、全てのリールが回転してい
るか、左リールのみ停止しているか、中リールのみ停止しているか、右リールのみ停止し
ているか、左、中リールが停止しているか、左、右リールが停止しているか、中、右リー
ルが停止しているか、によって異なる場合があり、更に、いずれかのリールが停止してい
る状況においては、停止済みのリールの停止位置によっても異なる場合があるので、それ
ぞれの状況について、参照すべき停止制御テーブルのアドレスが回転中のリール別に登録
されており、テーブル作成用データの先頭アドレスに基づいて、それぞれの状況に応じて
参照すべき停止制御テーブルのアドレスが特定可能とされ、この特定されたアドレスから
、それぞれの状況に応じて必要な停止制御テーブルを特定できるようになっている。尚、
リールの停止状況や停止済みのリールの停止位置が異なる場合でも、同一の停止制御テー
ブルが適用される場合においては、停止制御テーブルのアドレスとして同一のアドレスが
登録されているものもあり、このような場合には、同一の停止制御テーブルが参照される
こととなる。
【０１７５】
　停止制御テーブルは、停止操作が行われたタイミング別の滑りコマ数を特定可能なデー
タである。本実施例では、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒに、１６８ステップ（０
～１６７）の周期で１周するステッピングモータを用いている。すなわちリールモータ３
２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒを１６８ステップ駆動させることでリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが１周
することとなる。そして、リール１周に対して１６ステップ（１図柄が移動するステップ
数）毎に分割した２１の領域（コマ）が定められており、これらの領域には、リール基準
位置から０～２０の領域番号が割り当てられている。一方、１リールに配列された図柄数
も２１であり、各リールの図柄に対して、リール基準位置から０～２０の図柄番号が割り
当てられているので、０番図柄から２０番図柄に対して、それぞれ０～２０の領域番号が
順に割り当てられていることとなる。そして、停止制御テーブルには、領域番号別の滑り
コマ数が所定のルールで圧縮して格納されており、停止制御テーブルを展開することによ
って領域番号別の滑りコマ数を取得できるようになっている。
【０１７６】
　前述のようにテーブルインデックス及びテーブル作成用データを参照して作成される停
止制御テーブルは、領域番号に対応して、各領域番号に対応する領域が停止基準位置（本
実施例では、透視窓３の下段図柄の領域）に位置するタイミング（リール基準位置からの
ステップ数が各領域番号のステップ数の範囲に含まれるタイミング）でストップスイッチ
８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が検出された場合の滑りコマ数がそれぞれ設定されたテーブルで
ある。
【０１７７】
　次に、停止制御テーブルの作成手順について説明すると、まず、リール回転開始時にお
いては、そのゲームの内部当選状態に応じたテーブル作成用データの先頭アドレスを取得
する。具体的には、まずテーブルインデックスを参照し、内部当選状態に対応するインデ
ックスデータを取得し、そして取得したインデックスデータに基づいてテーブル作成用デ
ータを特定し、特定したテーブル作成用データから全てのリールが回転中の状態に対応す
る各リールの停止制御テーブルのアドレスを取得し、取得したアドレスに格納されている
各リールの停止制御テーブルを展開して全てのリールについて停止制御テーブルを作成す
る。



(37) JP 6212597 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

【０１７８】
　また、いずれか１つのリールが停止したとき、またはいずれか２つのリールが停止した
ときには、リール回転開始時に取得したインデックスデータ、すなわちそのゲームの内部
当選状態に応じたテーブル作成用データの先頭アドレスに基づいてテーブル作成用データ
を特定し、特定したテーブル作成用データから停止済みのリール及び当該リールの停止位
置の領域番号に対応する未停止リールの停止制御テーブルのアドレスを取得し、取得した
アドレスに格納されている各リールの停止制御テーブルを展開して未停止のリールについ
て停止制御テーブルを作成する。
【０１７９】
　次に、メイン制御部４１がストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒのうち、回転中のリール
に対応するいずれかの操作を有効に検出したときに、該当するリールに表示結果を導出さ
せる際の制御について説明すると、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒのうち、回転中の
リールに対応するいずれかの操作を有効に検出すると、停止操作を検出した時点のリール
基準位置からのステップ数に基づいて停止操作位置の領域番号を特定し、停止操作が検出
されたリールの停止制御テーブルを参照し、特定した停止操作位置の領域番号に対応する
滑りコマ数を取得する。そして、取得した滑りコマ数分リールを回転させて停止させる制
御を行う。具体的には、停止操作を検出した時点のリール基準位置からのステップ数から
、取得した滑りコマ数引き込んで停止させるまでのステップ数を算出し、算出したステッ
プ数分リールを回転させて停止させる制御を行う。これにより、停止操作が検出された停
止操作位置の領域番号に対応する領域から滑りコマ数分先の停止位置となる領域番号に対
応する領域が停止基準位置（本実施例では、透視窓３の下段図柄の領域）に停止すること
となる。
【０１８０】
　本実施例のテーブルインデックスには、一の遊技状態における一の内部当選状態に対応
するインデックスデータとして１つのアドレスのみが格納されており、更に、一のテーブ
ル作成用データには、一のリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対応
する停止制御テーブルの格納領域のアドレスとして１つのアドレスのみが格納されている
。すなわち一の遊技状態における一の内部当選状態に対応するテーブル作成用データ、及
びリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対応する停止制御テーブルが
一意的に定められており、これらを参照して作成される停止制御テーブルも、一の遊技状
態における一の内部当選状態、及びリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置
）に対して一意となる。このため、遊技状態、内部当選状態、リールの停止状況（及び停
止済みのリールの停止位置）の全てが同一条件となった際に、同一の停止制御テーブル、
すなわち同一の制御パターンに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。
【０１８１】
　また、本実施例では、滑りコマ数として０～４の値が定められており、停止操作を検出
してから最大４コマ図柄を引き込んでリールを停止させることが可能である。すなわち停
止操作を検出した停止操作位置を含め、最大５コマの範囲から図柄の停止位置を指定でき
るようになっている。また、１図柄分リールを移動させるのに１コマの移動が必要である
ので、停止操作を検出してから最大４図柄を引き込んでリールを停止させることが可能で
あり、停止操作を検出した停止操作位置を含め、最大５図柄の範囲から図柄の停止位置を
指定できることとなる。
【０１８２】
　本実施例では、いずれかの役に当選している場合には、当選役を入賞ライン上に４コマ
の範囲で最大限引き込み、当選していない役が入賞ライン上に揃わないように引き込む滑
りコマ数が定められた停止制御テーブルを作成し、リールの停止制御を行う一方、いずれ
の役にも当選していない場合には、いずれの役も揃わない滑りコマ数が定められた停止制
御テーブルを作成し、リールの停止制御を行う。これにより、停止操作が行われた際に、
入賞ライン上に最大４コマの引込範囲で当選している役を揃えて停止させることができれ
ば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない役は、最大４コマの引込範囲
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でハズシて停止させる制御が行われることとなる。
【０１８３】
　特別役が前ゲーム以前から持ち越されている状態で小役が当選した場合など、特別役と
小役が同時に当選している場合には、当選した小役を入賞ラインに４コマの範囲で最大限
に引き込むように滑りコマ数が定められているとともに、当選した小役を入賞ラインに最
大４コマの範囲で引き込めない停止操作位置については、当選した特別役を入賞ラインに
４コマの範囲で最大限に引き込むように滑りコマ数が定められた停止制御テーブルを作成
し、リールの停止制御を行う。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最
大４コマの引込範囲で当選している小役を揃えて停止させることができれば、これを揃え
て停止させる制御が行われ、入賞ライン上に最大４コマの引込範囲で当選している小役を
引き込めない場合には、入賞ライン上に最大４コマの引込範囲で当選している特別役を揃
えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない
役は、４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこの
ような場合には、特別役よりも小役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、小役を引き
込めない場合にのみ、特別役を入賞させることが可能となる。尚、特別役と小役を同時に
引き込める場合には、小役のみを引き込み、特別役と同時に小役が入賞ライン上に揃わな
いようになっている。
【０１８４】
　尚、本実施例では、特別役が前ゲーム以前から持ち越されている状態で小役が当選した
場合や新たに特別役と小役が同時に当選した場合など、特別役と小役が同時に当選してい
る場合には、当選した特別役よりも当選した小役が優先され、小役が引き込めない場合の
み、特別役を入賞ライン上に揃える制御を行っているが、特別役と小役が同時に当選して
いる場合に、小役よりも特別役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、特別役を引き込
めない場合にのみ、小役を入賞ライン上に揃える制御を行っても良い。
【０１８５】
　特別役が前ゲーム以前から持ち越されている状態で再遊技役が当選した場合など、特別
役と再遊技役が同時に当選している場合には、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に
最大４コマの引込範囲で再遊技役の図柄を揃えて停止させる制御が行われる。尚、この場
合、再遊技役を構成する図柄または同時当選する再遊技役を構成する図柄は、リール２Ｌ
、２Ｃ、２Ｒのいずれについても５図柄以内、すなわち４コマ以内の間隔で配置されてお
り、４コマの引込範囲で必ず任意の位置に停止させることができるので、特別役と再遊技
役が同時に当選している場合には、遊技者によるストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操
作タイミングに関わらずに、必ず再遊技役が揃って入賞することとなる。すなわちこのよ
うな場合には、特別役よりも再遊技役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、必ず再遊
技役が入賞することとなる。尚、特別役と再遊技役を同時に引き込める場合には、再遊技
役のみを引き込み、再遊技役と同時に特別役が入賞ライン上に揃わないようになっている
。
【０１８６】
　本実施例においてメイン制御部４１は、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転が開始した後、
ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されて
いないリールの回転を継続し、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が検出されたこ
とを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。尚、
リール回転エラーの発生により、一時的にリールの回転が停止した場合でも、その後リー
ル回転が再開した後、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が検出されるまで、停止
操作が未だ検出されていないリールの回転を継続し、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ
の操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うよ
うになっている。
【０１８７】
　尚、本実施例では、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が検出されたことを条件
に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっているが、リールの回
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転が開始してから、予め定められた自動停止時間が経過した場合に、リールの停止操作が
なされない場合でも、停止操作がなされたものとみなして自動的に各リールを停止させる
自動停止制御を行うようにしても良い。この場合には、遊技者の操作を介さずにリールが
停止することとなるため、例え、いずれかの役が当選している場合でもいずれの役も構成
しない表示結果を導出させることが好ましい。
【０１８８】
　次に、メイン制御部４１が演出制御基板９０に対して送信するコマンドについて説明す
る。
【０１８９】
　本実施例では、メイン制御部４１が演出制御基板９０に対して、ＢＥＴコマンド、クレ
ジットコマンド、内部当選コマンド、リール回転開始コマンド、リール停止コマンド、入
賞判定コマンド、払出開始コマンド、払出終了コマンド、遊技状態コマンド、待機コマン
ド、打止コマンド、エラーコマンド、復帰コマンド、設定開始コマンド、確認開始コマン
ド、確認終了コマンド、操作検出コマンドを含む複数種類のコマンドを送信する。
【０１９０】
　これらコマンドは、コマンドの種類を示す１バイトの種類データとコマンドの内容を示
す１バイトの拡張データとからなり、サブ制御部９１は、種類データからコマンドの種類
を判別できるようになっている。
【０１９１】
　ＢＥＴコマンドは、メダルの投入枚数、すなわち賭数の設定に使用されたメダル枚数を
特定可能なコマンドであり、ゲーム終了後（設定変更後）からゲーム開始までの状態であ
り、規定数の賭数が設定されていない状態において、メダルが投入されるか、１枚ＢＥＴ
スイッチ５またはＭＡＸＢＥＴスイッチ６が操作されて賭数が設定されたときに送信され
る。また、ＢＥＴコマンドは、賭数の設定操作がなされたときに送信されるので、ＢＥＴ
コマンドを受信することで賭数の設定操作がなされたことを特定可能である。
【０１９２】
　クレジットコマンドは、クレジットとして記憶されているメダル枚数を特定可能なコマ
ンドであり、ゲーム終了後（設定変更後）からゲーム開始までの状態であり、規定数の賭
数が設定されている状態において、メダルが投入されてクレジットが加算されたときに送
信される。
【０１９３】
　内部当選コマンドは、内部当選フラグの当選状況、並びに成立した内部当選フラグの種
類を特定可能なコマンドであり、スタートスイッチ７が操作されてゲームが開始したとき
に送信される。また、内部当選コマンドは、スタートスイッチ７が操作されたときに送信
されるので、内部当選コマンドを受信することでスタートスイッチ７が操作されたことを
特定可能である。
【０１９４】
　リール回転開始コマンドは、リールの回転の開始を通知するコマンドであり、リール２
Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転が開始されたときに送信される。
【０１９５】
　リール停止コマンドは、停止するリールが左リール、中リール、右リールのいずれかで
あるか、該当するリールの停止操作位置の領域番号、該当するリールの停止位置の領域番
号、を特定可能なコマンドであり、各リールの停止操作に伴う停止制御が行われる毎に送
信される。また、リール停止コマンドは、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが操作され
たときに送信されるので、リール停止コマンドを受信することでストップスイッチ８Ｌ、
８Ｃ、８Ｒが操作されたことを特定可能である。
【０１９６】
　入賞判定コマンドは、入賞の有無、並びに入賞の種類、入賞時のメダルの払出枚数を特
定可能なコマンドであり、全リールが停止して入賞判定が行われた後に送信される。
【０１９７】



(40) JP 6212597 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

　払出開始コマンドは、メダルの払出開始を通知するコマンドであり、入賞やクレジット
（賭数の設定に用いられたメダルを含む）の精算によるメダルの払出が開始されたときに
送信される。また、払出終了コマンドは、メダルの払出終了を通知するコマンドであり、
入賞及びクレジットの精算によるメダルの払出が終了したときに送信される。
【０１９８】
　遊技状態コマンドは、次ゲームの遊技状態を特定可能なコマンドであり、設定変更状態
の終了時及びゲームの終了時に送信される。
【０１９９】
　待機コマンドは、待機状態へ移行する旨を示すコマンドであり、１ゲーム終了後、賭数
が設定されずに一定時間経過して待機状態に移行するとき、クレジット（賭数の設定に用
いられたメダルを含む）の精算によるメダルの払出が終了し、払出終了コマンドが送信さ
れた後に送信される。
【０２００】
　打止コマンドは、打止状態の発生または解除を示すコマンドであり、ＢＢ終了後、エン
ディング演出待ち時間が経過した時点で打止状態の発生を示す打止コマンドが送信され、
リセット操作がなされて打止状態が解除された時点で、打止状態の解除を示す打止コマン
ドが送信される。
【０２０１】
　エラーコマンドは、エラー状態の発生または解除、エラー状態の種類を示すコマンドで
あり、エラーが判定され、エラー状態に制御された時点でエラー状態の発生及びその種類
を示すエラーコマンドが送信され、リセット操作がなされてエラー状態が解除された時点
で、エラー状態の解除を示すエラーコマンドが送信される。
【０２０２】
　復帰コマンドは、メイン制御部４１が電断前の制御状態に復帰した旨を示すコマンドで
あり、メイン制御部４１の起動時において電断前の制御状態に復帰した際に送信される。
【０２０３】
　設定開始コマンドは、設定変更状態の開始を示すコマンドであり、設定変更状態に移行
する際に送信される。また、設定変更状態への移行に伴ってメイン制御部４１の制御状態
が初期化されるため、設定開始コマンドによりメイン制御部４１の制御状態が初期化され
たことを特定可能である。
【０２０４】
　確認開始コマンドは、設定確認状態の開始を示すコマンドであり、設定確認状態に移行
する際に送信される。確認終了コマンドは、設定確認状態の終了を示すコマンドであり、
設定確認状態の終了時に送信される。
【０２０５】
　操作検出コマンドは、操作スイッチ類（１枚ＢＥＴスイッチ５、ＭＡＸＢＥＴスイッチ
６、スタートスイッチ７、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ）の検出状態（ＯＮ／ＯＦ
Ｆ）を示すコマンドであり、一定間隔毎に送信される。
【０２０６】
　これらコマンドのうち設定開始コマンド、ＲＡＭ異常または乱数回路異常を示すエラー
コマンド、復帰コマンドは、起動処理において割込が許可される前の段階で生成され、Ｒ
ＡＭ５０７の特別ワークに割り当てられた特定コマンド送信用バッファに格納され、直ち
に送信される。
【０２０７】
　設定開始コマンド、ＲＡＭ異常または乱数回路異常を示すエラーコマンド、復帰コマン
ド、操作検出コマンド以外のコマンドは、ゲーム処理においてゲームの進行状況に応じて
生成され、ＲＡＭ５０７の特別ワークに設けられた通常コマンド送信用バッファに一時格
納され、タイマ割込処理（メイン）において実行するコマンド送信処理において送信され
る。
【０２０８】
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　操作検出コマンドは、コマンド送信処理が５回実行される毎に生成され、前述の特定コ
マンド送信用バッファに格納され、直ちに送信される。また、通常コマンド送信用バッフ
ァに未送信のコマンドが格納されている状態で操作検出コマンドの送信時期に到達した場
合には、操作検出コマンドの送信を優先し、通常コマンド送信用バッファに格納されてい
る未送信のコマンドは、次回のコマンド送信処理において送信されるようになっており、
１度のコマンド送信処理において複数のコマンドが送信されることがないようになってい
る。
【０２０９】
　次に、メイン制御部４１が演出制御基板９０に対して送信するコマンドに基づいてサブ
制御部９１が実行する演出の制御について説明する。
【０２１０】
　サブ制御部９１は、メイン制御部４１からのコマンドを受信した際に、コマンド受信割
込処理を実行する。コマンド受信割込処理では、ＲＡＭ９１ｃに設けられた受信用バッフ
ァに、コマンド伝送ラインから取得したコマンドを格納する。
【０２１１】
　サブ制御部９１は、タイマ割込処理（サブ）において、受信用バッファに未処理のコマ
ンドが格納されているか否かを判定し、未処理のコマンドが格納されている場合には、そ
のうち最も早い段階で受信したコマンドに基づいてＲＯＭ９１ｂに格納された制御パター
ンテーブルを参照し、制御パターンテーブルに登録された制御内容に基づいて液晶表示器
５１、演出効果ＬＥＤ５２、スピーカ５３、５４、リールＬＥＤ５５等の各種演出装置の
出力制御を行う。
【０２１２】
　制御パターンテーブルには、複数種類の演出パターン毎に、コマンドの種類に対応する
液晶表示器５１の表示パターン、演出効果ＬＥＤ５２の点灯態様、スピーカ５３、５４の
出力態様、リールＬＥＤの点灯態様等、これら演出装置の制御パターンが登録されており
、サブ制御部９１は、コマンドを受信した際に、制御パターンテーブルの当該ゲームにお
いてＲＡＭ９１ｃに設定されている演出パターンに対応して登録された制御パターンのう
ち、受信したコマンドの種類に対応する制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づ
いて演出装置の出力制御を行う。これにより演出パターン及び遊技の進行状況に応じた演
出が実行されることとなる。
【０２１３】
　尚、サブ制御部９１は、あるコマンドの受信を契機とする演出の実行中に、新たにコマ
ンドを受信した場合には、実行中の制御パターンに基づく演出を中止し、新たに受信した
コマンドに対応する制御パターンに基づく演出を実行するようになっている。すなわち演
出が最後まで終了していない状態でも、新たにコマンドを受信すると、受信した新たなコ
マンドが新たな演出の契機となるコマンドではない場合を除いて実行していた演出はキャ
ンセルされて新たなコマンドに基づく演出が実行されることとなる。
【０２１４】
　特に、本実施例では、演出の実行中に賭数の設定操作がなされたとき、すなわちサブ制
御部９１が、賭数が設定された旨を示すＢＥＴコマンドを受信したときに、実行中の演出
を中止するようになっている。このため、遊技者が、演出を最後まで見るよりも次のゲー
ムを進めたい場合には、演出がキャンセルされ、次のゲームを開始できるので、このよう
な遊技者に対して煩わしい思いをさせることがない。また、演出の実行中にクレジットま
たは賭数の精算操作がなされたとき、すなわちサブ制御部９１が、ゲームの終了を示す遊
技状態コマンドを受信した後、ゲームの開始を示す内部当選コマンドを受信する前に、払
出開始コマンドを受信した場合には、実行中の演出を中止するようになっている。クレジ
ットや賭数の精算を行うのは、遊技を終了する場合であり、このような場合に実行中の演
出を終了させることで、遊技を終了する意志があるのに、不要に演出が継続してしまわな
いようになっている。
【０２１５】
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　演出パターンは、内部当選コマンドを受信した際に、内部当選コマンドが示す内部抽選
の結果に応じた選択率にて選択され、ＲＡＭ９１ｃに設定される。演出パターンの選択率
は、ＲＯＭ９１ｂに格納された演出テーブルに登録されており、サブ制御部９１は、内部
当選コマンドを受信した際に、内部当選コマンドが示す内部抽選の結果に応じて演出テー
ブルに登録されている選択率を参照し、その選択率に応じて複数種類の演出パターンから
いずれかの演出パターンを選択し、選択した演出パターンを当該ゲームの演出パターンと
してＲＡＭ９１ｃに設定するようになっており、同じコマンドを受信しても内部当選コマ
ンドの受信時に選択された演出パターンによって異なる制御パターンが選択されるため、
結果として演出パターンによって異なる演出が行われることがある。
【０２１６】
　次に、本実施例におけるメイン制御部４１が実行する各種制御内容を、図２３～図３６
に基づいて以下に説明する。
【０２１７】
　メイン制御部４１は、リセット回路４９からシステムリセット信号が入力されると、図
２３のフローチャートに示す起動処理（メイン）を行う。また、ユーザリセット信号が入
力された場合には、起動処理（メイン）のＳａ２のステップから処理を開始する。すなわ
ち電源投入に伴う起動の場合のみセキュリティチェック処理を行うセキュリティモードか
ら開始する一方、ウォッチドッグタイマ４９ａのタイムアップによる起動の場合には、セ
キュリティチェック処理を省略してＲＯＭ５０６に記憶されたユーザプログラムを実行す
るユーザモードから開始されることになる。
【０２１８】
　システムリセット信号の入力に伴う起動処理（メイン）では、まず、ＣＰＵ５０５がＲ
ＯＭ５０６から読み出したセキュリティチェックプログラム５０６Ａに基づき、図２４に
示すセキュリティチェック処理を実行する（Ｓａ１）。このとき、メイン制御部４１は、
セキュリティモードとなり、ＲＯＭ５０６に記憶されているゲーム制御用のユーザプログ
ラムは未だ実行されない状態となる。
【０２１９】
　セキュリティチェック処理では、図２４に示すように、まず、セキュリティモードに制
御する時間（セキュリティ時間）を決定するための処理を実行する。このとき、ＣＰＵ５
０５は、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアに記憶されるセキュリティ時間設定ＫＳＥ
Ｓのビット番号［２－０］におけるビット値を読み出す（Ｓａ１０１）。そして、この読
出値が“０００”であるか否かを判定する（Ｓａ１０２）。
【０２２０】
　Ｓａ１０２にて読出値が“０００”と判定された場合には、定常設定時間を既定の固定
時間に設定する（Ｓａ１０３）。ここで、定常設定時間は、セキュリティ時間のうち、シ
ステムリセットの発生等に基づくセキュリティチェック処理の実行回数（メイン制御部４
１がセキュリティモードとなる回数）に関わりなく、一定となる時間成分である。また、
固定時間は、セキュリティ時間のうち、メイン制御部４１の仕様などに基づいて予め定め
られた不変時間成分であり、例えばセキュリティ時間として設定可能な最小値となるもの
であれば良い。
【０２２１】
　Ｓａ１０２にて読出値が“０００”以外と判定された場合には、その読出値に対応して
、固定時間に加えて図１０（Ｄ）に示す設定内容により選択される延長時間を、定常設定
時間に設定する（Ｓａ１０４）。こうして、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号
［２－０］におけるビット値が“０００”以外の値である場合には、セキュリティチェッ
ク処理の実行時間であるセキュリティ時間を、固定時間に加えて予め選択可能な複数の延
長時間のいずれかに設定することができる。
【０２２２】
　Ｓａ１０３、Ｓａ１０４の処理のいずれかを実行した後には、セキュリティ時間設定Ｋ
ＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値を読み出す（Ｓａ１０５）。そして、こ
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の読出値が“００”であるか否かを判定する（Ｓａ１０６）。
【０２２３】
　Ｓａ１０６にて読出値が“００”と判定された場合には、定常設定時間をセキュリティ
時間に設定する（Ｓａ１０７）。これに対して、読出値が“００”以外と判定された場合
には、その読出値に対応して決定される可変設定時間を、定常設定時間に加算してセキュ
リティ時間に設定する（Ｓａ１０８）。ここで、可変設定時間は、セキュリティ時間のう
ち、セキュリティチェック処理が実行されるごとに変化する時間成分であり、セキュリテ
ィ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値が“０１”（ショートモー
ド）であるか“１０”（ロングモード）であるかに応じて異なる所定の時間範囲で変化す
る。例えば、システムリセットの発生時に、所定のフリーランカウンタにおけるカウント
値がメイン制御部４１に内蔵された可変セキュリティ時間用レジスタに格納される場合に
は、Ｓａ１０８の処理において、可変セキュリティ時間用レジスタの格納値をそのまま用
いること、あるいは、その格納値を所定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得
られた値を用いることなどにより、可変設定時間がシステムリセット毎に所定の時間範囲
でランダムに変化するように決定されれば良い。こうして、セキュリティ時間設定ＫＳＥ
Ｓのビット番号［４－３］におけるビット値が“００”以外の値である場合には、セキュ
リティチェック処理の実行時間であるセキュリティ時間を、システムリセットの発生等に
基づくセキュリティチェック処理が実行されるごとに所定の時間範囲で変化させることが
できる。
【０２２４】
　ここで、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“
０００”以外の値であり、かつ、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］
におけるビット値が“００”以外の値である場合には、ステップＳ４にて設定される延長
時間と、ステップＳ８にて設定される可変設定時間との双方が、固定時間に加算されて、
セキュリティ時間が決定されることになる。
【０２２５】
　Ｓａ１０７、Ｓａ１０８の処理のいずれかを実行した後には、ＲＯＭ５０６の所定領域
に記憶されたセキュリティコードを読み出す（Ｓａ１０９）。ここで、ＲＯＭ５０６の所
定領域には、記憶内容のデータを所定の演算式によって演算した演算結果のセキュリティ
コードが予め記憶されている。セキュリティコードの生成方法としては、例えばハッシュ
関数を用いてハッシュ値を生成するもの、エラー検出コード（ＣＲＣコード）を用いるも
の、エラー訂正コード（ＥＣＣコード）を用いるもののいずれかといった、予め定められ
た生成方法を使用すれば良い。また、ＲＯＭ５０６のセキュリティコード記憶領域とは異
なる所定領域には、セキュリティコードを演算により特定するための演算式が、暗号化し
て予め記憶されている。
【０２２６】
　ステップＳａ１０９の処理に続いて、暗号化された演算式を復号化して元に戻す（Ｓａ
１１０）。その後、Ｓａ１１０で復号化した演算式により、ＲＯＭ５０６の所定領域にお
ける記憶データを演算してセキュリティコードを特定する（Ｓａ１１１）。このときセキ
ュリティコードを特定するための演算に用いる記憶データは、例えばＲＯＭ５０６の記憶
データのうち、セキュリティチェックプログラム５０６Ａとは異なるユーザプログラムの
全部又は一部に相当するプログラムデータ、あるいは、所定のテーブルデータを構成する
固定データの全部又は一部であれば良い。そして、Ｓａ１０９にて読み出したセキュリテ
ィコードと、Ｓａ１１１にて特定されたセキュリティコードとを比較する（Ｓａ１１２）
。このときには、比較結果においてセキュリティコードが一致したか否かを判定する（Ｓ
ａ１１３）。
【０２２７】
　Ｓａ１１３にてセキュリティコードが一致しない場合には、ＲＯＭ５０６に不正な変更
が加えられたと判断して、ＣＰＵ５０５の動作を停止状態（ＨＡＬＴ）へ移行させる。こ
れに対して、Ｓａ１１３にてセキュリティコードが一致した場合には、プログラム管理エ
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リアに記憶されている第１乱数初期設定ＫＲＳ１や第２乱数初期設定ＫＲＳ２を読み出し
て、図２５に示す乱数回路設定処理を実行した後（Ｓａ１１４）、乱数回路５０９におけ
る動作異常の有無を検査するために図２６に示す乱数回路異常検査処理を実行する（Ｓａ
１１５）。
【０２２８】
　図２５に示す乱数回路設定処理では、まず、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［
３］におけるビット値に基づき、乱数回路５０９を使用するための設定を行う（Ｓａ２０
１）。本実施例では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［３］におけるビット値が
予め“１”とされており、このビット値に対応して乱数回路５０９を使用する設定が行わ
れる。続いて、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］におけるビット値に基づき
、乱数回路５０９における乱数更新クロックＲＧＫの設定を行う（Ｓａ２０２）。本実施
例では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［２］におけるビット値が予め“１”と
されていることに対応して、乱数用クロック生成回路４３で生成された乱数用クロックＲ
ＣＬＫを２分周して乱数更新クロックＲＧＫとする設定が行われる。
【０２２９】
　Ｓａ２０２での設定を行った後には、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０
］におけるビット値に基づき、乱数回路５０９における乱数更新規則の設定を行う（Ｓａ
２０３）。本実施例では、第１乱数初期設定ＫＲＳ１のビット番号［１－０］におけるビ
ット値として予め“１０”が設定されており、乱数列ＲＳＮにおける乱数更新規則を２周
目以降は自動で変更する設定がなされる。
【０２３０】
　続いて、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値に基づき、乱
数値となる数値データにおける起動時スタート値を決定する（Ｓａ２０４）。本実施例で
は、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［１］におけるビット値として予め“１”が
設定されており、乱数のスタート値をＩＤナンバーに基づく値とする設定がなされる。
【０２３１】
　さらに、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値に基づき、乱
数値となる数値データのスタート値をシステムリセット毎に変更するか否かの設定を行う
（Ｓａ２０５）。本実施例では、第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］における
ビット値が予め“０”とされており、Ｓａ２０４にて設定した起動時スタート値をそのま
ま用いて、乱数回路５０９におけるスタート値としている。Ｓａ２０５の処理による設定
が完了すると、乱数回路５０９では乱数値の生成動作が開始されることとなる。尚、第２
乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］におけるビット値が予め“１”とされている場
合には、乱数のスタート値をシステムリセット毎に変更する設定がなされる。この場合に
は、例えば、システムリセットの発生時に、所定のフリーランカウンタにおけるカウント
値がメイン制御部４１に内蔵された乱数スタート値用レジスタに格納される場合には、Ｓ
ａ２０５の処理において、乱数スタート値用レジスタの格納値をそのまま用いること、あ
るいは、その格納値を所定の演算関数（例えばハッシュ関数）に代入して得られた値を用
いることなどにより、乱数のスタート値がシステムリセット毎に所定の数値範囲（例えば
乱数生成回路５５３にて生成されるカウント値順列ＲＣＮに含まれる数値データの全部又
は一部を含む範囲）でランダムに変化するように決定されれば良い。
【０２３２】
　尚、乱数回路設定処理による設定は、ＣＰＵ５０５の処理が介在することなく、乱数回
路５０９がプログラム管理エリアの記憶データに基づき自律的に行うようにしても良い。
この場合、乱数回路５０９は、メイン制御部４１がセキュリティモードとなっているとき
には初期設定を行わず、乱数値の生成動作が行われないようにしても良い。そして、メイ
ン制御部４１にてＣＰＵ５０５がＲＯＭ５０６に記憶されたユーザプログラムを読み出し
てユーザモードが開始されたときに、例えばＣＰＵ５０５から乱数回路５０９に対して初
期設定を指示する制御信号が伝送されたことなどに応答して、乱数回路５０９が初期設定
を行ってから乱数値の生成動作を開始するようにしても良い。また、特に乱数回路５０９
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がメイン制御部４１に外付けされる場合などには、メイン制御部４１がセキュリティモー
ドとなっているときでも、乱数回路５０９がＣＰＵ５０５における処理とは独立して、プ
ログラム管理エリアの記憶データに基づく初期設定を行ってから、乱数値の生成動作を開
始するようにしても良い。
【０２３３】
　図２６に示す乱数回路異常検査処理では、まず乱数用クロック異常判定カウンタをクリ
アして、そのカウント値である乱数用クロック異常判定カウント値を「０」に初期化する
（Ｓａ３０１）。続いて、内部情報レジスタＣＩＦのビット番号［４］に格納されている
内部情報データＣＩＦ４を読み出す（Ｓａ３０２）。そして、Ｓａ３０２での読出値が“
１”であるか否かを判定する。このとき、乱数回路５０９が備える周波数監視回路５５１
によって、乱数用外部クロック端子ＥＲＣからの乱数用クロックＲＣＬＫに周波数異常が
検知された場合には、内部情報データＣＩＦ４としてビット値“１”が書き込まれる。
【０２３４】
　そこで、Ｓａ３０３にて読出値が“１”と判定された場合には、乱数用クロック異常判
定カウント値を１加算するように更新する（Ｓａ３０４）。このときには、Ｓａ３０４で
の更新後におけるカウント値が所定のクロック異常判定値に達したか否かを判定する（Ｓ
ａ３０５）。ここで、クロック異常判定値は、周波数監視回路５５１により乱数用クロッ
クＲＣＬＫの周波数異常が連続して検知された場合にクロック異常と判定するために予め
定められた数値であれば良い。Ｓａ３０５にてクロック異常判定値に達していなければ、
Ｓａ３０２の処理に戻り、再び内部情報データＣＩＦ４のビット値に基づく判定を行う。
【０２３５】
　Ｓａ３０５にてクロック異常判定値に達した場合には、乱数用クロックが正常に機能し
ていないと判断して、ＣＰＵ５０５の動作を停止状態（ＨＡＬＴ）へ移行させる。
【０２３６】
　Ｓａ３０３にて読出値が“０”と判定された場合には、乱数値異常判定カウンタをクリ
アして、そのカウント値である乱数値異常判定カウント値を「０」に初期化する（Ｓａ３
０６）。尚、Ｓａ３０３の処理では、Ｓａ３０２にて読み出した内部情報データＣＩＦ４
のビット値が複数回（例えば２回など）連続して“０”となったときに、読出値が“０”
であると判定しても良い。
【０２３７】
　Ｓａ３０６の処理に続いて、乱数値における異常の有無をチェックするために用いるチ
ェック値を、初期値「００００Ｈ」に設定する（Ｓａ３０７）。そして、乱数回路５０９
が備える乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａから、格納されている乱数
値となる数値データを読み出す（Ｓａ３０８）。例えば、Ｓａ３０８の処理では、乱数ラ
ッチ選択レジスタＲＤＬＳのビット番号［０］に格納される乱数ラッチ選択データＲＤＬ
Ｓ０のビット値を“０”として、ソフトウェアによる乱数値の取り込みを指定する。続い
て、乱数値取込指定レジスタＲＤＬＴのビット番号［０］に格納される乱数値取込指定デ
ータＲＤＬＴ０のビット値を“１”として、乱数値レジスタＲ１Ｄへの取り込みを指定す
る。なお、乱数値取込指定レジスタＲＤＬＴのビット番号［０］におけるビット値を“１
”とすることは、ＣＰＵ５０５から乱数回路５０９に対して数値データの取り込み（ラッ
チ）を指示するラッチ信号を出力することに相当する。その後、乱数値レジスタＲ１Ｄに
供給するレジスタリード信号ＲＲＳ１をオン状態とすることにより、格納されている乱数
値となる数値データを読み出すようにすれば良い。
【０２３８】
　Ｓａ３０８にて数値データを読み出した後には、その読出値を乱数検査基準値に設定す
る（Ｓａ３０９）。続けて、さらに乱数値レジスタ５５９Ａから乱数値となる数値データ
を読み出す（Ｓａ３１０）。尚、Ｓａ３１０での読出動作は、Ｓａ３０８での読出動作と
同様の手順で行われれば良い。また、Ｓａ３０８での読出動作と、Ｓａ３１０での読出動
作との間には、乱数回路５０９で生成される乱数列ＲＳＮにおける数値データが変化する
ために十分な遅延時間を設けると良い。Ｓａ３１０にて数値データを読み出した後には、
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乱数検査基準値と、Ｓａ３１０での読出値との排他的論理和演算を実行する（Ｓａ３１１
）。また、Ｓａ３１１での演算結果と、チェック値との論理和演算を実行し、演算結果を
新たなチェック値とするように更新させる（Ｓａ３１２）。例えば、チェック値はＲＡＭ
５０７の所定領域に記憶しておき、Ｓａ３１２の処理が実行される毎に、その処理で得ら
れた演算結果を新たなチェック値として保存すれば良い。これにより、乱数値レジスタ５
５９Ａから読み出した数値データにおける全ビットの変化が記録され、複数回の読出中に
少なくとも１回は値が変化したビットであれば、チェック値において対応するビット値が
“１”となる。
【０２３９】
　そこで、チェック値が「ＦＦＦＦＨ」となったか否かを判定し（Ｓａ３１３）、なって
いれば、全ビットについてビット値の変化が認められることから、乱数値が正常に更新さ
れていると判断して、乱数回路異常検査処理を終了する。尚、乱数値が正常に更新されて
いることを確認できた場合には、乱数ラッチ選択レジスタＲＤＬＳのビット番号［０］に
格納される乱数ラッチ選択データＲＤＬＳ０のビット値を“１”として、入力ポートＰ０
への信号入力に応じた乱数値レジスタＲ１Ｄへの乱数値取込を、指示するよう設定される
。本実施例では、入力ポートＰ０にスタートスイッチ７からのゲーム開始信号ＳＳ１を伝
送する配線が接続される。これにより、ゲーム開始信号ＳＳ１がオン状態となったときに
乱数値レジスタＲ１Ｄへの乱数値取込を行うことができる。
【０２４０】
　Ｓａ３１３にてチェック値が「ＦＦＦＦＨ」以外と判定された場合には、乱数値異常判
定カウント値を１加算するように更新する（Ｓａ３１４）。このときには、Ｓａ３１４で
の更新後におけるカウント値が所定の乱数値異常判定値に達したか否かを判定する（Ｓａ
３１５）。ここで、乱数値異常判定値は、乱数回路５０９が正常動作していれば、乱数値
レジスタ５５９Ａから読み出される数値データの全ビットが少なくとも１回は変化するの
に十分な判定回数となるように、予め定められた数値であれば良い。Ｓａ３１５にて乱数
値異常判定値に達していなければ、Ｓａ３１０の処理に戻り、再び乱数回路５０９から乱
数値となる数値データを読み出して異常の有無をチェックするための判定などを行う。
【０２４１】
　Ｓａ３１５にて乱数値異常判定値に達した場合には、乱数用クロックが正常に機能して
いないと判断して、ＣＰＵ５０５の動作を停止状態（ＨＡＬＴ）へ移行させる。
【０２４２】
　尚、乱数回路異常検査処理は、ＣＰＵ５０５が実行するものに限定されず、ＣＰＵ５０
５以外のメイン制御部４１における内蔵回路により乱数回路異常検査処理が実行されても
良い。一例として、乱数回路５０９が乱数回路異常検査処理を実行する機能を有し、乱数
用クロックＲＣＬＫの周波数異常が検知されたときや、乱数値の異常が検知されたときに
、エラーの発生をＣＰＵ５０５に通知するようにしても良い。また、乱数回路異常検査処
理は、起動時に実行されるものに限定されず、例えばメイン制御部４１にてタイマ割込み
が発生する毎に、乱数回路異常検査処理の一部又は全部が実行されるようにしても良い。
【０２４３】
　図２４に戻り、Ｓａ１１４の乱数回路設定処理及びＳａ１１５の乱数回路異常検査処理
の後、Ｓａ１０７やＳａ１０８の処理で設定されたセキュリティ時間が経過したか否かを
判定する（Ｓａ１１６）。このとき、セキュリティ時間が経過していなければ、Ｓａ１１
６の処理を繰り返し実行して、セキュリティ時間が経過するまで待機する。そして、Ｓａ
１１６にてセキュリティ時間が経過したと判定された場合には、セキュリティチェック処
理を終了し、ＣＰＵ５０５に内蔵されたプログラムカウンタの値をＲＯＭ５０６における
ユーザプログラムの先頭アドレス（アドレス００００Ｈ）に設定することなどにより、メ
イン制御部４１の動作状態がセキュリティモードからユーザモードへと移行し、ＲＯＭ５
０６に記憶されたユーザプログラムの実行が開始されることになる。尚、前述のようにユ
ーザリセット信号の入力に伴う起動時には、セキュリティモードを経ずにユーザモードか
ら開始することとなる。
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【０２４４】
　ユーザモードではまず、内蔵デバイスや周辺ＩＣ、割込モード、スタックポインタ等を
初期化した後（Ｓａ２）、Ｉレジスタ及びＩＹレジスタの値を初期化する（Ｓａ３）。Ｉ
レジスタ及びＩＹレジスタの初期化により、Ｉレジスタには、割込発生時に参照する割込
テーブルのアドレスが設定され、ＩＹレジスタには、ＲＡＭ５０７の格納領域を参照する
際の基準アドレスが設定される。これらの値は、固定値であり、起動時には常に初期化さ
れることとなる。
【０２４５】
　次いで、ＲＡＭ５０７へのアクセスを許可し（Ｓａ４）、ＲＡＭ５０７の全ての格納領
域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）のＲＡＭパリティを計算する（Ｓａ５）
。ついで、打止スイッチ３６ａ、自動精算スイッチ３６ｂの状態を取得し、メイン制御部
４１の特定のレジスタに打止機能、自動精算機能の有効／無効を設定した後（Ｓａ６）、
後述するポート入力処理において取得した各スイッチの入力データ、前回と今回の入力デ
ータが同じ状態を示す各スイッチの確定データ、前回と今回の確定データが異なる状態を
示す各スイッチのエッジデータをそれぞれクリアし（Ｓａ７）、さらに停電が検知された
旨を示す電断フラグをクリアする（Ｓａ８）。
【０２４６】
　次いで、Ｓａ５のステップにおいて計算したＲＡＭパリティが０か否かを判定する（Ｓ
ａ９）。正常に電断割込処理（メイン）が行われていれば、ＲＡＭパリティが０になるは
ずであり、Ｓａ９のステップにおいてＲＡＭパリティが０でなければ、ＲＡＭ５０７に格
納されているデータが正常ではなく、この場合には、ＲＡＭ５０７の格納領域のうち、使
用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化１を実行した後（Ｓａ２３）
、設定キースイッチ３７がＯＮか否かを判定し（Ｓａ２４）、設定キースイッチ３７がＯ
Ｎであれば、設定開始コマンドを特定コマンド送信用バッファに設定し、サブ制御部９１
に対して送信する（Ｓａ２１）。次いで、割込を許可して（Ｓａ２２）、設定変更処理、
すなわち設定変更状態に移行する。
【０２４７】
　Ｓａ２４のステップにおいて設定キースイッチ３７がＯＦＦであれば、ＲＡＭ異常を示
すエラーコードをレジスタに設定し（Ｓａ２５）、ＲＡＭ異常を示すエラーコマンドを特
定コマンド送信用バッファに設定し、サブ制御部９１に対して送信し（Ｓａ２６）、割込
を許可して（Ｓａ２７）、エラー処理、すなわちＲＡＭ異常エラー状態に移行する。
【０２４８】
　Ｓａ９のステップにおいて、ＲＡＭパリティが０であれば、更に破壊診断用データが正
常か否かを判定する（Ｓａ１０）。正常に電断処理（メイン）が行われていれば、破壊診
断用データが設定されているはずであり、Ｓａ１０のステップにおいて破壊診断用データ
が正常でない場合（破壊診断用データが電断時に格納される５Ａ（Ｈ）以外の場合）にも
、ＲＡＭ５０７のデータが正常ではないので、Ｓａ２３のステップに移行して初期化１を
実行し、その後、Ｓａ２４のステップにおいて設定キースイッチ３７がＯＮであれば、設
定開始コマンドの送信（Ｓａ２１）の後、割込を許可して（Ｓａ２２）、設定変更処理に
移行する。また、Ｓａ２４のステップにおいて設定キースイッチ３７がＯＦＦであれば、
ＲＡＭ異常を示すエラーコードの設定（Ｓａ２５）、ＲＡＭ異常を示すエラーコマンドの
送信（Ｓ２６）の後、割込を許可して（Ｓａ２７）、エラー処理に移行する。
【０２４９】
　Ｓａ１０のステップにおいて破壊診断用データが正常であると判定した場合には、ＲＡ
Ｍ５０７のデータは正常であるので、破壊診断用データをクリアし（Ｓａ１１）、ＲＡＭ
５０７の非保存ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域を初期化する初期化３を行っ
た後（Ｓａ１２）、設定キースイッチ３７がＯＮか否かを判定し（Ｓａ１３）、設定キー
スイッチ３７がＯＮであれば、Ｓａ２０のステップに移行して初期化１を実行し、設定開
始コマンドの送信（Ｓａ２１）の後、割込を許可して（Ｓａ２２）、設定変更処理に移行
する。
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【０２５０】
　Ｓａ１３のステップにおいて設定キースイッチ３７がＯＦＦであれば、各レジスタを電
断前の状態、すなわちスタックに保存されている状態に復帰し（Ｓａ１４）、復帰コマン
ドを特定コマンド送信用バッファに設定し、サブ制御部９１に対して送信する（Ｓａ１５
）。そして、乱数ラッチフラグレジスタの値に基づいて乱数値がラッチされているか否か
、すなわち乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれているか否かを判定し（Ｓ
ａ１６）、乱数値がラッチされていなければＳａ１８のステップに進み、割込を許可して
電断前の最後に実行していた処理に戻る。Ｓａ１６のステップにおいて乱数値がラッチさ
れていれば、乱数値レジスタ５５９Ａから内部抽選用の乱数値を読み出し（Ｓａ１７）、
Ｓａ１８のステップに進み、割込を許可して電断前の最後に実行していた処理に戻る。尚
、Ｓａ１７のステップにおいて乱数値レジスタ５５９から内部抽選用の乱数値が読み出さ
れると乱数ラッチフラグレジスタがクリアされ、新たな数値データの取込が許可されるこ
ととなる。また、Ｓａ１７のステップにおいては、内部抽選用の乱数値を読み出すものの
、読み出した乱数値を用いる訳ではなく、スタートスイッチ７の操作に応じて新たな乱数
値の取込を可能とするためにダミーとして読み出すものである。
【０２５１】
　このように起動処理では、システムリセット時のみセキュリティモードの後、ユーザモ
ードに移行するのに対してユーザリセット時には、セキュリティモードを省き、ユーザモ
ードから開始するようになっている。
【０２５２】
　システムリセット時のセキュリティモードでは、乱数回路５０９の設定を行う乱数回路
設定処理を行うとともに、乱数回路設定処理において乱数の更新規則の設定や乱数のスタ
ート値の設定などが行われる一方でユーザリセット時には、セキュリティモードは省略さ
れ、ユーザモードから開始することとなる。このため、システムリセット時には、乱数の
初期値が設定し直されるのに対して、ユーザリセット時には、乱数回路５０９の設定は行
われず、リセット前からの状態のまま乱数となる数値データの更新が継続されることとな
る。また、セキュリティモードの間は、割込が許可されることがなく、ユーザモードへ移
行した後に割込が許可されるので、システムリセット時においては、割込が許可されるよ
りも前に、これら乱数回路５０９の設定が行われることとなる。
【０２５３】
　また、システムリセットであるかユーザリセットであるかに関わらず、ＲＡＭ５０７へ
のアクセスが許可された後、他の処理を行うことなく、まず、ＲＡＭ５０７の全ての格納
領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）のＲＡＭパリティを計算し、その後、
計算したＲＡＭパリティから格納データが正常か否かの判定を行う前に、ＲＡＭ５０７の
格納データが正常か否かに関わらず共通して行う必要のある処理として、打止機能、自動
精算機能の有効／無効の設定、各スイッチの入力データ、確定データ、エッジデータのク
リア、電断フラグのクリアを行い、その後、ＲＡＭパリティに基づいてＲＡＭ５０７の格
納データが正常か否かの判定を行うようになっている。
【０２５４】
　図２７は、メイン制御部４１が実行するエラー処理の制御内容を示すフローチャートで
ある。
【０２５５】
　エラー処理では、まず、現在の遊技補助表示器１２の表示状態をスタックに退避し（Ｓ
ｂ１）、レジスタに格納されているエラーコードを遊技補助表示器１２に表示し（Ｓｂ２
）、エラーコードがＲＡＭ異常エラーであるか否かを判定し（Ｓｂ３）、ＲＡＭ異常エラ
ーを示すエラーコードである場合には、いずれの処理も行わないループ処理に移行する。
【０２５６】
　Ｓｂ３のステップにおいてＲＡＭ異常エラーを示すエラーコードではないと判定された
場合には、エラー状態の発生及びその種類を示すエラーコマンドを通常コマンド送信用バ
ッファに設定する（Ｓｂ４）。Ｓｂ４のステップで設定されたエラーコマンドは、その後
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のタイマ割込処理（メイン）にてサブ制御部９１に対して送信される。
【０２５７】
　次いで、リセット／設定スイッチ３８の操作が検出されているか否かを判定し（Ｓｂ５
）、リセット／設定スイッチ３８の操作が検出されていなければ、更にリセットスイッチ
２３の操作が検出されているか否かを判定し（Ｓｂ６）、リセットスイッチ２３の操作も
検出されていなければ、Ｓｂ５のステップに戻る。すなわちリセット／設定スイッチ３８
またはリセットスイッチ２３の操作が検出されるまで、遊技の進行が不能な状態で待機す
る。
【０２５８】
　そして、Ｓｂ５のステップにおいてリセット／設定スイッチ３８の操作が検出された場
合、またはＳｂ６のステップにおいてリセットスイッチ２３の操作が検出された場合には
、レジスタに格納されているエラーコードをクリアし（Ｓｂ７）、遊技補助表示器１２の
表示状態をＳｂ１のステップにおいてスタックに退避した表示状態に復帰させ（Ｓｂ８）
、エラー状態が解除された旨を示すエラーコマンドを通常コマンド送信用バッファに設定
して（Ｓｂ９）、もとの処理に戻る。Ｓｂ９で設定されたエラーコマンドは、その後のタ
イマ割込処理（メイン）にてサブ制御部９１に対して送信される。
【０２５９】
　このようにエラー処理においては、ＲＡＭ異常以外によるエラー処理であれば、リセッ
ト／設定スイッチ３８またはリセットスイッチ２３が操作されることで、エラー状態を解
除してもとの処理に復帰するが、ＲＡＭ異常によるエラー処理であれば、リセット／設定
スイッチ３８またはリセットスイッチ２３が操作されてもエラー状態が解除され、元の状
態に復帰することはない。
【０２６０】
　図２８は、メイン制御部４１が実行する設定変更処理の制御内容を示すフローチャート
である。
【０２６１】
　設定変更処理では、まず、ＲＡＭ５０７の設定値ワークに格納されている設定値を読み
出して、読み出した値を表示値とし（Ｓｃ１）、表示値が設定可能な範囲（１～６）外か
否かを判定し（Ｓｃ２）、表示値が設定可能な範囲内であればＳｃ４のステップに進み、
表示値が設定可能な範囲外であれば、表示値を１に補正し、Ｓｃ５のステップに進む。
【０２６２】
　Ｓｃ５のステップでは、設定値表示器２４に表示値を表示させた後、リセット／設定ス
イッチ３８とスタートスイッチ７の操作の検出待ちの状態となり（Ｓｃ５、Ｓｃ６）、Ｓ
ｃ５のステップにおいてリセット／設定スイッチ３８のｏｎが検出されると、操作スイッ
チの立上りを示す立上りエッジをクリアし（Ｓｃ７）、表示値を１加算し（Ｓｃ８）、Ｓ
ｃ２のステップに戻る。
【０２６３】
　また、Ｓｃ６のステップにおいてスタートスイッチ７のｏｎが検出された場合には、立
上りエッジをクリアし（Ｓｃ９）、設定値表示器２４に表示されている値を０に更新し（
Ｓｃ１０）、設定キースイッチ３７がＯＦＦの状態となるまで待機する（Ｓｃ１１）。
【０２６４】
　Ｓｃ１１のステップにおいて設定キースイッチ３７のＯＦＦが判定されると、表示値を
設定値ワークに格納して（Ｓｃ１２）、遊技状態コマンドを生成し、コマンド送信用バッ
ファに設定し（Ｓｃ１３）、ゲーム処理に移行する。Ｓｃ１３のステップにおいて設定さ
れた遊技状態コマンドは、その後のタイマ割込処理（メイン）にてサブ制御部９１に対し
て送信される。
【０２６５】
　図２９は、メイン制御部４１が実行するゲーム処理の制御内容を示すフローチャートで
ある。
【０２６６】
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　ゲーム処理では、ＢＥＴ処理（Ｓｄ１）、内部抽選処理（Ｓｄ２）、リール回転処理（
Ｓｄ３）、入賞判定処理（Ｓｄ４）、払出処理（Ｓｄ５）、ゲーム終了時処理（Ｓｄ６）
を順に実行し、ゲーム終了時処理が終了すると、再びＢＥＴ処理に戻る。
【０２６７】
　Ｓｄ１のステップにおけるＢＥＴ処理では、賭数を設定可能な状態で待機し、遊技状態
に応じた規定数の賭数が設定され、スタートスイッチ７が操作された時点でゲームを開始
させる処理を実行する。
【０２６８】
　Ｓｄ２のステップにおける内部抽選処理では、Ｓｄ１のステップにおけるスタートスイ
ッチ７の検出によるゲーム開始と同時にラッチされた内部抽選用の乱数値に基づいて上記
した各役への入賞を許容するかどうかを決定する処理を行う。この内部抽選処理では、そ
れぞれの抽選結果に基づいて、ＲＡＭ５０７に当選フラグが設定される。
【０２６９】
　Ｓｄ３のステップにおけるリール回転処理では、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを回転させ
る処理、遊技者によるストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が検出されたことに応じ
て対応するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を停止させる処理を実行する。
【０２７０】
　Ｓｄ４のステップにおける入賞判定処理では、Ｓｄ３のステップにおいて全てのリール
２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転が停止したと判定した時点で、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒに導出
された表示結果に応じて入賞が発生したか否かを判定する処理を実行する。
【０２７１】
　Ｓｄ５のステップにおける払出処理では、Ｓｄ４のステップにおいて入賞の発生が判定
された場合に、その入賞に応じた払出枚数に基づきクレジットの加算並びにメダルの払出
等の処理を行う。
【０２７２】
　Ｓｄ６のステップにおけるゲーム終了時処理では、次のゲームに備えて遊技状態を設定
する処理を実行する。
【０２７３】
　また、ゲーム処理では、ゲームの進行制御に応じてコマンドを生成し、通常コマンド送
信用バッファに設定することで、その後のタイマ割込処理（メイン）においてサブ制御部
９１に対して設定されたコマンドが送信されるようになっている。
【０２７４】
　図３０～図３２は、メイン制御部４１がＳｄ１のステップにおいて実行するＢＥＴ処理
の制御内容を示すフローチャートである。
【０２７５】
　ＢＥＴ処理では、まず、ＲＡＭ５０７において賭数の値が格納されるＢＥＴカウンタの
値をクリアし（Ｓｅ１）、遊技状態に応じた規定数（本実施例では遊技状態に関わらず３
）をＲＡＭ５０７に設定し（Ｓｅ２）、ＲＡＭ５０７にリプレイゲームである旨を示すリ
プレイゲームフラグが設定されているか否かに基づいて当該ゲームがリプレイゲームであ
るか否かを判定する（Ｓｅ３）。
【０２７６】
　Ｓｅ３のステップにおいて当該ゲームがリプレイゲームであると判定された場合には、
賭数が３加算された旨を示すＢＥＴコマンドを通常コマンド送信用バッファに設定し（Ｓ
ｅ４）、ＢＥＴカウンタの値を１加算し（Ｓｅ５）、ＲＡＭ５０７に設定された賭数の規
定数を参照し、ＢＥＴカウンタの値が規定数であるか否か、すなわちゲームの開始条件と
なる賭数が設定されているか否かを判定し（Ｓｅ６）、ＢＥＴカウンタの値が規定数でな
ければＳｅ５のステップに戻り、ＢＥＴカウンタの値が規定数であれば、メダルの投入不
可を示す投入不可フラグをＲＡＭ５０７に設定し（Ｓｅ７）、Ｓｅ１２のステップに進む
。Ｓｅ４のステップで設定されたＢＥＴコマンドは、その後のタイマ割込処理（メイン）
でサブ制御部９１に対して送信される。
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【０２７７】
　Ｓｅ３のステップにおいて当該ゲームがリプレイゲームでないと判定されれば、投入待
ち前の設定を行い（Ｓｅ８）、Ｓｅ９のステップに進む。投入待ち前の設定では、ＲＡＭ
５０７に設定されている投入不可フラグをクリアし、メダルの投入が可能な状態とする。
【０２７８】
　Ｓｅ９のステップでは、ＢＥＴカウンタの値が規定数であるか否か、すなわちゲームの
開始条件となる賭数が設定されているか否かを判定し、ＢＥＴカウンタの値が規定数でな
ければＳｅ１４のステップに進み、ＢＥＴカウンタの値が規定数であれば、さらにいずれ
かのスイッチがＯＦＦに変化したか否かを判定する（Ｓｅ１０）。Ｓｅ１０のステップで
は、いずれかのスイッチの立下りを示す立下りエッジが設定されているか否かに基づいて
いずれかのスイッチがＯＦＦに変化したか否かが判定される。さらに立下りエッジは、い
ずれかのスイッチがＯＦＦに変化し、かつ全てのスイッチがＯＦＦである場合にのみ設定
されるので、Ｓｅ１０のステップでは、いずれかのスイッチがＯＦＦに変化したか否かに
加えて他のスイッチがＯＦＦであるかどうかについても判定されることとなる。
【０２７９】
　Ｓｅ１０のステップにおいていずれのスイッチもＯＦＦに変化していないと判定された
場合、またはいずれかのスイッチがＯＦＦに変化したものの未だＯＮが継続しているスイ
ッチがある場合には、Ｓｅ１４のステップに進み、いずれかのスイッチがＯＦＦに変化し
、かつ全てのスイッチがＯＦＦであると判定された場合には、立下りエッジをクリアし（
Ｓｅ１１）、Ｓｅ１２のステップに進む。
【０２８０】
　Ｓｅ１２のステップでは、乱数ラッチフラグレジスタの値に基づいて乱数値がラッチさ
れているか否か、すなわち乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれているか否
かを判定し、乱数値がラッチされていなければＳｅ１４のステップに進み、乱数値がラッ
チされていれば乱数値レジスタ５５９Ａから内部抽選用の乱数値を読み出し（Ｓｅ１３）
、Ｓｅ１４のステップに進む。尚、Ｓｅ１３のステップにおいて乱数値レジスタ５５９か
ら内部抽選用の乱数値が読み出されると乱数ラッチフラグレジスタがクリアされ、新たな
数値データの取込が許可されることとなる。また、Ｓｅ１３のステップにおいては、内部
抽選用の乱数値を読み出すものの、読み出した乱数値を用いる訳ではなく、スタートスイ
ッチ７の操作に応じて新たな乱数値の取込を可能とするためにダミーとして読み出すもの
である。このため、ゲームの開始条件となる賭数が設定されている状態であるが、スター
トスイッチ７以外のスイッチが操作されており、スタートスイッチ７の操作が無効化され
ている状態でスタートスイッチ７が操作されたために乱数値がラッチされ、新たな乱数値
の取込が禁止されている状態であっても、全てのスイッチがＯＦＦの状態となり、スター
トスイッチ７の操作が有効化された時点でラッチされている乱数値がダミーとして読み出
され、その後のスタートスイッチ７が操作されたタイミングで新たに乱数値をラッチする
ことが可能となる。
【０２８１】
　Ｓｅ１４のステップでは、レジスタにエラーコードが設定されているか否か、すなわち
エラーが検知されたか否かを判定し、エラーコードが設定されていれば、図２７に示すエ
ラー処理に移行する。
【０２８２】
　Ｓｅ１４のステップにおいてエラーコードが設定されていなければ、ＲＡＭ５０７に投
入不可フラグが設定されているか否かに基づいてメダルの投入が可能な状態か否かを判定
する（Ｓｅ１５）。Ｓｅ１５のステップにおいてメダルの投入が可能な状態であると判定
された場合には、流路切替ソレノイド３０をｏｎの状態とし、メダルの流路をホッパータ
ンク側の経路としてメダルの投入が可能な状態とし（Ｓｅ１６）、Ｓｅ１８のステップに
進み、メダルの投入が可能な状態でないと判定された場合には、流路切替ソレノイド３０
をｏｆｆの状態とし、メダルの流路をメダル払出口９側の経路として新たなメダルの投入
を禁止し（Ｓｅ１７）、Ｓｅ１８のステップに進む。
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【０２８３】
　Ｓｅ１８のステップにおいては、設定キースイッチ３７がｏｎの状態か否かを判定し、
設定キースイッチ３７がｏｎであれば、ＢＥＴカウンタの値が０か否かを判定する（Ｓｅ
１９）。そして、Ｓｅ１９のステップにおいてＢＥＴカウンタの値が０であれば、確認開
始コマンドを通常コマンド送信用バッファに設定し（Ｓｅ２０）、設定確認処理（Ｓｅ２
１）、すなわち設定確認状態に移行する。Ｓｅ２０のステップで設定された確認開始コマ
ンドは、その後のタイマ割込処理（メイン）でサブ制御部９１に対して送信される。また
、Ｓｅ２１のステップにおける設定確認処理が終了した後は、Ｓｅ９のステップに戻る。
【０２８４】
　Ｓｅ１８のステップにおいて設定キースイッチ３７がｏｎではない場合またはＳｅ１９
のステップにおいてＢＥＴカウンタの値が０ではない場合には、Ｓｅ２２のステップに進
み、投入メダルセンサ３１により投入メダルの通過が検出されたか否か、すなわち投入メ
ダルの通過が検出された旨を示す投入メダルフラグの有無を判定する。Ｓｅ２２のステッ
プにおいて投入メダルの通過が検出されていなければ、Ｓｅ３３のステップに進み、投入
メダルの通過が検出されていれば、投入メダルフラグをクリアし（Ｓｅ２３）、ＲＡＭ５
０７に投入不可フラグが設定されているか否かに基づいてメダルの投入が可能な状態か否
かを判定し（Ｓｅ２４）、メダルの投入が可能な状態でなければＳｅ３３のステップに進
む。
【０２８５】
　Ｓｅ２４のステップにおいてメダルの投入が可能な状態であれば、ＲＡＭ５０７に設定
された賭数の規定数を参照し、ＢＥＴカウンタの値が規定数であるか否を判定し（Ｓｅ２
０）、ＢＥＴカウンタの値が規定数でなければ、賭数が１加算された旨を示すＢＥＴコマ
ンドを通常コマンド送信用バッファに設定し（Ｓｅ２６）、ＢＥＴカウンタの値を１加算
し（Ｓｅ２７）、ＢＥＴカウンタの値が規定数であるか否か、すなわちゲームの開始条件
となる賭数が設定されたか否かを判定し（Ｓｅ２８）、ＢＥＴカウンタの値が規定数でな
ければＳｅ９のステップに戻る。Ｓｅ２６のステップで設定されたＢＥＴコマンドは、そ
の後のタイマ割込処理（メイン）でサブ制御部９１に対して送信される。
【０２８６】
　また、Ｓｅ２８のステップにおいてＢＥＴカウンタの値が規定数であれば、すなわちゲ
ームの開始条件となる賭数が設定された場合には、Ｓｅ１２のステップに戻り、ゲームの
開始条件となる賭数が設定される前に乱数値がラッチされていれば、Ｓａ１３のステップ
にて乱数値が読み出され、新たな乱数値の取込が可能となる。このため、ゲームの開始条
件となる賭数が設定されておらず、スタートスイッチ７の操作が無効化されている状態で
スタートスイッチ７が操作されたために乱数値がラッチされ、新たな乱数値の取込が禁止
されている状態であっても、ゲームの開始条件となる既定数の賭数が設定され、スタート
スイッチ７の操作が有効化された時点でラッチされている乱数値がダミーとして読み出さ
れ、その後のスタートスイッチ７が操作されたタイミングで新たに乱数値をラッチするこ
とが可能となる。
【０２８７】
　Ｓｅ２５のステップにおいてＢＥＴカウンタの値が規定数であれば、現在のクレジット
カウンタの値を示すクレジットコマンドを通常コマンド送信用バッファに設定し（Ｓｅ２
９）、ＲＡＭ５０７においてクレジットの値が格納されるクレジットカウンタの値を１加
算し（Ｓｅ３０）、クレジットカウンタの値が上限値である５０であるか否かを判定し（
Ｓｅ３１）、クレジットカウンタの値が５０でなければ、Ｓｅ９のステップに戻り、クレ
ジットカウンタの値が５０であれば投入不可フラグをＲＡＭ５０７に設定し（Ｓｅ３２）
、Ｓｅ９のステップに戻る。Ｓｅ２９のステップで設定されたクレジットコマンドは、そ
の後のタイマ割込処理（メイン）でサブ制御部９１に対して送信される。
【０２８８】
　Ｓｅ３３のステップでは、スタートスイッチ７の操作が検出されているか否か、すなわ
ちスタートスイッチ７の立上りを示す立上りエッジが設定されているか否かを判定する。
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さらに立上りエッジは、いずれかのスイッチがＯＮに変化し、かつ全てのスイッチがＯＦ
Ｆである場合にのみ設定されるので、Ｓｅ３３のステップでは、いずれかのスイッチがＯ
Ｎに変化したか否かに加えて他のスイッチがＯＦＦであるかどうかについても判定される
こととなる。
【０２８９】
　Ｓｅ３３のステップにおいてスタートスイッチ７の操作が検出されていないと判定され
た場合、またはスタートスイッチ７が操作されたものの他のスイッチも操作されている場
合には、Ｓｅ４４のステップに進み、スタートスイッチ７の操作が有効に検出されていれ
ば、立上りエッジをクリアし（Ｓｅ３４）、ＲＡＭ５０７に設定された賭数の規定数を参
照し、ＢＥＴカウンタの値が規定数であるか、すなわちゲームの開始条件となる賭数が設
定されているか否かを判定する（Ｓｅ３５）。
【０２９０】
　Ｓｅ３５のステップにおいてＢＥＴカウンタの値が規定数でなければ、Ｓｅ９のステッ
プに戻り、ＢＥＴカウンタの値が規定数であれば、割込を禁止し（Ｓｅ３６）、スタート
スイッチ７の操作により乱数値レジスタ５５９Ａに取り込まれた乱数値がＲＡＭ５０７に
割り当てられた乱数値ワークに格納されずに、電断割込処理（メイン）が実行されること
で、電断前にラッチされた乱数値がバックアップされなくなってしまうことを防止した後
、Ｓｅ３７のステップに進む。
【０２９１】
　Ｓｅ３７のステップでは、乱数ラッチフラグレジスタの値に基づいて乱数値がラッチさ
れているか否か、すなわち乱数値レジスタ５５９Ａに数値データが取り込まれているか否
かを判定し、乱数値がラッチされていなければＳｅ３６のステップにおいて禁止した割込
を許可し（Ｓｅ３８）、Ｓｅ９のステップに戻る。
【０２９２】
　Ｓｅ３７のステップにおいて乱数値がラッチされていれば、乱数値レジスタ５５９Ａか
ら内部抽選用の乱数値を読み出し（Ｓｅ３９）、読み出した乱数値をＲＡＭ５０７の乱数
値ワークに格納し（４０）、Ｓｅ４１のステップに進む。乱数値ワークは、内部抽選にお
いて用いる乱数値を格納するワークであり、Ｓｅ４０のステップにおいて乱数値ワークに
格納された乱数値が内部抽選に用いられることとなる。
【０２９３】
　Ｓｅ４１のステップでは、Ｓｅ３６のステップにおいて禁止した割込を許可し、投入不
可フラグをＲＡＭ５０７に設定するとともに、流路切替ソレノイド３０をｏｆｆの状態と
し、メダルの流路をメダル払出口９側の経路として新たなメダルの投入を禁止し（Ｓｅ４
２）、ゲーム開始時の設定を行う（Ｓｅ４３）。そして、Ｓｅ４３のステップの後、ＢＥ
Ｔ処理を終了して図２９のフローチャートに復帰する。
【０２９４】
　Ｓｅ４４のステップにおいては、１枚ＢＥＴスイッチ５の操作が検出されているか否か
、すなわち１枚ＢＥＴスイッチ５の立上りを示す立上りエッジが設定されているか否かを
判定する。Ｓｅ４４のステップにおいて１枚ＢＥＴスイッチ５の操作が検出されていなけ
れば、Ｓｅ５２のステップに進み、１枚ＢＥＴスイッチ５の操作が検出されていれば立上
りエッジをクリアし（Ｓｅ４５）、ＲＡＭ５０７に設定された賭数の規定数を参照し、Ｂ
ＥＴカウンタの値が規定数であるか否かを判定する（Ｓｅ４６）。Ｓｅ４６のステップに
おいてＢＥＴカウンタの値が規定数であればＳｅ９のステップに戻り、ＢＥＴカウンタの
値が規定数でなければ、クレジットカウンタの値が０であるか否かを判定し（Ｓｅ４７）
、クレジットカウンタの値が０であればＳｅ９のステップに戻る。Ｓｅ４７のステップに
おいてクレジットカウンタの値が０でなければ、賭数が１加算された旨を示すＢＥＴコマ
ンドを通常コマンド送信用バッファに設定し（Ｓｅ４８）、クレジットカウンタの値を１
減算し（Ｓｅ４９）、ＢＥＴカウンタの値を１加算して（Ｓｅ５０）、ＢＥＴカウンタの
値が規定数であるか否か、すなわちゲームの開始条件となる賭数が設定されたか否かを判
定し（Ｓｅ５１）、ＢＥＴカウンタの値が規定数でなければＳｅ９のステップに戻る。Ｓ
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ｅ４８のステップで設定されたＢＥＴコマンドは、その後のタイマ割込処理（メイン）で
サブ制御部９１に対して送信される。
【０２９５】
　また、Ｓｅ５１のステップにおいてＢＥＴカウンタの値が規定数であれば、すなわちゲ
ームの開始条件となる賭数が設定された場合には、Ｓｅ１２のステップに戻り、ゲームの
開始条件となる賭数が設定される前に乱数値がラッチされていれば、Ｓａ１３のステップ
にて乱数値が読み出され、新たな乱数値の取込が可能となる。このため、ゲームの開始条
件となる賭数が設定されておらず、スタートスイッチ７の操作が無効化されている状態で
スタートスイッチ７が操作されたために乱数値がラッチされ、新たな乱数値の取込が禁止
されている状態であっても、ゲームの開始条件となる既定数の賭数が設定され、スタート
スイッチ７の操作が有効化された時点でラッチされている乱数値がダミーとして読み出さ
れ、その後のスタートスイッチ７が操作されたタイミングで新たに乱数値をラッチするこ
とが可能となる。
【０２９６】
　Ｓｅ５２のステップにおいては、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６の操作が検出されているか否
か、すなわちＭＡＸＢＥＴスイッチ６の立上り示す立上りエッジが設定されているか否か
を判定する。Ｓｅ５２のステップにおいてＭＡＸＢＥＴスイッチ６の操作が検出されてい
なければ、Ｓｅ６１のステップに進み、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６の操作が検出されていれ
ば、立上りエッジをクリアし（Ｓｅ５３）、ＲＡＭ５０７に設定された賭数の規定数を参
照し、ＢＥＴカウンタの値が規定数であるか否かを判定する（Ｓｅ５４）。Ｓｅ５４のス
テップにおいてＢＥＴカウンタの値が規定数であれば、Ｓｅ５８のステップに進み、ＢＥ
Ｔカウンタの値が規定数でなければ、クレジットカウンタの値が０であるか否かを判定し
（Ｓｅ５５）、クレジットカウンタの値が０であれば、Ｓｅ５８のステップに進む。Ｓｅ
５５のステップにおいてクレジットカウンタの値が０でなければ、クレジットカウンタの
値を１減算し（Ｓｅ５６）、ＢＥＴカウンタの値を１加算して（Ｓｅ５７）、Ｓｅ５４の
ステップに戻る。Ｓｅ５８のステップでは、ＢＥＴカウンタが加算されたか否かを判定し
、ＢＥＴカウンタが加算されていなければ、Ｓｅ９のステップに戻り、ＢＥＴカウンタが
加算されていれば、加算された数分賭数が加算された旨を示すＢＥＴコマンドを通常コマ
ンド送信用バッファに設定し（Ｓｅ５９）、Ｓｅ６０のステップに進む。Ｓｅ５９のステ
ップで設定されたＢＥＴコマンドは、その後のタイマ割込処理（メイン）でサブ制御部９
１に対して送信される。
【０２９７】
　Ｓｅ６０のステップでは、ＢＥＴカウンタの値が規定数であるか否か、すなわちゲーム
の開始条件となる賭数が設定されたか否かを判定し、ＢＥＴカウンタの値が規定数でなけ
ればＳｅ９のステップに戻る。また、Ｓｅ６０のステップにおいてＢＥＴカウンタの値が
規定数であれば、すなわちゲームの開始条件となる賭数が設定された場合には、Ｓｅ１２
のステップに戻り、ゲームの開始条件となる賭数が設定される前に乱数値がラッチされて
いれば、Ｓａ１３のステップにて乱数値が読み出され、新たな乱数値の取込が可能となる
。このため、ゲームの開始条件となる賭数が設定されておらず、スタートスイッチ７の操
作が無効化されている状態でスタートスイッチ７が操作されたために乱数値がラッチされ
、新たな乱数値の取込が禁止されている状態であっても、ゲームの開始条件となる既定数
の賭数が設定され、スタートスイッチ７の操作が有効化された時点でラッチされている乱
数値がダミーとして読み出され、その後のスタートスイッチ７が操作されたタイミングで
新たに乱数値をラッチすることが可能となる。
【０２９８】
　Ｓｅ６１のステップにおいては、精算スイッチ１０の操作が検出されているか否か、す
なわち精算スイッチ１０の立上りを示す立上りエッジが設定されているか否かを判定する
。Ｓｅ６１のステップにおいて精算スイッチ１０の操作が検出されていなければ、Ｓｅ９
のステップに戻り、精算スイッチ１０の操作が検出されていれば、立上りエッジをクリア
し（Ｓｅ６２）、ＲＡＭ５０７にリプレイゲームフラグが設定されているか否かに基づい
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て当該ゲームがリプレイゲームであるか否かを判定し（Ｓｅ６３）、当該ゲームがリプレ
イゲームであればＳｅ９のステップに戻る。Ｓｅ６３のステップにおいて当該ゲームがリ
プレイゲームでなければ、ＢＥＴカウンタの値が０か否かを判定し（Ｓｅ６４）、ＢＥＴ
カウンタの値が０であればＳｅ６６のステップに進み、ＢＥＴカウンタの値が０でなけれ
ば、既に設定済み賭数の精算を行う旨を示す賭数精算フラグをＲＡＭ５０７に設定し（Ｓ
ｅ６５）、Ｓｅ６６のステップに進む。Ｓｅ６６のステップにおいては、ホッパーモータ
３４ｂを駆動してクレジットカウンタまたはＢＥＴカウンタに格納された値分のメダルを
払い出す制御、すなわちクレジットとして記憶されているメダルまたは賭数の設定に用い
られたメダルを返却する制御が行われる精算処理を行う。そして、Ｓｅ６６のステップに
おける精算処理の後、ＲＡＭ５０７に設定されている投入不可フラグをクリアして（Ｓｅ
６７）、Ｓｅ９のステップに戻る。
【０２９９】
　図３３及び図３４は、メイン制御部４１が一定間隔（０．５６ｍｓの間隔）で起動処理
やゲーム処理に割り込んで実行するタイマ割込処理（メイン）の制御内容を示すフローチ
ャートである。尚、タイマ割込処理（メイン）の実行期間中は自動的に他の割込が禁止さ
れる。
【０３００】
　タイマ割込処理（メイン）においては、まず、使用中のレジスタをスタック領域に退避
した後（Ｓｋ１）、入力ポートから各種スイッチ類の検出データを入力するポート入力処
理を行う（Ｓｋ２）。
【０３０１】
　次いで、４種類のタイマ割込１～４から当該タイマ割込処理（メイン）において実行す
べきタイマ割込を識別するための分岐用カウンタを１進める（Ｓｋ３）。Ｓｋ３のステッ
プでは、分岐用カウンタ値が０～２の場合に１が加算され、カウンタ値が３の場合に０に
更新される。すなわち分岐用カウンタ値は、タイマ割込処理（メイン）が実行される毎に
、０→１→２→３→０・・・の順番でループする。
【０３０２】
　次いで、分岐用カウンタ値を参照して２または３か、すなわちタイマ割込３またはタイ
マ割込４かを判定し（Ｓｋ４）、タイマ割込３またはタイマ割込４ではない場合、すなわ
ちタイマ割込１またはタイマ割込２の場合には、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒの
始動時または定速回転中か否かを確認し、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒの始動時
または定速回転中であれば、後述するＳｋ８のモータステップ処理において変更した位相
信号データや後述するＳｋ２１の最終停止処理において変更した位相信号データを出力す
るモータ位相信号出力処理を実行する（Ｓｋ５）。
【０３０３】
　次いで、分岐用カウンタ値を参照して１か否か、すなわちタイマ割込２か否かを判定し
（Ｓｋ７）、タイマ割込２ではない場合、すなわちタイマ割込１の場合には、リールモー
タ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒの始動時のステップ時間間隔の制御を行うリール始動処理（Ｓ
ｋ８）、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒの位相信号データの変更を行うモータステ
ップ処理（Ｓｋ８）、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒの停止後、一定時間経過後に
位相信号を１相励磁に変更するモータ位相信号スタンバイ処理（Ｓｋ９）を順次実行した
後、Ｓｋ２１のステップに進む。
【０３０４】
　また、Ｓｋ６のステップにおいてタイマ割込２の場合には、各種表示器をダイナミック
点灯させるＬＥＤダイナミック表示処理（Ｓｋ１０）、各種ＬＥＤ等の点灯信号等のデー
タを出力ポートへ出力する制御信号等出力処理（Ｓｋ１１）、各種時間カウンタを更新す
る時間カウンタ更新処理（Ｓｋ１２）、通常コマンド送信用バッファに格納されているコ
マンドまたは操作検出コマンドをサブ制御部９１に対して送信するコマンド送信処理（Ｓ
ｋ１３）、外部出力信号を更新する外部出力信号更新処理（Ｓｋ１４）を順次実行した後
、Ｓｋ２１のステップに進む。
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【０３０５】
　また、Ｓｋ４のステップにおいてタイマ割込３またはタイマ割込４であれば、更に、分
岐用カウンタ値を参照して３か否か、すなわちタイマ割込４か否かを判定し（Ｓｋ１５）
、タイマ割込４でなければ、すなわちタイマ割込３であれば、回転中のリール２Ｌ、２Ｃ
、２Ｒの原点通過（リール基準位置の通過）をチェックし、リール回転エラーの発生を検
知するとともに、停止準備が完了しているか（停止準備完了コードが設定されているか）
を確認し、停止準備が完了しており、かつ定速回転中であれば、回転中のリールに対応す
るストップスイッチの操作を有効化する原点通過時処理（Ｓｋ１６）、スイッチ類の検出
状態に変化があったか否かを判定するスイッチ入力判定処理（Ｓｋ１７）を順次実行した
後、Ｓｋ２１のステップに進む。
【０３０６】
　また、Ｓｋ１５のステップにおいてタイマ割込４であれば、ストップスイッチ８Ｌ、８
Ｃ、８Ｒの検出に伴って停止リールのワークに停止操作位置が格納されたときに、停止リ
ールのワークに格納された停止操作位置から停止位置を決定し、何ステップ後に停止すれ
ば良いかを算出する停止スイッチ処理（Ｓｋ１９）、停止スイッチ処理で算出された停止
までのステップ数をカウントして、停止する時期になったら２相励磁によるブレーキを開
始する停止処理（Ｓｋ２０）、停止処理においてブレーキを開始してから一定時間後に３
相励磁とする最終停止処理（Ｓｋ２１）を順次実行した後、Ｓｋ２１のステップに進む。
【０３０７】
　Ｓｋ２１のステップでは、停電判定処理を行う。停電判定処理では、電断検出回路４８
から電圧低下信号が入力されているか否かを判定し、電圧低下信号が入力されていれば、
前回の停電判定処理でも電圧低下信号が入力されていたか否かを判定し、前回の停電判定
処理でも電圧低下信号が入力されていた場合には停電と判定し、その旨を示す電断フラグ
を設定する。
【０３０８】
　Ｓｋ２２のステップでは、電断フラグが設定されているか否かを判定し、電断フラグが
設定されていなければ、Ｓｋ１においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（Ｓｋ
１８）、割込前の処理に戻る。
【０３０９】
　一方、Ｓｋ２２のステップにおいて電断フラグが設定されていた場合には、電断処理（
メイン）に移行する。
【０３１０】
　このように本実施例では、一定間隔毎に基本処理に割り込んでタイマ割込処理（メイン
）を実行するとともに、タイマ割込処理（メイン）を実行する毎に処理カウンタを更新し
、処理カウンタ値に応じて定められた処理を行うようになっており、一度のタイマ割込処
理（メイン）に要する負荷を分散できるうえに、処理カウンタ値に関わらず、電圧低下信
号に基づいて電断の条件が成立しているか否かを判定する停電判定処理を行い、電断の条
件が成立していれば、電断処理を行うようになっており、電断が検知された場合には速や
かに電断処理を行うことが可能となる。
【０３１１】
　また、タイマ割込処理（メイン）内で、電断の条件が成立しているか否かの判定を行い
、電断の条件が成立していれば、そのまま電断処理に移行することとなり、タイマ割込処
理（メイン）の実行中に電断に伴う割込が発生することもないため、タイマ割込処理（メ
イン）の実行中に電断処理を割り込ませたり、タイマ割込処理（メイン）の終了を待って
電断に伴う割込処理を行う必要がないため、電断条件の成立に伴う処理が複雑化してしま
うことがない。
【０３１２】
　図３５は、メイン制御部４１が前述したタイマ割込処理（メイン）のタイマ割込３内に
おいて実行するスイッチ入力判定処理の制御内容を示すフローチャートである。
【０３１３】
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　スイッチ入力判定処理では、ポート入力処理において取得した各スイッチの入力データ
を更新し（Ｓｋ１０１）、前回の入力データが示す検出状態と今回の入力データが示す検
出状態とが同じであるか否かを判定し（Ｓｋ１０２）、前回の入力データが示す検出状態
と今回の入力データが示す検出状態とが同じでなければ、図３４のフローチャートに復帰
する。
【０３１４】
　Ｓｋ１０２のステップにおいて、前回の入力データが示す検出状態と今回の入力データ
が示す検出状態とが同じ場合、すなわち２．２４ｍｓの間同じ検出状態を示している場合
には、該当するスイッチの確定データを更新し（Ｓｋ１０３）、Ｓｋ１０４のステップに
進む。Ｓｋ１０３のステップでは、今回の確定データを前回の確定データに移動し、前回
と今回が同じと判定された入力データが示す検出状態を今回の確定データとして設定する
。
【０３１５】
　Ｓｋ１０４のステップでは、更新後の前回の確定データと今回の確定データとが同じか
否かを判定し、前回の確定データと今回の確定データとが同じであれば、図３４のフロー
チャートに復帰する。
【０３１６】
　Ｓｋ１０４のステップにおいて前回の確定データと今回の確定データとが同じでなけれ
ば、前回の確定データと今回の確定データとが異なるスイッチがＯＦＦからＯＮに変化し
たかを判定し（Ｓｋ１０５）、ＯＦＦからＯＮに変化した場合には、さらに他のスイッチ
がＯＮか否かを判定し（Ｓｋ１０６）、他のスイッチがＯＮであればＳｋ１０８のステッ
プに進み、他のスイッチがＯＮでなければ、該当するスイッチがＯＦＦからＯＮに変化し
た旨を示す立上りエッジを設定し（Ｓｋ１０７）、Ｓｋ１０８のステップに進む。
【０３１７】
　Ｓｋ１０８のステップでは、前回の確定データと今回の確定データとが異なるスイッチ
がＯＮからＯＦＦに変化したかを判定し、ＯＮからＯＦＦに変化した場合には、他のスイ
ッチがＯＮか否かを判定し（Ｓｋ１０９）、他のスイッチがＯＮであれば図３４のフロー
チャートに復帰し、他のスイッチがＯＮでなければ、該当するスイッチがＯＮからＯＦＦ
に変化した旨を示す立下りエッジを設定し（Ｓｋ１１０）、図３４のフローチャートに復
帰する。
【０３１８】
　図３６は、メイン制御部４１が前述したタイマ割込処理（メイン）において電断フラグ
が設定されていると判定した場合に実行する電断処理（メイン）の制御内容を示すフロー
チャートである。
【０３１９】
　電断処理（メイン）においては、まず、使用している可能性がある全てのレジスタをス
タック領域に退避する（Ｓｍ１）。尚、前述したＩレジスタ及びＩＹレジスタの値は使用
されているが、起動時の初期化に伴って常に同一の固定値が設定されるため、ここでは保
存されない。
【０３２０】
　次いで、破壊診断用データ（本実施例では、５Ａ（Ｈ））をセットして（Ｓｍ２）、全
ての出力ポートを初期化する（Ｓｍ３）。次いでＲＡＭ５０７の全ての格納領域（未使用
領域及び未使用スタック領域を含む）の排他的論理和が０になるようにＲＡＭパリティ調
整用データを計算してセットし（Ｓｍ４）、ＲＡＭ５０７へのアクセスを禁止する（Ｓｍ
５）。
【０３２１】
　その後、電圧が低下してＣＰＵ５０５が停止するか、ユーザリセット信号が入力されて
再起動するか、の待機状態に移行する。この待機状態では、乱数ラッチフラグレジスタの
値に基づいて乱数値がラッチされているか否か、すなわち乱数値レジスタ５５９Ａに数値
データが取り込まれているか否かを判定し（Ｓｍ６）、乱数値がラッチされていれば、乱
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数値レジスタ５５９Ａから内部抽選用の乱数値を読み出す（Ｓｍ７）ようになっており、
これら以外の処理は行われない。Ｓｍ７のステップにおいて乱数値レジスタ５５９から内
部抽選用の乱数値が読み出されると乱数ラッチフラグレジスタがクリアされ、新たな数値
データの取込が許可されることとなる。また、Ｓｍ７のステップにおいては、内部抽選用
の乱数値を読み出すものの、読み出した乱数値を用いる訳ではなく、スタートスイッチ７
の操作に応じて新たな乱数値の取込を可能とするためにダミーとして読み出すものである
。
【０３２２】
　そしてこの待機状態のまま電圧が低下すると内部的に動作停止状態になる。よって、電
断時に確実にメイン制御部４１は動作停止する。また、この待機状態において、電圧が低
下せずにユーザリセット信号が入力されると前述した起動処理（メイン）がユーザモード
から実行され、ＲＡＭ５０７の格納データが正常であれば、元の処理に復帰することとな
る。
【０３２３】
　このように本実施例のメイン制御部４１は、システムリセットであるかユーザリセット
であるかに関わらず、ＲＡＭ５０７へのアクセスが許可された後、他の処理を行うことな
く、まず、ＲＡＭ５０７の全ての格納領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）
のＲＡＭパリティを計算し、その後、計算したＲＡＭパリティから格納データが正常か否
かの判定を行う前に、ＲＡＭ５０７の格納データが正常か否かに関わらず共通して行う必
要のある処理を行い、その後、ＲＡＭパリティに基づいてＲＡＭ５０７の格納データが正
常か否かの判定を行うようになっている。
【０３２４】
　このため、これらＲＡＭ５０７の格納データが正常か否かに関わらず共通して行う必要
のある処理を、ＲＡＭ５０７の格納データが正常と判定された場合と異常と判定された場
合とで個別に実行する必要がないため、起動時の処理に用いるプログラム容量を削減する
ことができる。
【０３２５】
　また、メイン制御部４１の起動後、ＲＡＭ５０７へのアクセスが許可された後、他の処
理を行う前にＲＡＭパリティの計算が行われるので、ＲＡＭ５０７に対して何らのアクセ
スも行われる前の状態で算出されたＲＡＭパリティに基づいて格納データが正常か否かの
判断が行われるため、データが正常か否かの判定の信頼性を高めることができる。
【０３２６】
　また、電断処理において、ＲＡＭ５０７の未使用領域及び未使用スタック領域を含む全
てのデータに基づくＲＡＭパリティが０となるようにＲＡＭパリティ調整用データを計算
し、格納するとともに、復旧時においてＲＡＭ５０７における未使用領域及び未使用スタ
ック領域を含む全ての領域に格納されているデータに基づいて計算したＲＡＭパリティが
０か否かを判定することで、ＲＡＭ５０７のデータが正常か否かを判定しているので、当
該判定を正確にかつ簡便に行うことができるうえに、未使用領域や未使用スタック領域に
不正なプログラムやデータが格納された場合でも、これら不正なプログラムやデータが格
納されたまま復帰してしまうことを防止できる。
【０３２７】
　また、ＲＡＭパリティを計算した後、計算したＲＡＭパリティから格納データが正常か
否かの判定を行う前に、ＲＡＭ５０７の格納データが正常か否かに関わらず共通して行う
処理として、ＲＡＭ５０７に格納されている各スイッチ入力データ、確定データ、エッジ
データ、すなわち各スイッチの検出状況を示すデータをクリアするようになっており、メ
イン制御部４１の起動時においてＲＡＭ５０７のデータが正常であり、以前の制御状態に
復帰させる場合でも以前の制御状態には復帰させない場合でも、割込が許可された後、速
やかにスイッチの検出状態のチェックを開始することが可能となる。
【０３２８】
　本実施例のスロットマシン１におけるメイン制御部４１は、システムリセット時、すな
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わち電源投入などに伴いシステムリセット信号が入力されたときに、ＣＰＵ５０５がＲＯ
Ｍ５０６などに記憶されているセキュリティチェックプログラム５０６Ａを読み出して実
行することにより、セキュリティモードとなる。
【０３２９】
　このときには、セキュリティチェックプログラム５０６Ａに対応した処理としてセキュ
リティチェック処理が実行される。ここで、メイン制御部４１がセキュリティモードとな
るセキュリティ時間は、ＲＯＭ５０６のプログラム管理エリアに記憶されているセキュリ
ティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］やビット番号［４－３］に予め格納された
ビット値に応じて、一定の固定時間とは異なる時間成分を含むことができる。
【０３３０】
　例えば、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値が“
０００”以外の値であれば、図１０（Ｄ）に示す設定内容に対応して、固定時間に加えて
予め選択可能な複数の延長時間のいずれかを、セキュリティ時間に含まれる時間成分とし
て設定することができる。また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］
におけるビット値が“００”以外の値であれば、図１０（Ｃ）に示すショートモード又は
ロングモードに対応して、システムリセットや電源投入がなされるごとに所定の時間範囲
で変化する可変設定時間を、セキュリティ時間に含まれる時間成分として設定することが
できる。
【０３３１】
　こうして設定されたセキュリティ時間が経過するまでは、ＲＯＭ５０６に記憶されてい
るユーザプログラムの実行が開始されない。そして、乱数回路５０９による乱数値となる
数値データの生成動作も、メイン制御部４１がセキュリティモード中である期間では、開
始されないようにすれば良い。これにより、電源投入等のシステムリセットによる動作開
始タイミングから、乱数回路５０９の動作開始タイミングや更新される数値データなどを
特定することが困難になり、プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら
下げ基板」を接続して所定タイミングで不正信号を入力することで、不正に特別役を当選
させるなどの行為を、確実に防止することができる。
【０３３２】
　一例として、スロットマシン１の機種毎に、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番
号［２－０］におけるビット値を異なる値に設定する。この場合には、セキュリティモー
ドの延長時間を、スロットマシン１の機種毎に異ならせることができ、スロットマシン１
の動作開始タイミングから乱数回路５０９の動作開始タイミングを特定することが困難に
なる。また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］におけるビット値を
“０１”又は“１０”に設定することにより、可変設定時間を、システムリセット毎に異
ならせることができる。これにより、スロットマシン１の動作開始タイミングから乱数回
路５０９の動作開始タイミングを特定することは著しく困難になる。
【０３３３】
　図３７は、メイン制御部４１に内蔵された乱数回路５０９の動作を説明するためのタイ
ミングチャートである。また、図３７（Ａ）では、遊技制御基板４０に搭載された制御用
クロック生成回路４２により生成される制御用クロックＣＣＬＫを示している。図３７（
Ｂ）では、乱数用クロック生成回路４３により生成される乱数用クロックＲＣＬＫを示し
ている。図３７（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数と
、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数とは、互いに異なる周波数となっており、また、
いずれか一方の発振周波数が他方の発振周波数の整数倍になることがない。
【０３３４】
　図３７（Ｂ）に示すように、乱数用クロックＲＣＬＫは、タイミングＴ１０，Ｔ１１，
Ｔ１２，…においてローレベルからハイレベルに立ち上がる。そして、乱数用クロックＲ
ＣＬＫは、メイン制御部４１の乱数用外部クロック端子ＥＲＣに供給され、図１２に示す
乱数回路５０９が備えるクロック用フリップフロップ５５２におけるクロック端子ＣＫに
入力される。クロック用フリップフロップ５５２は、逆相出力端子（反転出力端子）Ｑバ



(60) JP 6212597 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

ーからＤ入力端子へとフィードバックされるラッチ用クロックＲＣ０を、クロック端子Ｃ
Ｋに入力される乱数用クロックＲＣＬＫの立ち上がりエッジに応答して取り込み（ラッチ
して）、正相出力端子（非反転出力端子）Ｑから乱数更新クロックＲＧＫとして出力する
。これにより、乱数更新クロックＲＧＫは、図３７（Ｃ）に示すように、タイミングＴ１
０，Ｔ１２，Ｔ１４，…において、ローレベルからハイレベルへと立ち上がり、乱数用ク
ロックＲＣＬＫの発振周波数の１／２の発振周波数を有する信号となる。例えば、乱数用
クロックＲＣＬＫの発振周波数が２０ＭＨｚであれば、乱数更新クロックＲＧＫの発振周
波数は１０ＭＨｚとなる。そして、乱数用クロックＲＣＬＫの発振周波数は制御用クロッ
クＣＣＬＫの発振周波数の整数倍にも整数分の１にもならないことから、乱数更新クロッ
クＲＧＫの発振周波数は、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数とは異なる周波数となる
。乱数生成回路５５３は、例えば乱数更新クロックＲＧＫの立ち上がりエッジに応答して
、カウント値順列ＲＣＮにおける数値データを更新する。乱数列変更回路５５５は、乱数
列変更設定回路５５６による乱数更新規則の設定に基づき、乱数生成回路５５３から出力
されたカウント値順列ＲＣＮにおける数値データの更新順を変更したものを、乱数列ＲＳ
Ｎとして出力する。こうして、乱数列ＲＳＮにおける数値データは、例えば図３７（Ｄ）
に示すように、乱数更新クロックＲＧＫの立ち上がりエッジなどに応答して更新される。
【０３３５】
　クロック用フリップフロップ５５２から出力されるラッチ用クロックＲＣ０は、乱数更
新クロックＲＧＫの反転信号となり、その発振周波数は乱数更新クロックＲＧＫの発振周
波数と同一で、その位相は乱数更新クロックＲＧＫの位相とπ（＝１８０°）だけ異なる
。ラッチ用クロックＲＣ０は、分岐点ＢＲ１にてラッチ用クロックＲＣ１とラッチ用クロ
ックＲＣ２とに分岐される。したがって、例えば図３７（Ｅ）に示すように、各ラッチ用
クロックＲＣ０、ＲＣ１、ＲＣ２はいずれも、共通の周期で信号状態が変化する発振信号
となる。ラッチ用クロックＲＣ１は、ラッチ用フリップフロップ５５７Ａのクロック端子
ＣＫに入力される。ラッチ用クロックＲＣ２は、ラッチ用フリップフロップ５５７Ｂのク
ロック端子ＣＫに入力される。
【０３３６】
　ラッチ用フリップフロップ５５７Ａは、ラッチ用クロックＲＣ１の立ち上がりエッジに
応答して、スタートスイッチ７から伝送されて入力ポートＰ０に供給されたゲーム開始信
号ＳＳ１を取り込み（ラッチして）、ゲーム開始時ラッチ信号ＳＬ１として出力端子Ｑか
ら出力する。そして、乱数ラッチセレクタ５５８Ａにおける取込方法が入力ポートＰ０へ
の信号入力に指定されていれば、ゲーム開始時ラッチ信号ＳＬ１が乱数ラッチ信号ＬＬ１
として出力される。これにより、例えば図３７（Ｆ）に示すようなタイミングでオフ状態
（ローレベル）とオン状態（ハイレベル）とで信号状態が変化するゲーム開始信号ＳＳ１
は、ラッチ用クロックＲＣ１が立ち上がるタイミングＴ１１、Ｔ１３、Ｔ１５、…にてラ
ッチ用フリップフロップ５５７Ａに取り込まれた後、図３７（Ｇ）に示すようなタイミン
グＴ１１、Ｔ１３で信号状態がオフ状態とオン状態とで変化する乱数ラッチ信号ＬＬ１と
なって、乱数ラッチセレクタ５５８Ａから出力される。
【０３３７】
　乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａは、乱数列変更回路５５５から出
力される乱数列ＲＳＮにおける数値データを、乱数ラッチセレクタ５５８Ａからクロック
端子へと入力される乱数ラッチ信号ＬＬ１の立ち上がりエッジに応答して取り込み（ラッ
チして）、記憶データとなる数値データを更新する。
【０３３８】
　例えば図３７（Ｇ）に示すように、タイミングＴ１１にて乱数ラッチ信号ＬＬ１がオフ
状態からオン状態に変化する立ち上がりエッジが生じた場合には、このタイミングＴ１１
にて乱数列変更回路５５５から出力されている乱数列ＲＳＮにおける数値データが、図３
７（Ｈ）に示すように、乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込まれ、乱数値となる数値データと
して取得される。これにより、乱数値レジスタＲ１Ｄとなる乱数値レジスタ５５９Ａでは
、スタートスイッチ７の操作が検出されたことに基づき、乱数値として用いられる数値デ
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ータを取得して記憶することができる。
【０３３９】
　また、図９（Ｂ）に示すような第２乱数初期設定ＫＲＳ２のビット番号［０］における
ビット値を“１”とすれば、例えば乱数回路５０９にて生成される乱数値となる数値デー
タのスタート値を、システムリセット毎に変更することができる。これにより、たとえ乱
数回路５０９の動作開始タイミングを特定することができたとしても、乱数回路５０９が
備える乱数値レジスタ５５９Ａから読み出される数値データを特定することは困難になり
、プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定
タイミングで不正信号を入力することで、不正に特別役を当選させるなどの行為を、確実
に防止することができる。
【０３４０】
　このように本実施例では、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［４－３］にお
けるビット値を“００”以外の値とすることにより、電源投入等に伴うシステムリセット
ごとに所定の時間範囲で変化する可変設定時間を、セキュリティ時間に含まれる時間成分
として設定することができる。これにより、電源投入等に伴うシステムリセットによる動
作開始タイミングから、乱数回路５０９の動作開始タイミングや更新される数値データな
どを特定することが困難になり、プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「
ぶら下げ基板」を接続して所定タイミングで不正信号を入力することで、不正に特別役を
当選させるなどの行為を、確実に防止することができる。
【０３４１】
　また、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳのビット番号［２－０］におけるビット値を“０
００”以外の値とすることにより、固定時間に加えて予め選択可能な複数の延長時間のい
ずれかを、セキュリティ時間に含まれる時間成分として設定することができる。これによ
り、電源投入等に伴うシステムリセットによる動作開始タイミングから、乱数回路５０９
の動作開始タイミングや更新される数値データなどを特定することが困難になり、プログ
ラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶら下げ基板」を接続して所定タイミン
グで不正信号を入力することで、不正に特別役を当選させるなどの行為を、確実に防止す
ることができる。
【０３４２】
　また、乱数用クロック生成回路４３により生成される乱数用クロックＲＣＬＫの発振周
波数と、制御用クロック生成回路４２により生成される制御用クロックＣＣＬＫの発振周
波数とは、互いに異なっており、また、一方の発振周波数が他方の発振周波数の整数倍と
なることもない。そのため、乱数回路５０９のクロック用フリップフロップ５５２により
生成される乱数更新クロックＲＧＫやラッチ用クロックＲＣ０の発振周波数は、乱数用ク
ロックＲＣＬＫの発振周波数の１／２となるが、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数や
、制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数の１／２となる内部システムクロックＳＣＬＫの
発振周波数とは、異なるものとなる。こうして、制御用クロックＣＣＬＫや内部システム
クロックＳＣＬＫと、乱数更新クロックＲＧＫとに同期が生じることを防ぎ、ＣＰＵ５０
５の動作タイミングからは、乱数回路５０９にて乱数生成回路５５３や乱数列変更回路５
５５により生成される乱数列ＲＳＮにおける数値データの更新タイミングを特定すること
が困難になる。これにより、ＣＰＵ５０５の動作タイミングから乱数回路５０９における
乱数値となる数値データの更新動作を解析した結果に基づく狙い撃ちなどを、確実に防止
することができる。また、ラッチ用クロックＲＣ０を分岐することにより生成されるラッ
チ用クロックＲＣ１、ＲＣ２の発振周波数も、制御用クロックＣＣＬＫや内部システムク
ロックＳＣＬＫの発振周波数とは、異なるものとなる。こうして、制御用クロックＣＣＬ
Ｋや内部システムクロックＳＣＬＫと、ラッチ用クロックＲＣ１、ＲＣ２とに同期が生じ
ることを防ぎ、ＣＰＵ５０５の動作タイミングからは、乱数回路５０９にて乱数値となる
数値データが取り込まれる動作タイミングを特定することが困難になる。これにより、Ｃ
ＰＵ５０５の動作タイミングから乱数回路５０９における乱数値となる数値データの取込
動作を解析した結果に基づく狙い撃ちなどを、確実に防止することができる。



(62) JP 6212597 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

【０３４３】
　メイン制御部４１に内蔵又は外付けされた乱数回路５０９では、第２乱数初期設定ＫＲ
Ｓ２のビット番号［０］におけるビット値が“１”とされたことに対応して、乱数生成回
路５５３から出力されるカウント値順列ＲＣＮや乱数列変更回路５５５から出力される乱
数列ＲＳＮにおける数値データのスタート値を、システムリセット毎に変更することがで
きる。これにより、たとえ乱数回路５０９の動作開始タイミングを特定することができた
としても、乱数回路５０９が備える乱数値レジスタ５５９Ａから読み出される数値データ
を特定することは困難になり、プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる「ぶ
ら下げ基板」の接続による不正信号の入力などを、確実に防止することができる。
【０３４４】
　メイン制御部４１が備える外部バスインタフェース５０１では、内部リソースアクセス
制御回路５０１Ａにより、例えばＲＯＭ５０６の記憶データといった、メイン制御部４１
の内部データにつき、ＣＰＵ５０５等の内部回路以外による外部読出が制限される。これ
により、例えばＲＯＭ５０６に記憶されているユーザプログラムといった、ゲームを制御
するプログラムがメイン制御部４１の外部から読み出されて解析などに提供されることを
防止できる。そして、遊技制御処理プログラムの解析結果に基づく狙い撃ちや、いわゆる
「ぶら下げ基板」の接続による不正信号の入力などを、確実に防止することができる。
【０３４５】
　メイン制御部４１に内蔵又は外付けされた乱数回路５０９では、周波数監視回路５５１
により乱数用クロックＲＣＬＫにおける周波数異常が検知されたときに、内部情報レジス
タＣＩＦのビット番号［４］に格納される内部情報データＣＩＦ４のビット値が“１”に
設定される。そして、ＣＰＵ５０５では、内部情報データＣＩＦ４の読出値が“１”であ
ると連続して判定された回数が、ステップＳ６５にてクロック異常判定値に達したと判定
されたときに、乱数回路５０９の動作状態に異常が発生したと判定する。そして乱数回路
５０９の動作状態に異常が発生したと判定された場合には、エラー状態に制御され、ゲー
ムの進行が不能化されることとなる。これにより、乱数用クロックＲＣＬＫとして不正信
号を入力することによる不正行為を確実に防止することができる。
【０３４６】
　メイン制御部４１に内蔵されたＣＰＵ５０５は、乱数回路５０９に対するラッチ信号の
出力に相当する乱数値取込指定レジスタＲＤＬＴへのビット値“１”の書き込みを行い、
乱数値レジスタ５５９Ａを複数回読み出す。そして、読み出した数値データの全ビットを
監視して、変化しないビットデータの有無に基づき、乱数回路５０９の動作状態に異常が
発生したと判定する。そして乱数回路５０９の動作状態に異常が発生したと判定された場
合には、エラー状態に制御され、ゲームの進行が不能化されることとなる。これにより、
乱数回路５０９の動作状態に異常が発生していることを確実かつ容易に検知して、不正行
為を防止することができる。特に、乱数回路５０９により数値データが正常に更新されな
いまま、すなわち数値データが固定されたままの状態で内部抽選を行わせることで、常に
特別役を当選させるなどの不正を防止できる。
【０３４７】
　メイン制御部４１に内蔵又は外付けされた乱数回路５０９は、第２乱数初期設定ＫＲＳ
２のビット番号［０］におけるビット値が“１”である場合に、システムリセット毎に乱
数値となる数値データのスタート値を変更する。このときには、例えばメイン制御部４１
に内蔵されたフリーランカウンタのカウント値などを用いて、システムリセット毎に変更
されるスタート値を決定すれば良い。これにより、システムリセット等のタイミングによ
り異なる初期値決定用データを用いて初期値を決定することができ、狙い撃ちなどによる
不正行為を防止することができる。
【０３４８】
　尚、本実施例では、セキュリティモードの延長時間が、セキュリティ時間設定ＫＳＥＳ
のビット番号［２－０］におけるビット値に対応して、予め選択可能な複数の延長時間の
いずれかとなり、この延長時間はシステムリセット毎に変更されないものであったが、例
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えばＲＯＭ５０６に記憶されたユーザプログラムにおける設定などにより、固定時間に加
算される延長時間を、システムリセット毎に複数の延長時間のいずれかに決定するように
しても良い。この場合には、延長時間がいずれも、最長の可変設定時間に比べて、長くな
るように定義しておく。そして、大まかな延長時間を決定した後、詳細な延長時間を決定
すれば良い。これにより、電源投入等に伴うシステムリセット時にセキュリティモードと
なるセキュリティ時間を、システムリセット毎に大きく変化させることが可能になり、ス
ロットマシン１の動作開始タイミングから乱数回路５０９の動作開始タイミングや更新さ
れる数値データなどを特定することが、より困難になる。
【０３４９】
　また、セキュリティモードの延長時間などは、メイン制御部４１を構成するチップ毎に
付与されるＩＤナンバーを用いて決定されるようにしても良い。一例として、ＩＤナンバ
ーに所定のスクランブル処理を施す演算や、ＩＤナンバーを用いた加算・減算・乗算・除
算などの演算の一部又は全部を実行して、算出された値に対応して延長時間を設定しても
良い。この場合には、例えばシステムリセット毎に延長時間を決定するために用いる演算
式を変更することなどにより、システムリセット毎に延長時間がランダムに決定されるよ
うにしても良い。さらに、例えばＩＤナンバーを用いて延長時間を決定するための演算式
をシステムリセット時に格納したフリーランカウンタのカウント値に対応して決定すると
いったように、フリーランカウンタのカウント値と、ＩＤナンバーとを組み合わせて使用
することなどにより、システムリセット毎に延長時間がランダムに決定されるようにして
も良い。また、乱数回路５０９にて生成される乱数のスタート値をシステムリセット毎に
変更する場合にも、フリーランカウンタのカウント値と、ＩＤナンバーとを組み合わせて
使用することなどにより、乱数のスタート値を決定しても良い。
【０３５０】
　また、システムリセット時には、セキュリティモードから開始し、乱数回路５０９の設
定を行う乱数回路設定処理を行うとともに、乱数回路設定処理において乱数の更新規則の
設定や乱数のスタート値の設定などが行われる一方でユーザリセット時には、セキュリテ
ィモードは省略され、ユーザモードから開始することとなる。すなわち、システムリセッ
ト時には、乱数の初期値が設定し直されるのに対して、ユーザリセット時には、乱数回路
５０９の設定は行われず、リセット前からの状態のまま乱数となる数値データの更新が継
続されることとなる。これにより、意図的にユーザリセットを行った場合でもユーザリセ
ットのタイミングから乱数回路５０９における乱数値となる数値データを特定することは
困難となり、狙い撃ちなどによる不正行為をさらに効果的に防止することができる。
【０３５１】
　また、セキュリティモード内で乱数のスタート値の設定などを含む乱数回路の設定が行
われ、数値データの更新が開始され、その後ユーザモードへ移行した後に、タイマ割込処
理の実行が許可されるようになっている。すなわちタイマ割込処理の実行が許可される前
に乱数のスタート値の設定が行われ、この設定された乱数のスタート値から数値データの
更新が開始されるため、タイマ割込処理中に実行されるスイッチ類の判定状況からタイマ
割込処理の許可されたタイミングまではある程度特定することはできるものの、乱数回路
５０９の数値データの更新が開始されたタイミングを特定することはできないため、乱数
回路５０９における乱数値となる数値データを特定することは困難となり、狙い撃ちなど
による不正行為をさらに効果的に防止することができる。
【０３５２】
　本実施例では、メイン制御部４１の外部に設けられた乱数用クロック生成回路４３によ
り、制御用クロック生成回路４２で生成される制御用クロックＣＣＬＫの発振周波数とは
異なる発振周波数を有する乱数用クロックＲＣＬＫを生成して、乱数回路５０９に供給す
るものであったが、メイン制御部４１のＣＰＵ５０５に供給されるクロック信号と、乱数
回路５０９に供給されるクロック信号とが、共通のクロック生成回路に含まれる１つの発
振器により生成された発振信号を用いて、生成されるようにしても良い。この場合には、
例えば乱数用クロックＲＣＬＫと制御用クロックＣＣＬＫをそれぞれ生成するための分周
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器などを設け、ラッチ用クロックＲＣ０、ＲＣ１、ＲＣ２と制御用クロックＣＣＬＫある
いは内部システムクロックＳＣＬＫとの同期が生じにくくなるように、各分周器における
分周比などを設定すれば良い。制御用クロック生成回路４２と乱数用クロック生成回路４
３とは、その全部又は一部が、メイン制御部４１の内部に設けられても良いし、メイン制
御部４１の外部に設けられても良い。
【０３５３】
　本実施例では、乱数回路５０９が乱数用クロック生成回路４３により生成された乱数用
クロックＲＣＬＫの供給を受け、クロック用フリップフロップ５５２により、乱数更新ク
ロックＲＧＫとラッチ用クロックＲＣ０とを生成するものであったが、例えば乱数用クロ
ック生成回路４３といった、乱数回路５０９の外部において、乱数更新クロックＲＧＫや
ラッチ用クロックＲＣ０となる発振信号が生成されるようにしても良い。あるいは、乱数
回路５０９の内部にて、乱数更新クロックＲＧＫを生成するための回路と、ラッチ用クロ
ックＲＣ０を生成するための回路とを、別個に設けるようにしても良い。一例として、ク
ロック用フリップフロップ５５２と同様のフリップフロップにより乱数更新クロックＲＧ
Ｋを生成する一方で、乱数更新クロックＲＧＫの信号状態を反転させる反転回路を設け、
その反転回路から出力される信号を、ラッチ用クロックＲＣ０として用いるようにしても
良い。
【０３５４】
　本実施例に適用した乱数回路５０９では、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０が“１”
の状態、すなわち乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれている状態では、新た
な乱数値の取込要求が発生した場合でも、新たな数値データを乱数値レジスタＲ１Ｄに取
り込まないようになっており、このような状態では、乱数値レジスタＲ１Ｄの数値データ
が読み出されて、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０がクリアされるまで新たな数値デー
タを乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込むことが不可能となる。
【０３５５】
　このため、図３８に示すように、スタートスイッチ７の操作によりゲーム開始信号ＳＳ
１が入力されて数値データがラッチされ、乱数値レジスタＲ１Ｄに格納された後、この格
納された数値データが読み出されるまでは、乱数ラッチフラグデータＲＤＦＭ０が“１”
の状態となることで、格納されている数値データが保持され、その間にゲーム開始信号Ｓ
Ｓ１が入力されても新たな数値データに上書きされてしまうことがないので、静電気など
によりゲーム開始信号ＳＳ１の信号線にノイズがのっても数値データが変わってしまうこ
とがなく、このような場合であってもスタートスイッチ７が操作されたタイミングでラッ
チされた数値データとは異なる数値データを用いて内部抽選が行われてしまうことがない
。
【０３５６】
　尚、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれている状態において新たな数値デ
ータを乱数値レジスタＲ１Ｄに取り込まないようにする構成としては、新たな数値データ
のラッチを禁止する構成であっても良いし、新たな数値データをラッチするものの、乱数
値レジスタＲ１Ｄへの書込を禁止する構成であっても良い。
【０３５７】
　上記のように、本実施例では、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが取り込まれている
状態では、この格納された数値データが読み出されるまで、格納されている数値データを
保持する構成を採用しているが、この場合には、スタートスイッチ７の操作がゲームの進
行上有効でない期間においてなされた場合でも、ラッチされて乱数値レジスタＲ１Ｄに数
値データが保持されたままとなり、その後、スタートスイッチ７の操作が有効となってス
タートスイッチ７が操作された場合、本来、ゲームを開始させるためにスタートスイッチ
７が操作されたタイミングとは異なるタイミングでラッチされた数値データによって内部
抽選が行われてしまうという新たな問題が生じることとなる。
【０３５８】
　これに対して本実施例では、図３９に示すように、規定数の賭数が設定されていない状
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態において規定数の賭数が設定され、ゲームの開始条件を満たした時点で、乱数値レジス
タＲ１Ｄに数値データがラッチされているか否か、すなわち乱数ラッチフラグが設定され
ているか否かを確認し、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データがラッチされている場合には
、ダミーで乱数値レジスタＲ１Ｄの数値データを読み出すようになっている。これにより
、乱数ラッチフラグがクリアされ、新たな数値データの取込が可能な状態となる。
【０３５９】
　このため、規定数の賭数が設定される前にスタートスイッチ７が操作されて乱数値レジ
スタＲ１Ｄに数値データが格納されており、その状態が保持されていても、規定数の賭数
が設定され、ゲームの開始条件を満たすと同時に、乱数値レジスタＲ１Ｄに新たにラッチ
された数値データを格納可能な状態となるので、ゲームの開始条件となる賭数が設定され
る前にラッチされ乱数値レジスタＲ１Ｄに保持されていた数値データ、すなわちゲームを
開始可能な状態でスタートスイッチ７が操作されたタイミングとは異なるタイミングでラ
ッチされた数値データを用いて内部抽選が行われてしまうことがない。
【０３６０】
　尚、本実施例では、規定数の賭数が設定され、ゲームの開始条件を満たした時点で乱数
ラッチフラグが設定されているか否か、すなわち規定数の賭数が設定される前にラッチさ
れた数値データが乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されているか否かを確認し、乱数ラッチフ
ラグが設定されている場合にのみ、乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されている数値データを
読み出すようになっているが、規定数の賭数が設定され、ゲームの開始条件を満たした時
点で一律に乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されている数値データを読み出すようにしても良
い。
【０３６１】
　また、本実施例では、図４０に示すように、ゲームの開始条件を満たす規定数の賭数が
設定されている状態においてスタートスイッチ７が操作されても、スタートスイッチ７以
外のスイッチが操作されている状態では、ゲームの開始が禁止されるようになっているが
、規定数の賭数が設定されている状態であるもののスタートスイッチ７以外のスイッチが
操作されており、ゲームの開始が禁止されている状態では、全てのスイッチがＯＦＦとな
り、ゲームの開始が許可された時点で、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データがラッチされ
ているか否か、すなわち乱数ラッチフラグが設定されているか否かを確認し、乱数値レジ
スタＲ１Ｄに数値データがラッチされている場合には、ダミーで乱数値レジスタＲ１Ｄの
数値データを読み出すようになっている。これにより、乱数ラッチフラグがクリアされ、
新たな数値データの取込が可能な状態となる。
【０３６２】
　このため、ゲームの開始条件を満たす規定数の賭数が設定されている状態であるものの
スタートスイッチ７以外のスイッチが操作されており、ゲームの開始が禁止されている状
態においてスタートスイッチ７が操作されて乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが格納さ
れ、その状態が保持されていても、全てのスイッチがＯＦＦとなりゲームの開始が許可さ
れると同時に、乱数値レジスタＲ１Ｄに新たにラッチされた数値データを格納可能な状態
となるので、ゲームの開始が禁止されている状態においてラッチされ乱数値レジスタＲ１
Ｄに保持されていた数値データ、すなわちゲームを開始可能な状態でスタートスイッチ７
が操作されたタイミングとは異なるタイミングでラッチされた数値データを用いて内部抽
選が行われてしまうことがない。
【０３６３】
　尚、本実施例では、ゲームの開始条件を満たす規定数の賭数が設定されている状態であ
るもののスタートスイッチ７以外のスイッチが操作されており、ゲームの開始が禁止され
ている状態においては、全てのスイッチがＯＦＦとなりゲームの開始が許可された時点で
乱数ラッチフラグが設定されているか否か、すなわちゲームの開始が許可される前にラッ
チされた数値データが乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されているか否かを確認し、乱数ラッ
チフラグが設定されている場合にのみ、乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されている数値デー
タを読み出すようになっているが、ゲームの開始が許可された時点で一律に乱数値レジス
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タＲ１Ｄに格納されている数値データを読み出すようにしても良い。
【０３６４】
　また、本実施例では、電源投入時においてメイン制御部４１の制御状態を電断前の制御
状態に復帰させることや瞬停時に一時的にメイン制御部４１の動作が停止してもユーザリ
セット信号の入力により、動作停止前の制御状態に復帰させることが可能とされており、
ゲームの開始条件を満たす規定数の賭数が設定されている状態に復帰することもある。
【０３６５】
　一方で、電断時や瞬停時は電源電圧が不安定な状態であり、このような状況においては
ノイズなどによってゲーム開始信号ＳＳ１が入力されて数値データがラッチされ、乱数値
レジスタＲ１Ｄに格納され、そのまま保持されてしまう虞がある。
【０３６６】
　これに対して、本実施例では、電断処理（メイン）の終了後、乱数値レジスタＲ１Ｄに
数値データがラッチされているか否か、すなわち乱数ラッチフラグが設定されているか否
かを確認し、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データがラッチされている場合には、ダミーで
乱数値レジスタＲ１Ｄの数値データを読み出す処理を、電圧低下によりメイン制御部４１
の動作が停止するか、ユーザリセット信号の入力により再起動するまでの間、繰り返し行
うようになっている。これにより、乱数ラッチフラグがクリアされ、新たな数値データの
取込が可能な状態となる。
【０３６７】
　このため、瞬停などにより電断処理（メイン）が行われた後、ユーザリセット信号の入
力により再起動する場合において、その間に、ノイズなどによって乱数値レジスタＲ１Ｄ
に数値データがラッチされてしまった場合でも、すぐに読み出されることにより乱数値レ
ジスタＲ１Ｄに新たにラッチされた数値データを格納可能な状態となるので、瞬停時にノ
イズなどによってラッチされた数値データ、すなわちゲームを開始可能な状態でスタート
スイッチ７が操作されたタイミングとは異なるタイミングでラッチされた数値データを用
いて内部抽選が行われてしまうことがない。
【０３６８】
　尚、本実施例では、電断処理（メイン）の終了後、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データ
がラッチされているか否か、すなわち数値データが乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されてい
るか否かを確認し、乱数ラッチフラグが設定されている場合にのみ、乱数値レジスタＲ１
Ｄに格納されている数値データを読み出すようになっているが、電断処理（メイン）の終
了後、数値データが乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されているか否かに関わらず一律に乱数
値レジスタＲ１Ｄに格納されている数値データを読み出す処理を繰り返し行うようにして
も良い。
【０３６９】
　さらに、図４１に示すように、電源投入またはユーザリセットに伴いメイン制御部４１
が起動した後、電断前またはユーザリセット前の制御状態に復帰してゲームの開始が許可
される前の段階でスタートスイッチ７が操作されて乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが
格納され、その状態が保持されていても、制御状態が復帰してゲームの開始が許可される
のと同時に、乱数値レジスタＲ１Ｄに新たにラッチされた数値データを格納可能な状態と
なるので、起動後、電断前またはユーザリセット前の制御状態に復帰する前の段階でラッ
チされ乱数値レジスタＲ１Ｄに保持されていた数値データ、すなわちゲームを開始可能な
状態でスタートスイッチ７が操作されたタイミングとは異なるタイミングでラッチされた
数値データを用いて内部抽選が行われてしまうことがない。
【０３７０】
　尚、本実施例では、起動後、電断前またはユーザリセット前の制御状態に復帰した時点
で乱数ラッチフラグが設定されているか否か、すなわちゲームの開始が許可される前にラ
ッチされた数値データが乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されているか否かを確認し、乱数ラ
ッチフラグが設定されている場合にのみ、乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されている数値デ
ータを読み出すようになっているが、起動後、電断前またはユーザリセット前の制御状態
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に復帰した時点で一律に乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されている数値データを読み出すよ
うにしても良い。
【０３７１】
　また、電源投入後、起動後、電断前またはユーザリセット前の制御状態に復帰する場合
には、復帰する制御状態がゲームを開始可能な状態か否かに関わらず一律に乱数値レジス
タＲ１Ｄに格納されている数値データを読み出すようになっているが、復帰する制御状態
がゲームを開始可能な状態であるか否かを確認し、復帰する制御状態がゲームを開始可能
な状態である場合にのみ乱数値レジスタＲ１Ｄに格納されている数値データを読み出すよ
うにしても良い。
【０３７２】
　メイン制御部４１は、ゲームを開始可能な状態でスタートスイッチ７が操作されたか否
かをスタートスイッチ７の立上りを示す立上りエッジが設定されているか否かに基づいて
判定する。
【０３７３】
　スタートスイッチ７の立上りエッジは、一定間隔毎に割り込んで実行するタイマ割込処
理（メイン）４回に１回毎（約２．２４ｍｓ毎）に実行するスイッチ入力判定処理におい
て、スタートスイッチ７の検出状態に基づく確定データがＯＦＦからＯＮに変化したこと
を条件に設定される。確定データは、スイッチ入力判定処理毎に前回の検出状態と今回の
状態が一致する場合にのみ更新されるデータであることから、スタートスイッチ７の立上
りエッジは、スタートスイッチ７の検出状態がＯＦＦの状態である場合に、スイッチ入力
判定処理において２回連続してスタートスイッチ７のＯＮが検知されることで設定される
こととなる。
【０３７４】
　一方、スイッチ入力判定処理の実行間隔は約２．２４ｍｓであることから、スタートス
イッチ７がＯＮとなってから最低でも約２．２４ｍｓ以上ＯＮが継続して検知されること
を条件にスタートスイッチ７の立上りエッジが設定され、スタートスイッチ７の操作が検
出されることとなる。
【０３７５】
　このように本実施例では、図４２に示すように、ゲームを開始可能な状態においてスタ
ートスイッチ７のＯＮが一定期間（最低でも約２．２４ｍｓ）以上継続して検知されたこ
とを条件に、スタートスイッチ７の操作が検出され、ゲームが開始されるようになってお
り、静電気などのノイズによってスタートスイッチ７のＯＮが誤って検出されたにも関わ
らず、ゲームが開始してしまうことを防止できる。
【０３７６】
　尚、本実施例では、ゲームを開始可能な状態においてスタートスイッチ７のＯＮが一定
期間（最低でも約２．２４ｍｓ）以上継続して検知されたことを条件に、スタートスイッ
チ７の操作が検出され、ゲームが開始されるようになっているが、例えば、１回のスイッ
チ入力判定処理においてスタートスイッチ７の検出状態を複数回確認し、全てにおいてＯ
Ｎが判定されたことを条件に、スタートスイッチの操作が検出され、ゲームが開始される
ようにしても良く、このような構成であっても静電気などのノイズによってスタートスイ
ッチ７のＯＮが誤って検出されたにも関わらず、ゲームが開始してしまうことを防止でき
る。
【０３７７】
　また、本実施例では、図４２に示すように、ゲームを開始可能な状態において、スター
トスイッチ７の立上りエッジが検出されている場合に、乱数ラッチフラグが設定されてい
るか否か、すなわちスタートスイッチ７の操作により数値データがラッチされ、乱数値レ
ジスタＲ１Ｄに数値データが格納されているか否かを確認し、乱数値レジスタＲ１Ｄに数
値データが格納されている場合にのみゲームを開始させるようになっている。
【０３７８】
　このため、乱数値レジスタＲ１Ｄに数値データが格納されていない、すなわち内部抽選
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てしまうことがなく、スタートスイッチ７が操作されたタイミングでラッチされた数値デ
ータを用いて確実に内部抽選を行うことができる。
【０３７９】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例に限定される
ものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含
まれることは言うまでもない。
【０３８０】
　例えば、前記実施例では、遊技機の一例としてスロットマシンを適用しているが、電断
時や瞬停時において以前の制御状態に復帰可能な構成を備える遊技機或いは乱数回路を備
え、当該乱数回路にて抽出した数値データに基づいて遊技に関連する抽選を行う遊技機で
あれば良く、遊技球を用いて遊技を行う弾球遊技機にも本発明を適用可能である。
【符号の説明】
【０３８１】
１　スロットマシン
２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ　リール
６　ＭＡＸＢＥＴスイッチ
７　スタートスイッチ
８Ｌ、８Ｃ、８Ｒ　ストップスイッチ
４１　メイン制御部
９１　サブ制御部
５０５　ＣＰＵ
５０６　ＲＯＭ
５０７　ＲＡＭ
５０９　乱数回路
５５９Ａ　乱数値レジスタ



(69) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(70) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(71) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(72) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】



(73) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】



(74) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(75) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】



(76) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】



(77) JP 6212597 B2 2017.10.11

【図３６】 【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】

【図４１】

【図４２】



(78) JP 6212597 B2 2017.10.11

10

フロントページの続き

    審査官  山本　一

(56)参考文献  特許第５９３７６３８（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第４４１５０５７（ＪＰ，Ｂ１）　　
              特許第４４９８４５４（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第４６８４３２８（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第５１６０４７３（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第５５４３２２９（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第５５５２２４４（ＪＰ，Ｂ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　５／０４　　　　
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

